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研究論文

統合報告書における非財務情報の言語変化
─CSRから価値創造への質的転換─

大 田 博 樹

1　はじめに

　近年、気候変動をはじめとする環境問題が世界的な関心事となり、企業
を中心とする多様な組織が環境対策や環境情報の開示を進めてきた。企業
に対して社会的責任を求める議論は以前から存在しているが、日本では
1960年代以降に公害問題が社会問題となり、企業に社会的責任を求める
声が高まった。その後のバブル経済期にはメセナやフィランソロピー活動
が活発になったが、1990年代にバブル経済が崩壊することにより企業業績 
が低迷し、CSRへの関心が低下していった。2000年代に入ると日本では

「CSR元年」と呼ばれる変化が起こり、かつてのように社会への利益還元
を行うであるとか、社会に向き合う際に支払わなければならないコストと
するような考え方から、CSRが本来の事業活動と結びつくことでCSR活
動自体が企業価値の向上に貢献するという考え方に変化してきている（佐
久間他、2019）。
　このようなCSRに対する考え方の変化は、CSR活動に関する非財務情
報の開示内容に影響を与えることとなった。日本では環境省が2001年に 

「環境報告書ガイドライン」を公表したことを契機に、企業の環境情報の
開示の仕組みが整備されてきた。環境省は環境情報の開示の効果として、
社会とのコミュニケーションツールとしての外部機能と企業自身の環境配
慮等の取り組みに関する方針や行動計画等の策定・見直しなどの内部機能
などが期待できるとしていた。具体的な開示内容として、経営責任者の緒
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言から環境保全に関する経営方針・目標、環境マネジメントに関する状況、
環境負荷の低減に向けた取組状況などの開示が求められていた。環境省に
よる報告書の開示状況調査によると、2017年には上場企業の71.6%もの企
業が環境報告書を作成・開示しており、そのうちの65.4%が環境省のガイ
ドラインを使用していた。
　2000年にはGRIが国際的なガイドラインを発表し、その後2016年には、
より包括的なGRIスタンダードが発表され、非財務報告書の内容は環境 
情報にとどまらず、社会やガバナンスといった領域へと拡充していった。
GRIでは、企業などの組織が環境や社会に与えるさまざまな影響について
情報提供する際の国際的な規準であり、共通スタンダード情報をベースに
業種別の情報とマテリアルな項目に関する情報の開示で構成されている。
KPMGの調査によればGRIスタンダードは、2024年度で最も利用されて
いるガイドラインとなっているという1。
　本稿では、非財務情報の開示が環境報告書から始まり、統合報告書まで
の展開の中で、報告書における単語の変化に注目し、過去と現在でどのよ
うな言葉が用いられているかを比較することで、非財務情報の質的変化を
明らかにすることを目的とする。具体的には、大坪ほか（2014）は、1994
年から2013年に発行された8629冊のCSR報告書等のテキストマイニング
を行ない、使用される単語の変化を考察している。本稿では、その結果と
の比較から、現在の統合報告書等の質的変化を考察する手法をとる。な 
お、企業が開示するさまざまな非財務情報の名称には、CSR報告書や環境 
報告書、持続可能性報告書、統合報告書などの名称が付けられているが、
今回の調査対象とした報告書の多くが統合報告書という名称を使っていた
ため、本稿ではこれらの非財務情報を統合報告書等と表記する。

2　調査方法

2.1　先行研究
　環境報告書や統合報告書などによる非財務情報に関する研究は、開示の
動機や情報の信頼性、報告内容の質的特性など、様々な視点から数多く行
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われてきた。
　大坪ほか（2014）は、1994〜2013年に公表された8,629冊のCSR報告書
等をテキストマイニングにより分析し、頻出単語から重要課題の変化を
探った。その結果、ステイクホルダーや財務・戦略に関する関連語が増加
する一方で、環境負荷や専門的な環境用語は減少していることを明らかに
した。
　三浦（2020）は、NECおよび19大学の統合報告書をテキストマイニン
グにより分析し、時系列変化と特徴を抽出した。NECでは報告書内容が
投資家志向から社会価値創造志向へと移行し、経営戦略や社会課題と連動
していた。大学ではLDA分析により、「教育・研究・地域・SDGs」などの
特徴語に基づき6つのトピックに分類され、大学の理念や社会的役割が報
告書に反映されていることが示された。これらの分析から統合報告書が組
織の価値を可視化する新たな情報基盤となっていることを明らかにした。
　岡ほか（2021）は、環境・社会と会計に関連する学術論文が多く掲載さ
れている5つの海外の査読付き学術誌において、SDGsをキーワードにテキ 
スト・マイニングを行ない、多く使用されていた単語の中に「accounting」

「sustainability」「accountability」「reporting」「management」などが用い 
られていたことからサステナビリティ会計との関連性を指摘した。
　単語の使用回数だけでなく言葉の使われ方まで注目した中尾（2018）は、
企業の環境・社会パフォーマンスとサステナビリティ報告書での言葉使い
の関係をテキストマイニングで分析した。54社のトップステートメント
を対象に分析した結果、環境・社会パフォーマンスの良い企業ほど「弁証
法的CSRレトリック」を多用し、悪い企業では「戦略的・制度的レトリッ
ク」の使用傾向が見られたことが示された。

2.2　調査対象の概要
　本稿で調査対象とした企業は、東洋経済新報社が調査公表している『CSR
企業総覧』2 の「CSR評価」で2022年度〜2024年度に発行された統合報告
書をピックアップし、そのうち日本語で作成され2025年8月時点でウェブ
上からPDFファイルでダウンロードできたもののうち上位10位を対象と
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した。このタイミングで2025年度版を発行している企業もあったが、ご
く一部の企業に限られていたため2025年度版の統合報告書は調査対象か
ら外すこととした。また、PDFで入手できたものの中でもセキュリティの 
関係でテキストファイル化できない報告書も同じく対象外とした。その結
果、各年度3カ年分の対象企業である30社の業種は、情報通信業が10社、
電気機器が4社、卸売業・食料品、輸送用機器、機械がそれぞれ3社、医
薬品が2社、小売業が1社であった3。また、上位の報告書と比較するため
に評価の低かった報告書も併せて調査を行った。調査方法は上位企業と同
じで2024年度が9社、2023年度が5社を対象とした4。

2.3　分析方法
　本稿では、統合報告書等における単語の変化に注目し、過去と現在でど
のような言葉が用いられているかを比較することで、非財務情報の質的変
化を明らかにすることを目的とするため、まず調査対象となる30社の報告 
書に含まれる単語情報として、それらの使用回数を調査した。具体的な手
順については、統合報告書等のPDFファイルをテキストデータ化し、テキ 
ストマイニングのソフトウェア「KH-Coder」を使用して分析を行なった。
また、形態素解析ソフトウェアは大坪らの調査でも使われていた「MeCab」
を使用した。なお、報告書に含まれている多数の画像については文字認識
が難しいため調査の対象となっていない。
　大坪らは1994年から2013年までに発行された統合報告書等のうち、テ
キストデータ化できるPDFファイルを8629冊調査対象とし、上位500位ま 
での単語の合計と1994年から年度ごとに使われる単語の推移を測定した。
本稿では上位100位までを測定対象としているが、101位以下の単語は回
数が少なく上位100位までの単語に大きな影響を与えないと考え、100位
までの単語に限定して分析をした。
　また、大坪らは抽出した上位500位までの単語の中から、「ステークホ
ルダー」「財務」「環境負荷インベントリ」「テクニカル」の4つの属性に
該当すると思われる任意を単語を取り上げ、属性別に年度ごとの使用回数
の推移の分析も行なっており、本稿でも同じ手法で比較分析を行なう。
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3　分析結果

3.1　データの概要
　分析対象となっている30社が発行した統合報告書等に含まれる単語のう 
ち、使用回数が多い上位100位までを調査対象としたが、その際に抽出さ
れた単語のうちほとんど意味を持たない単語と会社名などの固有名詞につ
いては今回の調査対象から外している。表1は、それぞれの年度ごとに使
われている単語のうち上位80位までを示したものである。「環境」や「事 
業」「活動」「社会」などの単語は、前後に他の単語が結合して別の単語と
して使用されている場合がある。この点について大坪らは、たとえば「環
境」という単語は、「企業環境」や「市場環境」「環境問題」「環境破壊」
などのように使用されることがあり、統合報告書等においては「環境」と
いった汎用性の高い単語は出現回数も多いが、テキストマイニングの際に
専門語辞書と固有名詞辞書を用いたとしてもすべてをカバーすることは難
しい点を指摘している。このため、実際には単語が使われている部分を確
認する必要がある。
　各年度の統合報告書等で使用される単語を確認してみると、「事業」「環
境」「社会」「経営」「サステナビリティ」などESG経営に関連する単語が
頻繁に使われていることが分かる。そのほか、「取締役」「役員」「体制」 

「方針」などの経営管理に関する単語や「社員」「女性」「多様性」「働き方」
など多様性や人材の活用に関する単語も上位で確認することができたが、

「取締役」「リスク」「報告」などの単語は現状維持あるいは若干の減少傾
向にあるためガバナンスや情報開示に関しては、一定程度の定着化がされ
たことが推測される。
　また、年度ごとの単語の使用回数を確認してみると、2022年度から2024 
年度にかけて「事業」「環境」「社会」は、すべての年度で安定的に上位に
位置しており、年度ごとに大きな変動がないことが確認できた。
　大坪らによる1994〜2013年に公表された統合報告書等の分析結果と今
回の2022年度から2024年度の統合報告書等の分析結果と比較してみると

（表2）、上位100位までの単語の中では、「エネルギー」「グループ」「デー 
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表1　使用回数の多い単語上位80位

順位 単語 合計 順位 単語 合計
1 事業 9678 26 成長 2817
2 グループ 5797 27 会社 2810
3 当社 5706 28 販売 2755
4 環境 5527 29 ガバナンス 2741
5 取締役 5072 30 役員 2731
6 経営 5055 31 取組 2710
7 社会 5047 32 重要 2686
8 推進 4458 33 安全 2642
9 価値 4063 34 方針 2600
10 活動 3933 35 サステナビリティ 2582
11 リスク 3866 36 体制 2579
12 実施 3838 37 評価 2548
13 開発 3795 38 報酬 2409
14 情報 3724 39 品質 2402
15 企業 3562 40 報告 2343
16 社員 3433 41 連携 2307
17 対応 3371 42 強化 2292
18 戦略 3350 43 責任 2256
19 管理 3324 44 製品 2160
20 課題 3283 45 貢献 2148
21 提供 3198 46 ESG 2143
22 財務 3100 47 改革 2142
23 実現 3090 48 社外 2116
24 地域 3017 49 方策 2072
25 技術 3004 50 効率 2050
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タ」「リスク」「事業」「企業」「体制」「制度」「効率」「取締役」「品質」「商
品」「地域」「役員」「情報」「技術」「方針」「株主」「海外」「環境」「社会」

「社内」「社員」「経済」「製品」「課題」「責任」の27語が完全一致で共通
していた。
　共通語をみてみると、「環境」「社会」「事業」「経営」など、企業が長期
的に扱うテーマに関連した単語を確認することができる。2022年以降は 

「サステナビリティ」「ガバナンス」「価値」といった統合思考や価値創造
などの単語が多く使われ始めていることが分かる。一方で、2013年まで
の報告書では多く使われていたが、2022年以降の報告書ではあまり使わ
れなくなった単語には、「CSR」「社会貢献」「環境負荷」「化学物質」「コ

順位 単語 合計 順位 単語 合計
51 協働 2047 66 方針策定 1738
52 健康 2028 67 顧客 1737
53 多様 1984 68 調達 1735
54 企業価値 1951 69 向上 1731
55 データ 1948 70 安全性 1729
56 監査 1919 71 働き方 1718
57 エネルギー 1911 72 再エネ 1705
58 透明性 1904 73 新規 1676
59 長期 1865 74 協力 1652
60 ステークホルダー 1844 75 効率化 1643
61 女性 1841 76 可能 1617
62 供給 1768 77 制度 1531
63 経済 1765 78 サービス 1523
64 持続可能 1761 79 責務 1510
65 再生可能 1753 80 研究 1474
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表2　1994-2013と2022-2024の統合報告書等に使用された単語の比較

1994-2013 2022-2024
順位 単語 合計 順位 単語 合計

1 環境 1368096 1 事業 9678
2 事業 656750 2 グループ 5797
3 グループ 447577 3 当社 5706
4 製品 371248 4 環境 5527
5 工場 356217 5 取締役 5072
6 社会 318026 6 経営 5055
7 廃棄物 287328 7 社会 5047
8 情報 265203 8 推進 4458
9 技術 244885 9 価値 4063
10 システム 243894 10 活動 3933
11 目標 241642 11 リスク 3866
12 企業 219413 12 実施 3838
13 地域 209331 13 開発 3795
14 CO 202710 14 情報 3724
15 社員 187764 15 企業 3562
16 委員 172523 16 社員 3433
17 資源 161339 17 対応 3371
18 エネルギー 157741 18 戦略 3350
19 商品 154704 19 管理 3324
20 環境負荷 146233 20 課題 3283
21 状況 145838 21 提供 3198
22 お客様 145651 22 財務 3100
23 品質 145237 23 実現 3090
24 CSR 144048 24 地域 3017
25 方針 142179 25 技術 3004

（大坪ほか（2013）をもとに筆者作成）
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1994-2013 2022-2024
順位 単語 合計 順位 単語 合計
26 体制 140393 26 成長 2817
27 基準 140375 27 会社 2810
28 部門 137537 28 販売 2755
29 従業員 136995 29 ガバナンス 2741
30 物質 134373 30 役員 2731
31 日本 128505 31 取組 2710
32 電力 124693 32 重要 2686
33 制度 123497 33 安全 2642
34 課題 93618 34 方針 2600
35 リサイクル 119602 35 サステナビリティ 2582
36 化学物質 113292 36 体制 2579
37 実績 113290 37 評価 2548
38 ガス 112262 38 報酬 2409
39 効果 111167 39 品質 2402
40 センター 102530 40 報告 2343
41 国内 102410 41 連携 2307
42 産業 97628 42 強化 2292
43 効率 96875 43 責任 2256
44 お客 96408 44 製品 2160
45 海外 92814 45 貢献 2148
46 目的 88873 46 ESG 2143
47 省エネ 87276 47 改革 2142
48 責任 84916 48 社外 2116
49 コンプライアンス 84150 49 方策 2072
50 エコ 83373 50 効率 2050
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ンプライアンス」などがあることから、2013年までは環境対策や法令遵
守のような制度的なCSR活動を行なっていたことが推測できる。
　以上のことから、2013年までは環境対策や法令遵守を中心とした制度
的な側面が強い印象を読み取ることができる一方で、2022年以降では価
値創造やパーパス、人的資本などを軸とした戦略的な内容へと移行してい
ることが読み取ることができる。
　次に下位の報告書で多く使われる単語には、「取締役」や「社員」「委員
会」「安全」などを確認することができ、これらは企業内部の管理活動を
表す単語であるという特徴がある。これらの単語は上位の企業でも多く使
用されていたが、上位の企業と下位の企業との大きな違いは、「サステナ
ビリティ」や「ESG」「協働」「貢献」といった単語が上位企業でのみ使用
されていた点である。これは社会との関係性や将来への取り組みなどを意
識しているかの違いが報告書に現れているものと考えられる。上位の企業
では、環境や社会だけでなく「協働」や「グローバル」「ガバナンス」「協
働」など具体的なESG活動を言語化しており、その点が２つのグループ
の差異を生んでいると言える。

3.2　属性比較
　本項では、「ステークホルダー」「財務」「環境負荷インベントリ」「テク
ニカル」の4つの属性別の分析を行ない、2013年までの報告書との比較を
行なった（表3）。なお、1994年から2013年までの報告書の中で、上位100 
位までの単語は太字で表記してある。
　大坪らは属性分析の結果を、次のように概観している。

①ステークホルダー属性
　すべての単語で使用回数が増加傾向にあったが、その中でも特に「お
客様」が最も多く、それ以外でも「従業員」「取締役」「役員」「株主」
の使用回数は飛躍的に増加。

②財務属性
　全体的に増加傾向にあり、特に「戦略」と「売上高」が突出。
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③環境負荷インベントリ属性
　多くの企業で発生することが予想されるグループ（1）と製造業など
特定の企業で発生することが予想されるグループ（2）に分類して分析。
◦グループ（1）
「廃棄物」を除いて一定数が測定されていたため、一定の割合で深刻
な課題として認識されていることを指摘。

◦グループ（2）
製造業などの特定の企業が使用する単語で構成されているが、これら
の企業では統合報告書等から切り離してデータ集などに掲載するケー
スがあることや非製造業での報告書を使った開示が増加している可能
性を指摘。

④-1	 テクニカル属性（1）
　全体的に増加傾向にあるが、その中でも「コンプライアンス」が突出
して増加。

④-2	 テクニカル属性（2）
　2003年までは増加傾向にあったものの、それ以降は減少に転じている。

　大坪らは、全体を眺めれば、ステイクホルダー属性、財務属性、テクニ
カル属性（1）が増加しているが、2つの環境負荷インベントリ属性とテ
クニカル属性（2）が現状を維持の状態にある。報告書のページ数が年々
増加しているため、相対的に環境関連情報が減少している一方で、経営ビ
ジョンや戦略、リスクなどの将来性に関わるテーマが強調されている単語
を読み取ることができると分析している。
　次に、2022年以降の結果を見てみると、まず、ステークホルダー属性
では、最も多く使われていた「お客様」という単語や「地域社会」といっ
た単語が減少した一方で、「取締役」「役員」「顧客」「株主」といった単語
が使用回数を維持していることから、資本市場を意識した報告書作りに変
わってきていることが指摘できる。
　財務属性では、100位以内の単語は一つも存在していなかったが、2022
年以降では「戦略」「財務」「収益」と3単語を確認することができた。こ
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れまでの環境を中心とした報告書の作成方針から企業の成長や将来性を意
識した構成に変わってきたことや財務情報と非財務情報の統合の可能性な
どが推測できる。
　そして、環境負荷インベントリ属性では、以前は16単語（上位100位以
内は5単語）を確認することができたものの、2022年以降で確認できたの
は、わずか2単語と減少していることから、報告書の中の環境情報の重要
性が相対的に低下していることが分かる。この点については、大坪らが指
摘しているように、環境データを報告書から切り離して開示しているケー
スも想定する必要がある。
　最後にテクニカル属性では、20単語が取り上げられている。2013年以
前は、多くの単語が使用されていたことが確認できるが、上位の単語に絞
るとコンプライアンスなどわずか5単語であり、さらに2022年以降では1
単語も確認することができなかった。これは「コンプライアンス」や「内

表3　属性別使用単語の比較

属性 1994-2013（太字は上位100位以内） 2022-2024
ステーク
ホルダー

お客様、従業員、取締役、役員、株主、
地域社会、顧客、投資家、次世代、消費者

取締役、役員、
顧客、株主

財務 戦略、売上高、財務、資産、収益、売上 戦略、財務、
収益

環境負荷
インベントリ

（1）	廃棄物、二酸化炭素、CO2、エネルギー、資源、
化学物質、温室効果ガス、PRTR、火力

（2）	水使用量、VOC、PCB、二酸化炭素、NOx、
SOx、ダイオキシン

エネルギー、
CO2

テクニカル

（1）	コンプライアンス、内部統制、リスク管理、
情報セキュリティ、リスクマネジメント、社
会的責任、企業倫理、行動規範、経営理念

（2）	企業理念、原単位、環境マネジメント、環境
報告書、ISO14001、環境経営、環境会計、グ
リーン購入、ライフサイクル、環境保全コス
ト、環境監査、ゼロエミッション

該当なし

（大坪・黄（2014）を元に筆者作成）
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部統制」「リスク管理」など制度的な問題はすでに対応済みで報告書への
記載が減少したことなどが考えられる。

4　おわりに

　本稿では、1994〜2013年の統合報告書等と2022〜2024年の統合報告書
等における単語の使用傾向を分析することで、非財務情報の質的変化を明
らかにした。その結果、かつての統合報告書等では、「環境」や「廃棄物」

「コンプライアンス」といった環境対策や法令遵守を中心とした「守り」
の単語が多く用いられていたのに対し、近年の統合報告書等では「サステ
ナビリティ」「価値」「戦略」といった単語が増加しており、企業の情報開
示が社会的責任から価値創造を軸とする経営理念・パーパスの共有へと移
行していることが確認された。
　属性別にみると、ステークホルダー属性では「お客様」「地域社会」な
どの単語が減少し、「取締役」「役員」「顧客」「株主」といった資本市場に
関連する単語が増加した。財務属性では「戦略」「財務」「収益」などの語
が新たに上位に現れ、非財務情報と財務情報を統合して報告する姿勢が強
まっている一方で、環境負荷に関する単語は大幅に減少していることか 
ら、報告書内での環境問題への重要性が相対的に低下している可能性が指
摘できる。テクニカル属性についても、かつて多用されていた「コンプラ
イアンス」や「リスク管理」といった制度的な単語が減少し、これらの仕
組みがすでに経営に定着した段階にあることがうかがえる。
　これらの変化は、企業がCSR時代における「社会的責任の遂行者」か 
ら、統合思考に基づく「社会的な価値創造の担い手」へと変容しているこ
とを示しているのではないだろうか。統合報告書等は単なる情報開示の媒
体から、企業の存在意義や社会との関わり方を表現する「対話の場」とい
う役割へと進化しており、そこで使われる単語の変化は企業行動の変容を
映し出しているのかもしれない。
　今後の課題としては、こうした言語的変化が実際の経営成果や企業価 
値、さらには社会的インパクトにどのように結びついているのかを検証す
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る必要がある。また、非財務情報の多様化が進むなかで、企業がどのよう
に自社のパーパスを表現し、ステークホルダーとの共創関係を築いていく
のかを引き続き注視していくことが重要であると言える。
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注
1	 詳細はGRIのHPを参照のこと。https://www.globalreporting.org/about-gri/
2	 『CSR企業総監』は東洋経済新報社が2005年から毎年実施している。2025年度版は

2024年6月に全上場企業・主要未上場企業4004社に調査票を送付し1715社から回
答を得ている。

3	 具体的な調査対象企業は次の通りである。2022年度は、セブンアンドアイ、JT、
トヨタ、KDDI、NTT、NTT東日本、ダイキン工業、NTTドコモ、三井物産、中
外製薬。2023年度は、JT、KDDI、NEC、NTT、NTTドコモ、キャノン、ダイキ
ン工業、デンソー、三井物産、中外製薬。2024年度は、KDDI、NEC、NTT、NTT 
ドコモ、キャノン、サントリー、ダイキン工業、デンソー、三井物産、大和ハウス
である。

4	 2024年度はアイネット、エイベックス、オープンアップ、コーエー、マナック、ラッ 
ク、大成温調、朝日ラバー、富士紡の9社を対象とし、情報通信業が4社、サービ
ス業が1社、化学1社、ゴム製品1社、繊維製品1社、建設業1社であった。2023年
度は、朝日ラバー、マナック、ダイニック、コーエー、オープンアップの5社とし、
情報通信業、サービス業、化学、ゴム製品、繊維製品が各1社であった。





115

研究論文

東証上場企業コーポレート・ガバナンス白書
2025を読み解く

─核心的前提問題と「過渡期」の現れ ─

小 島 大 徳

1　本論文の目的と狙い

1.1　東証上場企業コーポレート・ガバナンス白書とは何か
　東京証券取引所（東証）は、上場会社のコーポレート・ガバナンスの取
組状況や進捗状況を多角的に明らかにすることを目的として、上場企業が
開示したコーポレート・ガバナンスに関する報告書（CG報告書）のでデー
タを用いて総合的な分析を行い、2007年以降、各年でコーポレート・ガバ 
ナンス白書を発行している1。
　これは、OECDなどの国際機関が精力的に作成し各国に遵守を求めてい
るコーポレート・ガバナンス原則を、各国の遵守状況を確認すること、い
わゆる上位機関に対する説明責任と、企業の実践状況を確認し問題点を発
見し、次なるコーポレート・ガバナンス・コード（以下「コード」）の作成 
に活かすということと、そして、企業の実践状況を詳らかにすることで企
業に対してプレッシャーをかけることの3つの背景を持つと考えて良い。
　このような意味において、東証という上場企業を管理する役割を持ちつ

1	 東京証券取引所［2025a］『東証上場企業コーポレート・ガバナンス白書2025』の「ま
えがき」より引用する。本白書のPDFは、下記のURLにて入手可能である。

	 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jb0-att/um3qrc000001isbf.pdf
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つ、上場企業に上場して貰わないと経営が成り立たない株式会社という立
場が出している白書であることを念頭に置いて、今回のコーポレート・ガ
バナンス白書2025（以下「白書2025」）を読み解く必要があることを忘れ
てはならない。
　このように、今までOECD原則から機関投資家原則、そして企業への
浸透過程をへて、企業がコーポレート・ガバナンス・コードとして発達し
て、活用されている潮流を把握した上で、現在のコーポレート・ガバナン
スの状況を明らかにしようとするのが、本論文の目的である。

1.2　コーポレート・ガバナンス原則とコーポレート・ガバナンス・コード
　実務上、実践的な役割、つまり、わかりやすく書かれており、実施され
たか、されてないかがはっきりする基準を設けているのが、コーポレート・
ガバナンス・コードである。また、原則は、そのコードの上位に位置する
ものであり、英語では、principalと表される。
　コーポレート・ガバナンスの根底には、各国の貿易通商、経済交流、そ
して投資活動を円滑かつスムーズに行おうとする価値観があり、それに基
づいて、できる限り合意できるところは、合意して、同じ価値観とルール
に基づいて企業経営を行おうとする考え方がある。その実践的な役割を
担っているのがコーポレート・ガバナンスという分野であり、実務では、
コーポレート・ガバナンス原則（これ以降「原則」）が役立っている。
　原則は、1999年のOECD原則策定 2 から始まったが、その後ろ盾となっ
たのは、G20やG7などの政治の世界の力が大きかった。各国は、世界経
済とグローバル企業に対して、一斉にコーポレート・ガバナンスを中心に
企業経営を行うことを求めた。この背景には、もはや二国間などの数カ国
の合意では貿易交渉、企業経営は収まることがないという背景と、ひとた
び企業不祥事が発生すると、その影響は、一国に収まることがなく、世界
全体に波及する問題であることに危機感を抱いたという背景がある。特に
後者に関しては、イギリスにおいてキャドバリー委員会が発足する契機と

2	 小島大徳［2004］に原則の策定状況は詳しい。
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なった従業員年金積立を経営者が不正使用したというマックスウェル事件
が発端となった。

1.3　株式会社の特異性とコーポレート・ガバナンス
　このような企業不祥事を発端にしたコーポレート・ガバナンスの必要性
は、なにも経営者が企業不祥事を起こしたことのみに原因を求めることは
できない。もちろん、経営者の企業倫理観が正常であれば、不正行為を実
行しなかったであろうし、内部統制機能が正常に機能していたならば、未
然に防げた可能性もある。
　しかし、そこだけの問題ではない。株式会社という制度的な問題を抜き
にしては論じることができない。その株式会社の数々の問題については、
すでに明らかにしているため、そちらを参照して貰いたいが 3、株式会社
の経営者支配による株主機能の低下、経営者を辞めさせることのできない
事実上の社会システム 4 などの複合的な株式会社の弱点および欠点があ 
る。これらの問題も、コーポレート・ガバナンスによって、埋め合わせ、
不完全な株式会社制度を正常軌道に乗せようとする機能をももっている5。
　岸田文雄内閣（2021年9月8日－2024年10月1日）が、「新しい資本主
義実現会議 6」を発足させ、株式会社制度以外の会社制度の創設も視野に
入れて議論が重ねられてきた。そして、その後の石破茂内閣（2024年10
月1日－2025年10月21日）にも引き継がれたが、高市早苗内閣（2025年
10月21日－）は、同会議体を廃止し、新たに「日本成長戦略会議」を発

3	 小島大徳［2011］に詳しい。
4	 小島大徳［2014］に詳しい。
5	 株式会社の欠点については、数々の大型企業不祥事が起こっているにも関わらず、比

較的軽い企業不祥事で経営者が辞任し、重大で市民社会にあたえる影響が大きい企業
不祥事なのにも関わらず経営者が辞任しないことが問題である。小島大徳［2014］で 
は、食品関連企業の食品偽装事件、JR北海道の安全放置・隠蔽事件、みずほ銀行の暴 
力団融資事件を取り上げている。

6	「新しい資本主義実現本部／新しい資本主義実現会議」
	 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html 
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足するとした7。
　今後の上記動きは、コードの動向とともに注視していくべきである。

2　上場企業コーポレート・ガバナンス白書2025の構成

2.1　白書2025と株式会社東京証券取引所の関係
　白書は、通常公官庁が作成するものと、民間団体や民間企業が白書と名
前をつけて著作するものの2つがある。本白書は、株式会社東京証券取引
所が公表したものであるから、後者の部類に属するとも思われるが、周知
のとおり、東京証券取引所は株式会社であっても、株式会社日本取引所グ
ループの一部門であり、その株主は、機関投資家がほとんどである。
　そうであると、機関投資家の部類に分類されるようにも思えるが、役員
構成を見ると、取締役議長が、木下康司（旧大蔵省出身）であることなど
からも、公的な色彩をもつ組織といえるので、本白書は、定期発行もされ
ていることから、公官庁が作成する白書に準じるものであると評価しても
良いであろう。

2.2　コーポレート・ガバナンス 白書2025の構成
　白書2025は、特徴的な内容をもっている。それは、1つ目に、分析的、
解析的論攷集的役割であることである。経済白書や防衛白書のように分析
的な論攷がつらなる。その読むべき場所は、限られ、概要を理解するには
良いのであるが、それ以上の研究対象となりうるデータとしては弱い。も
ちろん、文献の参照としては価値があるのだが、今回は、コーポレート・
ガバナンスに関する企業の実践状態を明らかにしたいのである。
　2つ目に、「付録─全83原則の実施状況─ 8」が役に立つ。この中では、
東京証券取引所が出した「コーポレート・ガバナンス原則」の全83項目
について、ほぼ全部の主要な企業の遵守状況が詳細に記されている。しか

7	 https://news.yahoo.co.jp/articles/13bd3e17223500efd3cb974f1f7066ada0d19316 
8	 東京証券取引所［2025a］218頁以下。
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も、キャドバリー委員会報告書（1992）から脈々と伝わる「遵守か、説明
か」原則に則って、各原則に「コンプライ社数」「エクスプレイン社数」
と分けて記載している点は、大いに評価できる。

2.3　重視すべき『東証コーポレート・ガバナンス原則2025』
　そして、この東証コーポレート・ガバナンス原則は、継続的に改訂がな
されているから、その改訂箇所を明記して、なぜ改訂したのかについても
明記しつつ、これから企業がどのように実践させていくかについてまとめ
ている『コーポレート・ガバナンスに関する報告書 記載要領9』を公表し

図1　東京証券取引所の組織図
（出所：https://www.jpx.co.jp/corporate/about-jpx/organization/index.html）
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9	 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j85-att/um3qrc0000014lze.pdf 

図2　コーポレート・ガバナンス体制の説明図
（出所：https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j85-att/um3qrc0000014lze.pdf）
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ている点が、評価できる。
　たとえば、現在の会社法では、数多くの会社組織体制を取ることが認め
られている。そのため、企業が原則を守るための説明文、説明図を出し、
詳しく解説しているという特徴がある。
　また、【コードにおいて特定の事項を開示すべきとする原則】の説明も
原則とリンクさせて内容を詳しく説明していることは評価できる。今まで
は、原則やコードを公表しただけで、どのような手順でどのような内容を
記載することが求められているかが不明であった。
　このようなところに手が届くようになったのも、東京証券取引所自体が
あるいはグループ全体でガバナンス改革を行う姿勢を見せる後ろ盾として
の株主構成、役員構成にあるのだと考える。

3　東京証券取引所の近年の動向と原則と白書

3.1　東京証券取引所の近年の動向
　東京証券取引所は、2025年10月、今まで数十年間に行ってきたコーポ 
レート・ガバナンスを企業に浸透させ、企業の実践に生かし、情報公開を
徹底させる取組について、総括を行った。図3は、東京証券取引所が公表
した資料である。
　これによると、コーポレート・ガバナンス・コードは、独立社外取締役
3分の1以上のプライム上場企業は、2014年のコード導入前に6.4%であっ
たものが、2025年には98.8％まで増加したという。そして、これらは、市
場区分であるⅠ部、Ⅱ部を廃止し、プライム市場、スタンダード市場、グ
ロース市場と分け、それぞれの資本コストや株価、株式の公開度に応じた
コードの適用をしていることがうかがえる。

3.2　原則による企業経営の影響の上位性
　このような社外取締役の具体的な増加の推移は、図4として公表されて
いる。そのまえに、それに至る理由について説明する。それは、原則の存
在である。この社外取締役の増加は、コードによるものではなく、東京証
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図3　東京証券取引所によるコーポレート・ガバナンス改革、市場改革の説明図
（出所：https://www.fsa.go.jp/singi/revision_corporategovernance/siryo/20251021/05.pdf）

図4　社会取締役の選任状況（プライム市場）
（出所：https://www.fsa.go.jp/singi/revision_corporategovernance/siryo/20251021/05.pdf）
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券取引所コーポレート・ガバナンス原則によるものである。それでは、そ
の内容を確認してみよう。

東京証券取引所　コーポレート・ガバナンス原則　
原則4-8	 プライム市場上場会社は取締役会において独立社外取締役

3分の1以上（必要な場合は過半数）を選任すべき

　この原則は、事実上の上場規則となっているため、コードを参照するま
でもなく、一律に強制されたことにより、2014年から飛躍的に改善され、
2018年には90％の大台を超えることになったのである。

3.3　コーポレート・ガバナンス白書の読み方についての注意点
　このように、現在のコーポレート・ガバナンス原則、およびコードの分
析は、歴史的系譜やその時々の社会情勢に影響されるだけではなく、文書
の重層的な解明が不可欠であることがわかる。たとえば、コードが発出さ
れたから、社会取締役が増えたのだと考えることも間違いであるし、コー
ドの記載内容までつぶさに説明させる側が、手取り足取り教えることも重
要であったのである。
　そうであるならば、今後の原則やコードの研究も、このような市場区分

（公開会社か非公開会社か）、そして、先に見た詳細なコードの適用の仕方
と公開の仕方といった、かなり実務的で詳細な検討を重ねていく必要性が
出てきている。表面上の原則やコードを眺めたり、原則部分にだけ注目す
ると、企業の実情と、コーポレート・ガバナンスを取り巻く環境を見失う
ことに心しなければならない。
　次号より、これらの中核となる理論を基にして、白書の内容を紐解き、
現代コーポレート・ガバナンスの核心に迫ることになる。
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研究論文

日本小売業のベトナム市場への展開に
関する一考察

─ベトナム髙島屋の現地調査を中心に─

岩 瀬 敦 智 ・中 見 真 也

1　研究の目的

　日本企業の国際展開において、ベトナムは近年ますます重要性を高めて
いる。JETRO（2023）の「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調 
査」によれば、今後、海外で事業拡大を図る国・地域として米国（29.6％）
が最も多く挙げられる一方で、ベトナム（26.5％）がこれに次いで高い比
率を占めている。特に大企業に限定すると、ベトナムが31.7％で最大の回
答比率を示しており、日本企業にとってベトナム市場が有望な進出先であ
ることが改めて確認される。
　小売業に目を向けると、近年、日系企業による積極的な展開が進められ
ている。例えば、住友商事はBRGグループとの連携を強化し、フジマー
トを2028年までに約50店舗展開することを目標に掲げている。また、イ
オンベトナムは、2022年にハノイ市で初となるSSM業態「イオン・ザ・
ナイン」を開業し、2023年には南部ビンズオン省で「イオン・ビンズオ
ンニューシティ」をオープンした。さらに、ホーチミン市7区の商業施設 

「クレセントモール」において、都市型スーパーマーケット「イオン・グ
エンバンリン」を開業するなど、事業拡大を着実に進めている。
　こうした中で特筆すべきは髙島屋の動きである。同社は2016年、ホーチ
ミン市中心部に位置するサイゴンセンター内に「Ho Chi Minh Takashimaya  
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Department Store」を開設した。そして2027年秋には、延べ商業面積約3
万5,000平方メートルを有する「ハノイタカシマヤショッピングセンター」
の開業を計画している。髙島屋はこれまでシンガポール、上海（中国）、 
ホーチミン（ベトナム）、バンコク（タイ）に海外店舗を展開してきたが、
いずれも1都市1出店に留まっており、同一国に2店舗以上を構えるのは
初の試みである。したがって、この計画は同社がベトナム市場のポテン 
シャルを極めて高く評価していることを示しており、その背景にはホーチ
ミンでの事業展開における手応えがあると推察される。
　以上を踏まえ、本稿では髙島屋のベトナム展開、とりわけHo Chi Minh 
Takashimaya Department Storeの成功要因に焦点を当てて分析を行う。
その成果を通じて、日本小売業のベトナム市場進出に関する議論を深化さ
せることを目的とする。

2　先行研究

2.1　日本小売業のベトナム進出に関する研究の整理
　日本小売業のベトナム進出については近年、イオンの事例を中心に議論
が蓄積されてきている。石川（2024）は、小売業のノウハウ移転に焦点を
当て、ベトナムが2000年代になっても市場や個人商店などの伝統的小売業 
が9割以上を占めていたことを指摘した上で、イオンが、2014年にホーチ
ミン郊外に第1号店である「イオン・モールTan Phu Celadon」を開設し
たのを契機に、大規模小売店舗（ショッピング・モール、GMS）とチェー
ンストア業態（CVS、ワンストップ・ショッピング）の普及に影響を与え
たと論じている。一方で、孫（2019）は、進出先の途上国から国内に逆輸
入するブーメラン効果にフォーカスし、イオンがベトナムに中食文化を移
転し、それがベトナムの即食文化に適用され、日本に逆輸入された事例を
提示している。具体的には、日本では中食需要のデリカとパンもセントラ
ルレジでの会計であったが、ベトナムではデリカやパンは、買ってその場
で食べるという即食文化が主流である。そのため、デリカとパン部門は分
離したエリアに設けられ、レジも別にし、レジを出たところにイートイン
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コーナーを設けてその場で食べられるようにした。そして、それが逆輸入
され日本のGMSでもこの方式をとるようになり、人気を呼んでいること
を例示している。いわゆる、「グローサラント（食料品とレストランを合
わせた造語）」に近い形態といえよう。このようにイオンは、小売業とし
てのノウハウを移転しながらリバース・イノベーションも誘発するという
非常に良い形でベトナム市場に進出していることが推察される。このイオ
ンのベトナム進出の成功要因について考察したのが、鳥羽（2021）の小売
国際化に関する研究である。鳥羽（2021）は、伝統的な「世界標準化（グ
ローバル戦略）」と「地域適応化（ローカル戦略）」を融合した「世界標準
化と地域適応化を融合する視点（グローカル戦略）」という近接法の切り
口から、イオンのベトナム市場進出を分析している。世界標準化とは、世
界全体を同質的な単一の市場と認識し、画一的なマーケティングを展開す
ることを意図する。進出各国の市場特性に過剰な対応を控えることで「効
率」を追究する。そして現地適応化とは、進出各国の現地市場に備わる多
様性に向き合い、個別に適応的なマーケティングを展開することを意図す
る。現地市場の特性に積極的な対応を図ることで「効果」を追究する（鳥
羽、2022）。そしてそれらの視点を融合するアプローチ法がグローカル戦
略であるが、グローカリゼーションは、1980年代に、日本の電機メーカー
が世界市場で躍進することを目標としながらも、進出各国で現地適応化 
する必要性を唱えて「グローバルなローカル化（Global Localization）」と
いう方針を掲げたことに由来する（鳥羽、2014）。なお、日本小売業の国
際化の理論構築をテーマとした中村（2003）の研究においても、標準化

（standardization）と適応化（adaptation）のバランスが重要であり、具体
的には商品構成、マーケティング・プログラムのいずれかを標準化し、ど
の部分を現地市場へ適応させるかが、競争優位の確立に直結することが指
摘されている。鳥羽（2021）によると、イオンはまさにベトナム進出に伴
う商品構成、マーケティング・プログラム面から、このバランスを調整し
ている。例えば、標準化の視点では、日本と同様に十分に衛生管理された
売り場や商品の提供、プライベートブランド（PB）であるトップバリュー
の展開などが挙げられる。トップバリューは日本製であることや輸送コス
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トを要するために現地では割高の商品となるが、高い品質が評価されてい
る。一方で、ベトナム市場に求められる「適度な品質」と「値ごろ感」の
追求や、現地の文化に合わせた食品の「量り売り」や「加工サービス」を
提供する対面販売の取り入れ、店内に市場の賑やかな雰囲気を演出するこ
とによる現地適応化も図っている（鳥羽、2022）。つまり、イオンはグロー
カル戦略を奏功させたことで、ベトナム市場での推進力を手にしたことが
先行研究から読み取れる。

2.2　Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeに関する文献
　髙島屋のベトナムにおける事業展開に関し、JETRO（2024）の地域・分 
析レポート「ホーチミン髙島屋、トレンドに適応しつつ、独自性発揮（ベ
トナム）」において、食料品売り場部門長（当時）の西村英一郎氏へのイ
ンタビューから、以下の点が明らかになっている。第1に日本のラグジュ
アリーな商品展開に対して、（1）ホーチミン市1区の中心地にある、（2）
サイゴンセンターに有力な日系、外資現地企業が入居している、（3）サイ
ゴンセンター内にセドナスイーツという高級レジデンスやフュージョンホ
テルなども入居している、といった理由から、購買力のある富裕層の取り
込みに成功している。第2に、売上構成比は化粧品が最も高く、食料品が
次いで高い。化粧品が人気な理由としては、ラグジュアリーブランドのコ
スメの正規品を安心して購入できること、および、他店舗にない日系ブラ
ンドが多いことが挙げられる。
　第3に、食料品においては、日本のデパ地下をそのまま再現するのでは
なく、現地のマーケットを研究し、バランス良くローカライズさせること
を意識している。特に、ベトナム人が外食を好む傾向に着目し、イートイ
ンの比重を高くし、各ブランドではベトナム人に合う味付けにアレンジし
たメニューや素材を用いた商品を展開している。また、ベトナムお土産 
ゾーンでは、バインミーラスクなどの新しいベトナム土産になりうる商品
の提案も開始している。JETRO（2024）の同レポートから、高島屋ベト
ナムでは、食料品について、グローカルな視点をもって取り組んでいるこ
とが伺える。
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　池澤（2025）もHo Chi Minh Takashimaya Department Storeの現地適
応化戦略について以下のように論じている。池澤（2025）によると、地下
2階フロアについては、ベトナムの外食文化に合わせたイートイン化を図
り、展開ブランドのローカル化を図っているのが特徴である。ローカル顧
客が馴染みのものを買える安心感、そして観光客にとって安心できるお土
産品の購入の場として売り場を変化させている。地下1階フロアは「次世
代に向けたヤングファッションのフロア」として婦人服・ハンドバッグ・
婦人ヤングファッションのブランドを揃え、開業当初はインターナショナ
ルブランドの集積であったが、次第にローカルブランドで固めるような 
MDに変更した。このようにHo Chi Minh Takashimaya Department Store 
も、イオンと同様、現地適応化を図っていることが明らかになっている。

3　調査目的と方法

3.1　仮説
　これまで整理した先行研究から、イオンがベトナム市場で堅調に展開し
ている背景には、グローカル戦略の奏功があることが示唆されてきた。ま
た、髙島屋においても地下2階の食料品売り場や地下1階のヤングファッ
ションのフロアにて、現地の文化や消費者の嗜好に対応した現地適応化 
の取り組みが確認されている。これらの知見を踏まえ、本研究では「Ho 
Chi Minh Takashimaya Department Storeにおいて、多岐にわたりグロー
カル戦略が採用されている」という仮説を設定した。

3.2　調査方法
　本仮説を検証するため、2025年2月24日（月）10時から14時にかけて
現地調査を実施した。調査対象は Ho Chi Minh Takashimaya Department 
Storeであり、店舗内外の売場構成、商品展開、ならびに顧客動向に関し
て参与観察を行った。
　調査設計においては、「世界標準化」と「現地適応化」という二つの分
析視角を設定し、それぞれの観点から特徴的な施策を抽出・分類すること
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により、同店舗におけるグローカル戦略の採用実態を明らかにすることを
目的とした。
　加えて、中村（2003）が指摘するように、世界標準化と現地適応化の議
論は、商品構成およびマーケティング・プログラムのバランスに基づくも
のであるとの立場から、本研究ではマーケティング・ミックスの 4P（（1） 
Product〔商品構成を含む〕、（2） Price、（3） Promotion、（4） Place）を切
り口とし、それぞれの要素において世界標準化または現地適応化が顕著に
現れている取り組みに焦点を当てて分析を行った。

4　調査結果

4.1　世界標準化の視点
4.1.1　Product：総合百貨店としての商品構成
　百貨店の商品構成には、大きく分けてテナントミックスと自主編集売場
の品揃えという2つの概念が存在する。近年は消化仕入が主流となってお
り、自主編集売場の売上構成比は極めて小さい。そのため本研究では、百
貨店の競争力や差別化戦略を左右する要素として、テナントミックスに着
目して分析を進める。
　Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeは5フロアで構成されて
おり、調査当時のフロア構成は、地下2階が食料品、地下1階が若年層向
けファッション、1階がグローバル展開を行うコスメ・ジュエリーの有名
ブランド、2階が女性向けを中心としたラグジュアリーアパレルや雑貨、
3階がメンズファッション、アウトドア、インテリア、スポーツ用品、子
供服・用品となっていた。これは日本における中型規模の百貨店ときわめ
て類似したカテゴリー構成である。
　さらに、2025年9月現在の公式ホームページに掲載されたフロアガイド
を参照しても、地下2階「Food Maison/Bakery/Sweets & Gifts」、地下1階

「Ladies’ Wear/Handbags & Shoes/Cosmetics/Jewelries & Accessories/
Customer Service」、1 階「Cosmetics/Fragrance/Fashion Jewelry/ 
International Brands/Polo Ralph Lauren」、2階「International Collection/ 
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Lingerie Salon/Branded Eyewear/Sundries/TWG Tea Salon/Enoteca 
Lounge/Hair Salon」、3 階「Men Business/Young Fashion/Household & 
Specialty/Travel & Outdoor/Fashion Watches & Accessories/Sports & 
Golf/Baby & Children/Event Hall」と記載されており、調査時点との大き 
な差異は見られない。すなわち、同店のカテゴリー構成は長期的に維持さ
れる戦略的方針であると推察される。
　このようなフロアフォーマットは、日本における髙島屋中型店の標準 
的な店舗モデルを海外に移転したものと推察される。すなわち、Ho Chi 
Minh Takashimaya Department Store は、日本型のカテゴリー構成をほ
ぼそのまま現地に導入することで、店舗運営の基本骨格を世界標準化する
施策を採用した事例であると位置づけることができる。

4.1.2　Price：ブランドの正規品という安心感に基づく高価格
　百貨店のプライスに関する分析においては、個別テナントの価格設定に
注目するのではなく、フロアやゾーン単位での価格帯構成を対象とする方
が妥当である。なぜなら、百貨店における消費者の購買体験は、個別ブラ
ンドの価格水準というよりも、フロア全体としての価格レンジや空間的
ゾーニングによって規定されるからである。
　この観点から見ると、Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeの
1階から3階にかけては、日本の百貨店と同様に、高級コスメ、ラグジュ
アリーブランド、中～高級アパレルや雑貨が集積している。これらの価格
帯はベトナムの平均年収と比較すれば明らかに高価格帯に位置づけられ、
主たるターゲットは都市部に居住する富裕層であると推察される。
　JETRO（2024）は、同店における化粧品の人気の要因として「ラグジュ 
アリーブランドのコスメを正規品として安心して購入できる点」を指摘し
ている。この知見と照らし合わせると、同店の戦略は単に高価格帯商品を
販売することにとどまらず、「高額であるが信頼できる正規品を確実に購
入できる」という日本の百貨店に固有の価値付けを現地に移転したものと
解釈することができる。
　したがって、ベトナム市場における高価格帯戦略は、所得階層に対して
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選択的にアプローチする富裕層マーケティングであると同時に、品質保証
とブランド信頼性を強調することで価格を正当化する、日本型百貨店の標
準化されたビジネスモデルの移植であり、世界標準化として位置づけるこ
とができよう。

4.1.3　Promotion：プロモーション機能としてのデパ地下
　プロモーションの視点は多岐にわたるが、個別ショップにおける売場内
の販売促進活動は各テナント企業の自主的な取り組みに委ねられていると
考えられる。そこで本研究では、百貨店全体としてのプロモーション機能
に焦点を当てる。日本の百貨店は館全体を対象とした多様な販売促進策を
展開してきたが、2000年代以降、最も効果的に機能したプロモーション
要素は「デパ地下」であると考えられる。そのため、本研究ではプロモー
ション機能の分析において「デパ地下」を中心に検討する。
　現地調査においては、地下2階の食料品フロアが他フロアと比較して最
も高い集客力を発揮していたことが確認された。さらに、同フロアの販売
員への聞き取り調査によれば、顧客の購買目的は観光客の土産需要に加え
て、現地ベトナム人による贈答需要も一定割合を占めているとのことで
あった。したがって、当該フロアは観光客と現地消費者の双方を惹きつ 
け、百貨店全体の集客を支える基盤的役割を果たしていると解釈できる。
　この状況は、日本の百貨店において2000年代以降「デパ地下」と呼ば
れる食料品売場が最大のプロモーション機能を担うようになった展開と明
確に類似している。日本では、衣料品売上の長期的低迷を背景に、食料品
部門が「非価格競争力」の源泉として強化され、惣菜や菓子類、ギフト商
品の拡充によって集客力を高めてきた。この「デパ地下モデル」は、国内
市場の環境変化に適応する中で制度化され、今日では日本型百貨店を特徴
づける戦略的フォーマットの一つとして認識されている。
　Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeの地下2階フロアにおけ
る顧客吸引効果は、まさにこの「デパ地下プロモーションモデル」を国際
市場に移転した結果であると考えられ、プロモーションの次元における世
界標準化施策として捉えることができる。
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4.1.4　Place：立地の強みによる富裕層の集客
　小売業におけるプレイスは一般に立地を指すと解釈される。本研究でも
この視点に基づき、Ho Chi Minh Takashimaya Department Store の立地
戦略を分析する。
　調査時の入店前観察においては、店舗前の大通りにおける交通量の多さ
が顕著であり、観光客に加えてビジネスパーソンの姿が目立った。この所
見は、JETRO（2024）が指摘する「ホーチミン市1区の中心地に立地し
ている」、「サイゴンセンターに有力な日系および外資系企業が入居してい
る」といった立地上の強みを裏づける補完的証拠と捉えることができる。
　このような立地戦略は、日本国内の「日本橋高島屋S.C.」に見られる事
例と類似している。同施設は、東京駅・大手町といった都心のビジネスエ
リアに加え、豊洲・湾岸エリアに集積するタワーマンション住民を顧客基
盤として取り込み、立地の優位性を最大限に活用した集客を実現してい 
る。また、シンガポールにおける「Takashimaya S.C.」も、同国有数の繁
華街であるオーチャード通りに立地することで、高級ショッピングセン
ターの象徴的存在となり、観光客のみならず地元の高所得層からも高い支
持を獲得している。
　これらの比較から、Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeの立
地選定は、日本やシンガポールにおける「立地の強みに基づく集客モデ 
ル」を海外市場に移転したものと解釈できる。つまり、同店は国際小売戦
略において「立地戦略の世界標準化」を実践した事例であり、日本型百貨
店モデルを海外に適用した典型例として位置づけることができよう。

4.2　現地適応化の視点
4.2.1　Product：若年層向けアパレルショップの集積の面積割合の高さ
　プロダクトに関する分析においては、世界標準化と同様にテナントミッ
クスに着目することが重要である。その中で現地適応化の視点から特筆す
べき点は、地下1階フロア全体をベトナムの若年層向けアパレルショップ
に充てている点である。日本の百貨店においても若年層を意識したアパレ
ルブランドの導入は行われているが、多くの場合はフロアの一部に限定さ
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れ、大型店で繁華街立地の場合を除けば、フロア全面を若年層に特化させ
る事例は稀である。
　一方、Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeでは、地下1階フ
ロアをほぼ全面的に若年層向けブランドに割き、現地で人気を集めるアパ
レルショップを積極的に展開していた。これは、池澤（2025）が指摘する
ように、ローカルブランドを中核としたMD戦略と符合している。実際に
現地販売員の証言によれば、これらのショップの多くはベトナム国内の若
者から支持を集めるブランドであるとのことである。
　このマーケティング、MD戦略の背景には、ベトナムの人口構造の特性
によると推察される。ベトナムの平均年齢は約31歳と報告されており（日
経ビジネス, 2025）、日本と比べて若年層の割合が高い。この人口構造は、
購買意欲が旺盛で流行に敏感な若年層を取り込むことが市場浸透戦略にお
いて有効であることを示唆している。したがって、同フロアの編成は、将
来的な顧客基盤の確保を目的とした現地適応化施策と解釈できる。
　以上により、地下1階フロアの若年層向けアパレル展開は、日本の百貨
店における標準的なフロア構成とは一線を画す取り組みであり、ベトナム
市場の人口構造と消費購買行動に応答した現地適応化の取り組みとして位
置づけることができる。

4.2.2　Price：若年層アパレルフロア、食料品売り場の価格帯の工夫
　1階～3階においては、すでに述べたとおり「高価格帯で正規品を安心
して購入できる」という日本型百貨店のモデルが移転されており、世界標
準化の視点から位置づけられる。一方で、地下1階の若年層向けアパレル
ショップのフロア、および地下2階の食料品売場は、この富裕層向けの高
価格帯とは一線を画す取り組み、すなわち、現地適応化の取り組みといえ
よう。
　若年層向けアパレルについては、現地消費者から見れば必ずしも低価格
帯ではなく一定の高価格帯に属するが、1階～3階に展開されるラグジュ
アリーブランドと比べれば、手の届かない水準ではないといえる。また、
地下2階の食料品売場についても、基本的にはギフト需要に対応した高価
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格帯商品が中心であるものの、観光土産用に比較的手に取りやすい価格の
商品も揃えられていた。
　日本の百貨店においても、若年層向けに比較的リーズナブルなアパレル
ブランドを導入したり、食料品売場でギフト需要のみならず自宅向けに小
分け・単品販売を展開したりする事例は存在する。上記を踏まえると、地
下1階や地下2階の施策だけで現地適応化ができていると判断するのは必
ずしも妥当とはいえないであろう。
　一方で、5フロア中2フロアという大きな面積比率で、富裕層のみなら
ず若年層や中間層を意識した価格帯を導入している点は注目すべきであ
る。すなわち、Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeは、高価格
帯の現地標準化モデルを堅持しつつも、若年層や中間層の消費購買行動に
対応した商品価格帯の設定を通じて、現地市場への適応化を図っていると
解釈できる。したがって、この取り組みは世界標準化と現地適応化が併存
するハイブリッド型のMD戦略の一端として捉えることができる。

4.2.3　Promotion：
イートインコーナーを通じた現地消費者への購買体験価値訴求

　世界標準化の議論と同様に、プロモーション機能として「デパ地下」 
に着目すると、Ho Chi Minh Takashimaya Department Store ではイート
インコーナーのフロアに占める割合が高いことが確認された。これは、
JETRO（2024）が現地消費者の「家族や友人と外食を楽しむ傾向」に注
目し、同店が食料品売場においてイートインコーナーのフロアに占める割
合を大きくしていると指摘した点、さらに池澤（2025）が「外食文化に適
応する形でイートイン化を進めている」と明示した点とも一致している。
また、現地調査においても、エスカレーターを降りてすぐに目に入る位置
にイートインコーナーが配置されており、利用者が容易に場所を把握でき
るよう工夫されていたことが確認された。
　日本の百貨店におけるデパ地下では、イートインコーナーの面積は限定
的であり、その配置も必ずしも目立つ場所にあるとは限らない。これに対
し、Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeでは、イートインコー
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ナーの面積を拡大し、かつ視認性の高い場所に設置することで、現地消費
者の外食志向に応答し、購買体験価値、コミュニティ価値の訴求に寄与し
ていると解釈できる。
　この取り組みは、テナントミックスという観点からは、プロダクトの切
り口にも関連するが、イートインコーナーを顧客動線上で強調し、顧客の
購買体験を通じた集客・滞留時間の拡大を狙っている点からすれば、プロ
モーションの要素が大きいと評価することができる。本事例は、日本型デ
パ地下のプロモーションモデルを基盤としつつ、現地消費者のライフスタ
イルに合わせて、売り場を修正した現地適応的な施策として位置づけるこ
とができよう。

4.2.4　Place：地下フロアと地上フロアのターゲティングの戦略的分断
　マーケティング・ミックスにおける「Place」は小売業では一般に立地
を意味し、ターゲティングとの関係は極めて密接である。すなわち、ター
ゲット顧客に適合した立地を選択する視点と、立地特性に即してターゲ
ティングを調整する視点の両面から検討することが不可欠である。
　現地調査において、日本の百貨店との最大の相違点として観察されたの
は、地下フロア（地下2階の食料品、地下1階の若年層向けアパレル）と
地上フロア（1階の高級コスメ・ジュエリー、2階のラグジュアリーアパ
レル・雑貨）との雰囲気の明確な差異であった。地下1階、地下2階は現
地消費者が気軽に立ち寄りやすい空間であり、実際に2日間の調査でも多
くの来店客が見うけられた。一方、1階、2階は明らかに富裕層を対象と
した高級志向の空間であり、一般消費者が容易には足を踏み入れにくい印
象を与え、観察された顧客数も限定的であった。
　日本の髙島屋においてもフロアごとにターゲティングの差は存在する
が、一般には「デパ地下で集客し、上層階へと回遊させる」といういわゆ
る噴水効果モデルが想定され、フロア間の顧客層の違いはそれほど顕著で
はない。一方、Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeでは、地下
と地上で明確にターゲット顧客を分断している点が特徴的である。
　JETRO（2024）によれば、同店舗は富裕層の取り込みに成功している
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とされ、1階、2階は富裕層向けのステータス消費を志向する空間として
機能している。一方、地下1階、地下2階は現地若年層や一般消費者に親
しみやすい空間として位置づけられている。ベトナムの1人当たりGDP
は4,000ドルを超え（JETRO, 2024）、平均年齢は約31歳と若く、今後も所
得上昇が見込まれる環境下にある。したがって、若年層を対象に「憧れの
店舗」として認知を浸透させ、彼らがライフステージの上昇を経て高級ブ
ランド購買層に成長する将来を見据えた長期的MD戦略を行っていると解
釈できる。
　立地の観点からみても、サイゴンセンターはセドナスイーツや高級ホテ
ルを併設する富裕層志向の立地である一方、ホーチミン市1区中心部とい
う特性は、若年層や一般消費者にとってもアクセスが容易な立地である。
つまり、同一館内に複数の立地的特性を取り込む出店形態を採用している
点が特徴的である。日本の事例においても、柏高島屋本館と柏髙島屋ス 
テーションモールのように、館を分けて異なるターゲット層に対応する戦
略は見られるが、同一館内で立地的特性を多層的に反映させている点は
Ho Chi Minh Takashimaya Department Store 特有の現地適応的戦略とい
える。
　以上より、本事例は「立地戦略の世界標準化」と「現地市場への適応化」
が交錯するハイブリッドな取り組みとして位置づけられる。特に、Place 
の次元において、同一館内で富裕層と若年層双方に対応するという戦略は、
ベトナムの人口構成と経済成長を踏まえた現地適応化の視点に基づく取り
組みであると考えられる。

5　考察

5.1　調査結果にもとづく議論
　既存研究では、イオンがベトナム市場に進出するにあたりグローカル戦
略を採用し、市場浸透に成功したことが明示されてきた。また、髙島屋に
おいても、部分的な現地適応化の取り組みが指摘されている。本研究はこ
れらを踏まえ、Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeの現地調査
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を通じて、世界標準化と現地適応化の双方の視点から4Pを切り口にマー
ケティング、MD戦略を整理した。
　分析の結果は表1に示した通りである。世界標準化の側面としては、①
総合百貨店としての商品構成、②正規品保証に基づく高価格戦略、③プロ
モーション機能としてのデパ地下、④立地の強みによる富裕層集客が確認
された。これらは総合すると、日本の百貨店が国内で展開してきた「繁華
街立地の総合百貨店としての高価格帯商品構成」と「デパ地下をマグネッ
トとした集客モデル」が、海外市場に移転された事例と位置づけられる。
　一方、現地適応化の側面としては、①若年層向けアパレルショップのフ
ロア全面展開、②食料品売場における価格帯の工夫、③イートインコー 
ナーにおける外食文化への体験価値訴求、④地下フロアと地上フロアにお
ける明確なターゲティング分断が確認された。これらはベトナム市場の文
化的背景、人口構造、経済成長に基づいたローカライズ戦略として解釈す
ることができる。
　以上の分析を踏まえ、本研究における学術的貢献の1つ目としては、Ho 
Chi Minh Takashimaya Department Storeの事例を通じ、世界標準化と現 
地適応化をバランスさせたグローカル戦略を推進していることが現地調査
を通じ、実証的に確認することができた点である。本研究により、髙島屋
のグローカル戦略は多岐にわたって展開されていること、その戦略がベト
ナム市場において有効であることを裏づけるとともに、具体的施策を体系
的に整理することが可能となったのである。2つ目としては、これまでイ
オンを中心とした量販型小売の事例研究が蓄積されてきた議論に対し、百
貨店のグローカル戦略という新たな分析視角を導入し、日本小売業のベト
ナム市場進出研究の領域を拡張することができた点である。
　また、本研究の実務的貢献としては、ベトナム市場における百貨店業態
に対して、グローカル戦略が有効であることを改めて現地調査を通じ、確
認し、今後のASEANを中心とした小売業のグローバル展開に伴い、施策
選択に資する具体的知見を本研究を通じ提示することができた点である。



日本小売業のベトナム市場への展開に関する一考察

139

5.2　研究の限界と今後の研究課題、展望
　本研究の限界としては、調査方法が現地での観察調査に基づいており、
髙島屋の経営陣や店舗運営者の戦略的意図、あるいは消費者の消費購買行
動や消費者意識を反映しきれていない点が挙げられる。そのため、得られ
た知見は店舗の外部から観察可能な現象に限定されており、マーケティン
グ、MD戦略形成の背景や消費者の主観的評価については十分に検討でき
ていない。
　今後の研究課題としては、ベトナム髙島屋の関係者に対するインタビュー 
調査を実施し、経営側の戦略意図や課題認識を明らかにすることが求めら
れる。同時に、現地のベトナム人消費者を対象としたアンケート調査や購
買行動分析を行うことで、店舗施策に対する受容度や評価を定量的に把握

表1　Ho Chi Minh Takashimaya Department Storeの標準化と適応化

4P 切り口 標準化 適応化

Product

館全体の商品
構成としてテ
ナントミック
スに着目

日本の髙島屋と類似した
フロアごとの構成で、総
合百貨店としての商品構
成を移転している

地下1階全体と広範囲に
わたって、若年層向けア
パレルショップを集積し
展開している

Price

館全体の価格
として、フロ
アごとの価格
帯に着目

1階～3階は、日本と同様、
ブランドの正規品という
安心感に基づく高価格帯
を移転している

地下1階の若年層向けア
プレルショップフロア、
地下2階の食品売り場に
手が届きやすい価格帯の
割合が高い

Promotion

館全体のプロ
モーション機
能としてのデ
パ地下に着目

地下2階の食料品フロア
が最も高い集客力を発揮
しており、プロモーショ
ン機能としてのデパ地下
を移転している

食料品売り場のイートイ
ンコーナーの割合が高
く、かつ視認しやすい場
所で展開されている

Place 館の立地に着
目

ホーチミン市1区の中心
地、サイゴンセンターに
有力な日系および外資系
企業が入居といった立地
の強みを移転している

富裕層向けの立地と、若
年層が集まりやすいとい
う立地の両面を兼ね備え
た場所に出店している

（出所）著者作成
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することが可能になると考えられる。さらに、2027年秋に開業予定のベ
トナム北部に位置する「ハノイタカシマヤショッピングセンター」を研究
対象に加えることは重要である。ベトナム南部のホーチミンでの店舗展開
と比較することで、ベトナム国内における百貨店業態の進出パターンやグ
ローカル戦略の進化を検証できると考えられる。また、このような比較研
究は、日本国内で停滞傾向にある百貨店業界にとっても、新たな方向性や
海外市場での可能性を示唆するものとなる。
　以上の課題を踏まえ、今後も継続的に研究を発展させることで、ベトナ
ム市場における日本の百貨店の位置づけをより多面的に捉えるとともに、
小売国際化研究におけるグローカル戦略の一般化に資する知見を提供して
いきたいと考えている。

参考文献
石川和男（2024），「小売企業による海外事業展開と知識（ノウハウ）移転─イオンのベ

トナムにおける事例を中心に─」， 『専修大学社会科学研究所』， No.727・728， 17-38.
池澤威郎（2025），「ベトナムにおける日系百貨店とショッピングセンターのビジネスシ

ステム─ホーチミン髙島屋，サイゴンセンターへの進出事例─」，『阪南論集』，社
会科学編，73-90.

大槻祐依（2025），「ベトナムのZ世代は就業後も自己投資 キャリア形成への高い意欲」，
『日経ビジネス』

孫飛舟（2019），「小売業の国際移転における「ブーメラン効果」に関する一考察─イオ
ンベトナムの事例を中心に─」，『大阪商業大学商経学会』，99-112.

鳥羽達郎（2014），「小売企業の国際展開とグローカル戦略に関する一考察─ウォルマー
トの国際展開にかかわる先行研究を素材として─」，『流通』，No.35，53-70.

鳥羽達郎（2021），「ベトナム小売市場における日系小売企業の挑戦─イオンベトナムの
事例研究─」，『実践経営学会論文』，No.58，133-141.

中村久仁（2003），「グローバル小売企業の理論構築」，『経営論集』，No.60，47-63.
JETRO（2023），「2022年度｜ジェトロ海外ビジネス調査　日本企業の海外事業展開に

関するアンケート調査─海外事業の意欲は後退。リスク耐性強化へ、模索続く─」
JETRO（2024），「ホーチミン高島屋、トレンドに適応しつつ、独自性発揮（ベトナム）」，

『地域・分析レポート』



141

研究論文

オンラインツールを活用した
都市圏の大学と地方企業の連携の可能性

─都内の大学と三重県の企業によるPBL
（Project Based Learning）に基づく考察─

山 岡 義 卓

要　　旨
　都内の大学が三重県の企業（以下、三重企業）と連携したプロジェクト
型授業（PBL：Project Based Learning）（以下、本授業）において、学生
へのアンケート調査と企業へのインタビュー調査に基づき、その意義や可
能性を考察した。学生の学習効果は三重企業とのプロジェクトでも大学近
隣企業とのプロジェクトでも明確な差は見られず、三重企業とのプロジェ
クトでは地方や地方企業への関心が喚起された。企業は採用目的ではなく
大学生との接点を求めて本授業に参加し、人材育成に関する何らかの成果
を実感していた。参加にあたり各社とも遠隔でも可能なテーマ設定、オン
ラインツールの活用、対面でのコミュニケーション機会の設定等の工夫を
していた。授業運営では連携企業の選定や調整等に際して現地のコーディ
ネータの協力を得ることが重要であった。
　以上より、都市圏の大学と地方企業との連携によるPBLは、実施に際
していくつかの工夫が必要ではあるものの、学生と企業の双方に意義が見
出されており、学生への多様な学習機会の提供や企業の人材育成力向上、
さらには地方における関係人口創出等、さまざまな可能性を有することが
示唆された。

キーワード：地域連携、大学、中小企業、PBL（Project Based Learning）
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1　はじめに

　大学ではキャリア教育等の観点から企業等1との連携による体験型の学
習科目が広く行われている。企業等にとっても大学や学生との連携は採用
活動の一環、連携成果の活用、人材育成力の向上等、状況に応じてさまざ
まな意義を見いだすことができる。しかし、大学の多くは都市圏に集積し
ており 2、近くに大学がない、あるいは少ない地域の企業等は連携の機会
は限定されている。距離を隔てた大学との連携も行われてはいるが、移動
や滞在、コミュニケーション等の問題があることや、そもそも双方の接点
が少ないこと等から同じ地域内の大学と企業等の連携に比べると自ずとそ
のハードルは高い3。
　一方、2020年以降コロナ禍により社会全体において距離を隔てて非対
面で行う活動（在宅勤務、オンライン授業等）が広がり、遠隔会議システ
ムをはじめとしたオンラインツールの活用が急速に普及したことにより、
大学の体験型学習の実施形態も大きく変化した4。その結果、遠隔地との
連携可能性がこれまで以上に拓かれた。すなわち、オンラインツールの活
用により、行き来の回数や対面のコミュニケーションを減らすことができ、

1	 大学が授業等で連携する相手は、インターンシップでは株式会社等の営利企業である
場合が多いが、NPOを始めとした非営利組織や行政機関、あるいは商店街や地縁組
織等との連携も多数あることから、それらを含めここでは企業等と記載する。

2	 国土交通省によれば、2015年における三大都市圏（東京圏、名古屋圏、大阪圏）の
大学シェアは約54%である。平成29年12月20日開催「国土審議会計画推進部会　稼
げる国土専門委員会」配布資料より。

	 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kokudo03_sg_000098.html　2025 年 3 月 4 日
最終アクセス

3	 都市圏の学生が地方で実施する活動としてインターンシップが広く行われている。た
だし、それらの多くは大学主体ではなく、現地のコーディネート機関がプログラムを
運営している。そのほか、大学のゼミが地方で合宿やフィールドワーク等を行う活動
も多数ある。前者の例としては秋田県美郷町の企業が協議会を結成してインターン
シップ生を受け入れている事例（梅崎ら2023）、後者は近畿圏の大学のゼミが熊本県
水俣市と実施したプロジェクト（朴・仲西2024）の事例等がある。
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連携における時間的および金銭的、あるいは物理的な制約をある程度は回
避できる可能性がある。
　距離を隔てた大学と企業等との連携は、都市圏の大学と地方の企業等、
地方大学と地方の企業等、あるいは、異なる都市圏の大学と企業等（例え
ば首都圏の大学と関西圏の企業）等、いくつかのパターンが考えられるが、 
大学の集積が都市圏に偏っていることを考慮すると、都市圏の大学と地方
企業等が連携することのインパクトがことさら大きい。都市圏の大学と地
方企業等との連携や協働は、地方の側から見れば関係人口の創出等地方創
生の観点から意義があるし、大学側から見れば、地域系の学部・学科等を
有する大学では重要かつ必須の学習機会だろうし、そうでない大学におい
ても都市圏ではできない多様な学習の機会のひとつとして活用できる可能
性があることから、数多くの実践が積み重ねられている5。実施形態は多
様であり、授業や実習を通じた連携もあれば、長期休業期間中に現地に滞
在して行う中長期のインターンシップやゼミ活動として実施するプロジェ
クト等もある。また、近年では総務省が2024年より地方創生の観点から
三大都市圏以外の地域と大学等とが連携して取り組む地域課題解決プロ
ジェクトを推進しており、そこでは地域内の大学と企業等との連携だけで
なく、都市圏の大学と地方企業等の連携も期待されている6。
　このように都市圏の大学と地方企業等の連携にさまざまな意義や可能性
が期待され、コロナ禍でその実践のハードルが下がったとすれば、それが

4	 対面のインターンシップをオンラインに切り替えて実施した事例（伊藤ら2021）や
学外の団体が主催する非対面のインターンシップに大学として参加した事例（小原
2021）、地域連携PBLをリモートベースに切り替えて実施した事例（鈴木ら2021）等、 
コロナ禍によりこれまでの対面を基本とした大学の体験型学習にオンラインを導入し
て実施した報告が複数ある。筆者においても企業連携のPBLをコロナ禍にオンライ
ンを活用して実施している（山岡2021）。

5	 たとえば、文部科学省が取りまとめた「大学による地方創生の取組事例集」では大学
が所在する自治体との連携（たとえば福島大学と福島県等）が多数を占める中、立教
大学や大正大学といった都市圏の大学と地方自治体との連携事例も紹介されている

（文部科学省2021）。
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どのような方法で行われ、プロセスや成果は従来の連携とどう違うのか、
また、そうした違いを踏まえて連携活動を設計あるいは運営する際にどの
ようなことに留意すべきか等を確認することは、今後、都市圏の大学と地
方企業等の連携を推進していく際に有用と考える。
　そこで、本研究では都内の大学がこれまで都内および隣県に所在する企
業等（以下、近隣企業）との連携により実施してきたプロジェクト型授業

（PBL：Project Based Learning）7 において、コロナ禍を契機に三重県にあ
る企業（以下、三重企業）とも連携した事例を取り上げ、プロジェクトの
実施方法や学生への影響、企業の関わり方、連携コーディネートの手法を
確認し、都内、すなわち都市圏の大学と地方企業（三重企業）8 との連携に
よるPBLの意義や可能性を考察する。とりわけ学生においては近隣企業
との連携との違いを考慮し、地方への関心喚起や理解促進の可能性に着目
する。合わせて、このようなPBLを実施する際に留意すべき点について
も考察する。

6	 総務省自治行政局地域政策課「ふるさとミライカレッジについて」より。同資料では
具体的事例として新潟県南魚沼市と明治大学、専修大学、大正大学の連携等の取り組
みが紹介されている。

	 https://www.soumu.go.jp/main_content/000990609.pdf　2024年3月3日最終アクセス
7	 PBLはプロジェクトを通じた学習の総称である。本授業では企業等との連携による

プロジェクトを実施することから、PBLを「企業から提供されたテーマについて、学 
生がチームを組み、主体的に問題解決に取り組む学習」と説明している。PBLは近 
年、キャリア教育等として大学教育に広く取り入れられており、文部科学省によれば
42.3%（758校中321校）の大学で「大学と企業等とで連携して実施する、企業の課題
解決や製品開発等を題材とした授業科目の開設（PBLの実施）」が行われている（文
部科学省2023）。ただしその実施形態や内容は多様である（山口2017）。

8	 国土交通省によれば「地方」とは、三大都市圏（東京圏、名古屋圏、大阪圏）以外を
指す。三重県も愛知県に近い一部の地域は名古屋圏に含まれるが、今回連携した三重
企業3社の所在地（伊勢市、松阪市）はいずれも名古屋圏には含まれず、従って、こ
れらの企業は地方企業と言うことができる。

	 国土交通省「用途・圏域等の用語の定義」
	 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/H30kouji05.html　2025年3月5日最終アクセス
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2　研究方法

　都内に所在する私立総合大学A大学の文系学部B学部において筆者が担
当教員として実施する企業等との連携によるプロジェクト型授業（以下、
本授業）を対象とする。本授業はそれまで近隣企業9と連携して授業を行っ
てきたが、2022年度より三重企業 10 とも連携している。本授業では2021
年度以前は近隣企業のみと連携して授業を実施しており、また、現在は三
重企業と近隣企業の双方と連携していることから、両者の連携の違いを比
較することができる。

2.1　授業概要および三重企業との連携の経緯、プロジェクトの概要
　本授業における企業等との連携やプロジェクトの運営方法と合わせて、
これまで近隣企業と連携していた授業に三重企業が参加することになった
経緯、およびプロジェクトの内容や成果等を確認する。

2.2　学生へのアンケート調査
　本授業の学生への影響を調査するために、2022年度から2024年度の履
修学生にアンケート調査を実施した。アンケート調査の結果は、三重企業
と連携した学生と、近隣企業と連携した学生に分けて比較した。さらに、
2023年度と2024年度は、三重企業と連携した学生に対して地方への関心
や三重企業と連携した感想等についてアンケート調査を実施した。
　学生にはいずれのアンケート調査も回答内容は成績に影響しないことを
伝えたうえで、各年度の最終回の授業時にGoogleフォームを用いて実施
した。

9	 本授業の連携企業等の法人格はほとんどが株式会社であるが、近隣企業の中に商店街
（商業協同組合）を含む。また、いずれも中小企業である。

10	本授業で連携している三重企業の法人格はいずれも株式会社である。
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2.3　企業へのインタビュー調査
　これまで本授業で連携した三重企業3社（C社、D社、E社）に対して
インタビュー調査を実施した。各社の所在地や事業概要等は次のとおりで
ある。

　インタビューでは、各社の経営者および本授業の担当者に対して、本授
業への参加目的、プロジェクトの運営、成果や意義等について確認した。
調査時期は、C社は2022年度の授業終了後の2023年3月、D社とE社には
2023年度の授業終了後の2024年3月と2024年度の授業終了後の2025年3
月であり、いずれも対面にて30分から1時間の調査を実施した。

2.4　コーディネータへのインタビュー調査
　本授業では、三重企業との連携にあたり、三重県四日市市に所在し大学
生のキャリア教育支援等を行っているF社がコーディネート、すなわち連
携企業の選定からプロジェクト期間中のサポートおよび終了後のフォロー
アップ等を担っていることから、コーディネートの狙いや役割等を確認す
べくF社のコーディネータにインタビュー調査を実施した。インタビュー
では、コーディネートの目的、期待、連携に至る経緯、コーディネート内
容等を確認した。調査時期は2022年度の授業終了後の2023年3月、イン
タビューは遠隔会議ツールを用いて約1時間実施した。

表1　本授業で連携した三重企業の事業概要等

連携年度 所在地 事業概要

C社 2022・2023 伊勢市 伊勢神宮 内宮前おかげ横丁（約50の商業施設
と文化的な催事運営）の運営管理

D社 2023・2024 松阪市 包装資材（食品パッケージ、梱包資材）商社等

E社 2023・2024 松阪市 建築資材卸売業
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3　授業概要および三重企業との連携の経緯、プロジェクトの概要

3.1　授業概要
　本授業は学生4～6人がチームを組んで、企業等から提示される課題に
取り組む形で行っている。チームの人数や連携企業等の数は年度ごとに異
なる。過去4年間の履修学生数と企業等数、1チームの人数は表2のとお
りである。

　チームは学生の希望に基づいて教員および企業等の担当者で決定する。
人数に偏りが出ないようにチーム分けを行うため、必ずしも全員が希望し
た企業等のプロジェクトに参加できるわけではないが、例年ほぼ希望に
沿ったチーム分けができている。プロジェクトは学生のみで実施するので
はなく、企業等の担当者の助言や指導を受けながら進められる。本授業の
スケジュールは図1のとおりで、プロジェクトの期間は夏期休業期間を含
み約7か月にわたる。

11	2023年度は9社のうち2社が合同で1チームと連携した。そのため企業等数は9社で
あるがチーム数およびプロジェクト数は8であった。

表2　本授業の過去4年間の履修学生数等

履修学生数 企業等数 1チームの
人数うち三重企業

2024年度 32人 8社 2社 4人

2023年度 36人 9社11 3社 4または5人

2022年度 36人 7社 1社 5または6人

2021年度 34人 7社 0社 4または5人
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3.2　三重企業との連携の経緯と方法
　本授業は2007年の開始当初から2021年までは近隣企業のみと連携して
きた。2022年度からは近隣企業に加え三重企業とも連携している。三重
企業と連携するようになったのは、コロナ禍が関係しており、その経緯は
次のとおりである。
　本授業は教室内でのグループワークと企業等における実習を組み合わせ
てプロジェクトを実施してきたが、2020年のコロナ禍以降は対面での活動 
に制約が生じたため、企業等との打ち合わせに遠隔会議ツールを活用し、
企業等での実習は十分な感染対策を講じて必要な場合のみ実施する形で進
めることとなった。その結果、活動の制約はあったものの学生へのアン 
ケート調査に基づく学習効果は2019年度以前と大差なく、企業側も難し
さや負担はあったもののプラス要素（オンラインの活用によりコミュニ
ケーションの機会が増えたこと等）もありコロナ禍ゆえに一律に期待する
成果が得られないという現象は見られなかった。（山岡2021）
　このようなコロナ禍での授業運営の工夫と結果から、近隣企業に限らず
遠隔地の企業等との連携可能性が考えられるようになった。他方、三重県
内で大学生のインターンシップ等、大学生と企業等との連携コーディネー
トを行っているF社では県内企業の人材育成支援の一環として大学との連

図1　本授業の年間スケジュール
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携によるPBLの可能性を探っていた。そこで、2021年よりF社と本授業
担当教員（筆者）とで本授業における三重企業との連携可能性を検討し、
2022年度にC社が連携企業として加わることとなった。連携が決定するま 
での過程においてC社にはF社を通じて授業趣旨や過去のプロジェクト事
例、企業等の役割等を説明し、理解を得るとともに、担当教員とも遠隔会
議ツールにて面談し、プロジェクトの進め方やテーマ設定等について相談
する機会を設けた。その後、2023年度にはC社に加えてD社とE社、2024
年度はD社とE社の2社が本授業の連携企業として参加した。

3.3　プロジェクトの概要
　ここでは三重企業が実施したプロジェクトについて説明する。各社が実
施したプロジェクトのテーマ、目的、成果は表3のとおりである。

12	それぞれ直近のプロジェクト、すなわちC社は2023年度、D社とE社は2024年度実
施分を記載した。

表3　本授業における三重企業のプロジェクト概要12

C社 D社 E社

テ
ー
マ

首都圏大学生に向けた
「おかげ横丁への旅」
のPR

「海外」×「マーケティ
ング」 ～ Our idea 海
を渡れ ～

ペレットストーブで脱
炭素－木質バイオマス
エネルギー（カーボン
ニュートラル）の普及

目
的

SNSを通じて、大学生
の目線で伊勢・おかげ
横丁の魅力をPRする
こと。

海外で販売するための
商品開発と、マーケティ
ング戦略に基づく販売
活動。

SNSや動画を活用した
ペレットストーブに関
する情報発信や展示会
への出展等。

成
果

複数の SNS を運営し
フォロワー増に貢献。
外国人観光客をター
ゲットとした SNS を
新規に立ち上げた。

タイで販売する商品と
してネイルシールを開
発し、現地のマルシェ
および国内で販売し
た。

SNSを活用したキャン
ペーンの実施、HPの
リニューアル、環境を
テーマとした展示会で
の企画等を実施した。
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　プロジェクトの運営は、各社ともほぼ同様で次のとおりである。
　5月に担当者が来校し、対面で学生に、テーマや目的等について説明す
るとともに進め方を確認した。前期は、学生同士は授業時間内に意見交換
をしつつ、企業とはグループウェア等による情報交換と遠隔会議ツールを
活用した打ち合わせを行いながらプロジェクトを進めた。前期最後の授業
日（中間発表会）には担当者が来校し、対面で今後の進め方等を確認した。
夏休みには学生が現地訪問し、担当者と打ち合わせをした。後期も前期同
様、グループウェア等と遠隔会議ツールの活用によりコミュニケーション
をとりながらプロジェクトを進め、12月の成果報告会をもってプロジェ
クトを終了した。なお、F社のコーディネータは中間発表や成果発表等の
節目に来校し、本プロジェクトの状況を把握し、終了後には企業に対して
フォローアップの面談を行った。

4　結果

4.1　学生へのアンケート調査
4.1.1　学生へのアンケート調査－三重企業と近隣企業の比較
　2024年度の本授業履修学生全員に対して実施したアンケート調査の結果 
を三重企業と連携した学生（8人）と近隣企業と連携した学生（24人）に
分けてその結果を比較した。その結果、授業の満足度（図2）、履修後の感 
想（図3）、チームの一員としての自覚、社会人基礎力の自己評価および本 
授業の影響（図4）とも明確な違いは見られなかった。なお、2023年度お

三重企業  n=8、 近隣企業  n=24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

三重企業

近隣企業

満足

どちらかと
言えば満足

どちらとも
言えない

どちらかと
言えば不満

不満

図2　本授業の満足度
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三重企業  n=8、 近隣企業  n=24
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今までやったことのない
経験をすることができた
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理解が深まった
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就職活動に役立つ
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図3　履修後の感想

図4　本授業履修による社会人基礎力の能力要素への影響（自己評価）
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よび2022年度も同様の比較をしたが同じく明確な違いは見られなかった。

4.1.2　三重企業と連携した学生へのアンケート調査
　2023年度および2024年度に三重企業と連携した学生（2023年度10人、
2024年度8人）に対して実施した地方への関心等に関するアンケート調査
の結果は表4のとおりであった。

表4　地方への関心等に関するアンケート調査

項目 アンケート結果

ａ 

出
身
地

三重企業と連携した学生の出身地は、2023年度は東京・神奈川各2人、
千葉・埼玉・静岡・奈良・兵庫・福岡各1人、2024年度は東京・神奈
川各2人、埼玉・茨城・福島・韓国各1人であり、多くが都市圏出身
の学生であった。

ｂ 

三
重
企
業
を

　

 

選
ん
だ
理
由

連携先として三重企業を選んだ理由は両年度とも「プロジェクトの
テーマへの関心があったから」が最も多く、「地方企業に関心があっ
たから」は、2023年度は10人中2人、2024年度は8人中0人、「地方
企業のほうが首都圏企業より学べることが多いと思ったから」は、
2023年度は10人中1人、2024年は8人中0人と三重企業であることを
理由に選んだ学生は少なかった。

ｃ 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

　

 
実
施
し
た
感
想

三重企業とのプロジェクトを実施したことについて、2023年度は「遠
方なのでコミュニケーションに難しさを感じた」と回答した学生が
10人中4人いたが、2024年度はゼロであり、「三重について知らない
ことが多くたいへんだった」との回答も2023年度は10人中6人いた
が2024年度は8人中1人であった。両年度とも半数以上（2023年度10
人中6人、2024年度8人中7人）が三重を含む地方への関心を高めら
れたと回答しており、「地方企業の実情を知ることができた」と回答
した学生は、2023年度は10人中4人、2024年度は8人中5人であった。

ｄ 

地
方
企
業
へ
の
認
識

地方企業への認識は、両年度とも半数以上が「地方企業には地方なら
ではの魅力がある」（2023年度10人中8人、2024年度8人中7人）、「地
方企業には首都圏とは異なる性質や特徴がある」（2023年度10人中7人、
2024年度8人中5人）と感じている。さらに2024年度は半数以上（8
人中5人）が「将来、地方企業で働くことを考えてもよい」と感じて
いる。「地方企業には首都圏企業よりも多くの困難がある」と感じて
いる学生は他の回答に比べて少ない（2023年度10人中3人、2024年
度8人中1人）。
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　三重企業とのプロジェクトに参加したことによる地方企業の認識やイ
メージの変化に関する自由記述の中から具体的な変化に関する記述を抜粋
する（下線は筆者）。

　プロジェクト実施前は地方企業について首都圏よりも大変なことが多い
と思っていたが、プロジェクトを実施したことによりそのようなイメージ
はなくなり、むしろ地方だからこそできるマーケティング方法などが沢山
あるのだなと感じるようになった。
　地方企業のイメージが少し変わりました。小さい会社であるため、でき
ることが制限されてしまうのではないかというマイナスなイメージがあり
ましたが、そのようなことは決してなく、地方であるかどうかは関係ない
と思いました。
　実際訪問し、実際の仕事内容を教えてもらう中で、E社はとても地元に
根付いた企業であるなと感じました。そこから、地元の企業と密接な関係
のある職場で働くことは楽しそうだなと思うようになりました。
　地方は都市部と比べて人と人との心理的な距離感が近いというイメージ
を持っているが、それが企業自体にも当てはまると感じた。地方企業では
地域に愛着を持っている方も多く、人の繋がりを大切にし、寄り添ってく
れるイメージを持つようになった。

4.2　三重企業へのインタビュー調査
　三重企業（C社、D社、E社）へのインタビュー調査の結果（要約）は
次のとおりであった。なお、D社とE社は2024年と2025年の2回にわたっ
て実施した調査結果を合わせて記載した。

4.2.1　C社へのインタビュー結果
　C社へのインタビュー結果は表5のとおりであった。
　参加目的は主に社員の成長の機会となることである。開始前は、遠方ゆ
え意思疎通や進捗管理に懸念を感じており、そのためテーマも遠方である
ことを考慮して設定している。プロジェクトは遠隔会議ツールでのコミュ
ニケーションをベースに進め、短い時間でも毎週顔を合わせるようにして
いた。夏休みに三重を来訪して活動したことを契機にコミュニケーション
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表5　C社へのインタビュー結果

項目 インタビュー結果（要約）

a.
参加目的や

期待

大学生を対象とした短期（3～5日）や1デイのインターンシップ、
企業説明会は実施しているものの学生との接点は少なく、本授業
では大学生と長期間、直接繋がれる機会を得られることに加え、
社員がわが社のことを全く知らない第三者である学生に会社や事
業のことを説明することを通じて説明力が高められること、プロ
ジェクトを実施することで締め切りや目標管理、進捗管理等の経
験がつめること等、社員の成長の機会となることを期待して本授
業に参加した。（経営者）

b.
参加前の

懸念と準備

毎週の授業に担当社員がどの程度参加できるのか、遠方で随時行
き来できないため、意思疎通や進捗管理はうまくできるのかとい
う懸念があった。遠隔のため足しげく通ってもらうことは難しい
ことを踏まえ、関東方面での認知度の低さを何とかしたいという
当社の課題を組み合わせてテーマ（SNSによる情報発信）を決め
た。テーマに合わせて広報中心に複数名でプロジェクトを担当し
た。（経営者・担当者）

c.
プロジェク
トの進め方
（意識した
ことや工夫
したこと）

伊勢・伊勢神宮・当社とおかげ横丁について学ぶ時間を設けた。
スケジュールや写真、文章のチェック等はグループウェアでやり
とりした。授業には10分でも20分でもなるべく誰かが参加し1
週間に1回は声を聞く機会をつくるようにした。遠隔の打ち合わ
せは、最初のころは「質問ある？」と聞いても返事はなかったが、
夏休みに伊勢に来て以降はコミュニケーションが取れるように
なった。（担当者）

d.
終了後の

感想、成果、
課題

参加した社員が、会社について、自分の仕事について振り返り整
理できた。若い世代の方に様々な説明や依頼・指示・相談をして
いく経験ができた。参加学生の前向きな姿勢、壁にあたった時の
強く粘り強い取組み、検討と実行力が素晴らしく、参加社員も勉
強になった。成果については当初は期待していなかったので達成
度は200%だが、進めるうちに期待があがり活動中に掲げた目標
に対する達成度は60%。参加にあたっては遠隔でも実施できる
テーマの設定、対面の機会が少ないのでコミュニケーションの機
会をどうつくるか、対面できない部分をどうカバーするか、移動
に費用や時間がかかるので会社が活動を認めることが重要だと考
える。（経営者）
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が円滑になったと感じている。成果としては、社員が自身の仕事を振り返
り整理できたこと、学生に説明や依頼・指示・相談をする経験ができたこ
と等を挙げており、人材育成の観点での成果を感じている。こうした連携
にあたっては、対面でできない部分をどうカバーするかということと、時
間や費用含め会社が活動を認めることの重要性を指摘している。

4.2.2　D社へのインタビュー結果
　D社へのインタビュー結果は表6のとおりである。
　参加目的は、採用につながる何かを得ること、社員の人材育成、企業PR 
の3点と明確である。開始前は、社員の負担以外に大きな懸念はなかった 
が、担当者は遠隔での関係づくりに不安を感じていた。プロジェクトは遠
隔会議ツールでのコミュニケーションをベースとし、毎週学生と顔を合わ
せるようにしていた。成果としては社員の成長を感じている。遠隔である
ことはコミュニケーション上のハンディになるが、他方でプラスに転ずる部 
分（離れているから工夫をしようとする学生の姿勢）もあると感じている。

表6　D社へのインタビュー結果

項目 インタビュー結果（要約）

a.
参加目的や

期待

①採用につながる何かを得ること。広い意味での採用であり、参
加者を採用するということではない。②社内の人材育成。参加す
る担当者のいろいろなきっかけにしたい。③PR活動の一環。大
学との取り組みは新聞に取り上げられたり、こんなことやってい
るんですねと言っていただけることがある。首都圏の大学と連携
していることもPRになる。（経営者）

b.
参加前の

懸念と準備

大きな心配はなかったが、社内に大きな負荷がかからないか心配
であった。費用がかかることは認識しており、予算も確保してい
たので問題はなかった。社員の人材育成のためのプログラムと位
置付けており、人材育成の予算に組み込まれている。（経営者）
近隣の大学との連携で学生と直接会うことで距離が縮まって進行
がスムースになったという経験があったので、会うまでに時間が
あること、物理的距離がある中でどれだけオンラインツールを
使ってできるのかということが心配であった。（担当者）
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4.2.3　E社へのインタビュー結果
　E社へのインタビュー結果は表7のとおりであった。
　参加目的は明確ではなく、異なる地域の学生から新たな考えやアイデア
を得ることを期待してはいるものの、実施する中で見出したいと考えてい
る。遠隔地との連携であることも懸念ではあったが、それよりも、社員の
負担やモチベーションにより大きな懸念を感じていた。プロジェクトは遠
隔会議ツールでのコミュニケーションをベースに進め、毎週顔を合わせる
ようにしており、社内への情報発信にも配慮していた。成果としては、社
員が刺激を受けたことに加え、SNSの活用や動画制作等プロジェクトのア
ウトプットそのものを成果と感じている。連携にあたっては、オンライン
の活用だけでなく早い時期に対面の機会を設けることの重要性を指摘して

c.
プロジェク
トの進め方
（意識した
ことや工夫
したこと）

授業には毎週誰かがオンラインで出席するようにした。週に一回、
担当者間で打ち合わせをした。学生に対しては社会人として接す
るよう意識した。（担当者）
困った時に相談してくれる関係がないと進まなくなるので、密に
コミュニケーションを取り、早めに仲良くなろうということを意
識した。（経営者）

d.
終了後の

感想、成果、
課題

担当者の成長を感じた。100％の達成状況だと思っている。入社
1年目に近隣大学との連携を担当し、2年目に首都圏の大学と連携
するという流れをつくりたいと考えて実施した。（経営者）
プロジェクトをきっかけに取引先から問い合わせが入るなど、業
務にいかすことができている。学生からは遠方だからやり方を工
夫しようという気持ちが見えた。会えないから会える時間を濃い
ものにしようとお互いに思えることがよい。三重に来た際もスケ
ジュールがハードだったが、もう来られる機会がないからと乗り
切ることができた。入社2年目でまだ自分の下に人がつく経験を
していない状態で、学生たちが社会人と関わる意識をもって接し
てくれていたので、社会人として指導するプロセスを経験でき 
た。（担当者）
プロジェクトを推進することで普段のルーティンの仕事とは違う
複合的な能力が高められると感じている。（担当者）
東京とは物理的な距離はあるが海外とも仕事をしているので、そ
れに比べればすごく遠くとやってる感覚はなかった。（経営者）
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いる。

表7　E社へのインタビュー結果

項目 インタビュー結果（要約）

a.
参加目的や

期待

参加した一番の理由はおもしろそうだから。企業として何か新し
いことをしたいというのは常に思っている。直接採用につながる
とは思っていない。今の若者が何を求めているかを知るよい機会。
地元の大学とは既に関係性があるので、やるなら首都圏に限らず、
違うエリアのほうがおもしろい。似た環境にいると似た考えにな
る。違う考えの人と話すことに意義がある。社員も中小企業の経
営者と話す機会はそんなにない。課題解決には至らなくともヒン
トは得たい。（経営者）
首都圏の今時の大学生の考え方というのは地方にいるとなかなか
わからない。SNS戦略をやっていく上でも必要なこと。そういう
ところに触れることができる。（担当者）

b.
参加前の

懸念と準備

遠隔地だということと社員の負担が懸念であった。業務と並行し
てやらなければならないので、繁忙期と重なると心理的負担にも
なる。複数人でやれば分散すると考え担当を複数つけた。オンラ
インのやりとりでうまくいくのかということも懸念であった。
テーマは、企業がSDGsについて実際何をしているのか、その難
しさを学んでもらいたいと考えて設定した。本業は三重県内だけ
なので三重に限らずSNSを活用でき、遠隔でも実施できる内容
を考えた。
社内に対しては社員のモチベーションを考慮し、成果につながる
テーマを選んだ。すぐに結果に出なくても一件でも成果があれば
社員もやってよかったと思える。費用負担はかかるものだと思っ
てやっている。それをかけないならやらないほうがいいと思う。

（経営者）

c.
プロジェク
トの進め方
（意識した
ことや工夫
したこと）

毎週必ず誰かがオンラインで授業に参加するようにした。学生か
らは活動報告はきちんと来ており問題なかった。学生たちとの活
動を社内の朝礼や会議等で報告した。ブログにも掲載した。今後
はもっと情報発信しようと思っている。（経営者）
離れたところの学生と活動するのでコミュニケーションを取らな
ければならないということを相当意識した。（担当者）
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4.3　コーディネータへのインタビュー調査
　F社のコーディネータへのインタビュー結果は表8のとおりである。県
内企業の置かれた状況を意識してコーディネートを進めている。参加企業
の選定においては、経営者層が活動に理解を示していることと社員にトッ
プの思いが浸透していることを条件とし、慎重に進めている。またコーディ
ネートの過程では、担当教員との信頼関係構築や、授業趣旨への賛同が得
られることに留意している。プロジェクト実施中のコーディネートは成果
報告会等要所には同席するが、状況把握のほか特段の介入はしていない。

d.
終了後の

感想、成果、
課題

大学との連携は初めてであり、目標もどんなゴールになるかも描
けていなかったが、新しい考えに触れて発見もあり、また社員は
刺激を受けて社内の人材の育成にもなった。距離の制約はあるが、
オンラインツールを活用できる環境があれば問題ない。深いコ
ミュニケーションは難しいが、常日頃の授業はオンラインで週一
回顔を合わせるだけで違う。ただし、最初の時期に顔を見せに行っ
たほうがいい。一回会えばお互いどんな雰囲気かわかる。一度も
会ったことがない人とずっとオンラインで続けるのは難しい。
SNSの活用や動画制作は学生が得意なことも多い。社内のアイデ
アにはないものであった。（経営者）
夏休み前は撮影スケジュールの調整などへのレスポンスはちょっ
と遅かったが、後半に活動量が増え、別のチームになったような
感じであった。学生が入社してくれるわけでもなく、会社はなん
のためにやってるのかという社内の声もあるが、実際に成果も出
ているので社内の印象は良い。（担当者）

表8　コーディネータへのインタビュー結果

項目 インタビュー結果（要約）

a.
コーディ
ネートの

目的や期待

県内に大学が少ないことや大学進学を機に県外に出た若者の多く
が戻ってこないこと、その状況に対する適切な施策がとられてい
ないこと等から県内企業は若者との接点が少なく、採用や人材育
成に課題があると感じている。そのような状況で県外の大学との
接点づくりやプロジェクト型授業の可能性を知ってもらいたいと
考えていた。
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5　考察

5.1　学生への影響
5.1.1　三重企業と近隣企業の違い
　学生へのアンケート調査の結果から、三重企業と連携した学生と近隣企
業と連携した学生との間に明確な差は見られず、どちらのプロジェクトで
も同等の学習効果が得られることが示唆された。すなわち、遠隔地ゆえ対
面でのコミュニケーションの機会が制約されることや、馴染みのない地域
に関するテーマゆえ取り組みにくい等の理由で学習効果が低減することは
なかった。
　このことは、三重企業と連携した学生へのアンケート調査において、遠
方であることのハンディ、たとえばコミュニケーションの難しさやベース

b.
開始前の
コーディ
ネート

連携先はこれまでつながりのある企業の中から、経営者層が活動
に理解を示していること、担当者（社員）にも思いが浸透してい
ることの2点を必須とし、魅力的なプロジェクトが出せることや
県内への影響力も考慮して探した。信頼関係を築くことに時間を
費やした。12月から3月にかけて教員との打ち合わせの後、企業
への説明、企業と教員の顔合わせ（遠隔）等を行った。企業には
学業の一環であること、企業側の関わり方やスタンス、他にどの
様な企業がいるか、過去の事例等を説明した。

c.
プロジェク
ト実施中の
コーディ
ネート

グループウェアに参加して状況を把握するとともに、成果報告会
や中間発表等、節目に同席し、月に1回程度様子を確認していた。
そのほかは特に何もしなかった。何かあればサポートするつもり
でいたが、順調に進んでおり、現場レベルでの困りごとは特にな
かった。事前のコーディネートを丁寧に進めたことに加え、学生
に関する情報提供や企業同士の情報交換等大学側もコーディネー
ト的な役割をしていたこともあるだろう。学生の活動には口を挟
まないように意識していた。

d.
終了後の
感想、課題

学生の現地訪問の回数が少ないため、企業理解やコミュニケー
ションの質にどの程度影響があるのかは気になる。今後、連携先
を広げていきたいが、首都圏の大学と連携できるようなテーマを
設定できる企業は限られるだろう。
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となる知識が少ないことを挙げた学生がそれほど多くないことからも裏付
けられる。ただし、後述するように、いずれの企業もプロジェクト実施に
あたり遠隔地であることのハンディを考慮してさまざまな工夫をしてお
り、また、授業運営においても遠隔会議ツールの活用やコーディネータの
協力を得る等の方策を講じており、こうした工夫や対応があったうえの結
果であることには留意しなければならない。

5.1.2　三重企業と連携した学生への影響
　三重企業と連携した学生への調査結果からは、ほとんどの学生が地方に
関心をもってプロジェクトに参加しているわけではなく、企業等の所在地
に関わらず、テーマや企業等の事業への関心に基づき連携先を選んでいる
ことがわかる。そうであれば、連携先のラインナップに地方の企業等があ
ることは学生にとって履修に際してのインセンティブにはなっていないと
いうことである。
　他方で地方に関心はないものの、実施後の感想では地方への関心が喚起
されており、地方企業への理解も促されている。そもそも関心のなかった
対象（地方や地方企業）への関心が喚起されるのは大きな変化である。
　また、地方への関心が高まった結果として、地方や地方企業の認識にも
変化が起きたことが推測される。両年度ともほとんどの学生が「地方企業
には地方ならではの魅力がある」と感じており、具体的には、地域の企業
同士の関係や地域への愛着、人の繋がりの強さ等を挙げている。これらは
あくまでもプロジェクトを実施しての印象に過ぎず、近隣企業と比較して
のことではないため、実際には必ずしも地方ならではの特徴とは言えない
可能性もあるが、そうした魅力や特徴があるかもしれないと感じられたこ
とは、そもそも地方に関心のなかった学生なのだから、これも大きな変化
であろう。

5.2　三重企業にとっての意義
　インタビュー結果から、企業ごとに本授業への参加目的は異なるが、い
ずれも大学生との接点を求めての参加であり、また、直接的な採用を目指



オンラインツールを活用した都市圏の大学と地方企業の連携の可能性

161

していないことは共通である。C社とD社は社員の人材育成を意図して参
加しており、E社は明確な意図はないとしているものの、プロジェクト終
了後はそれぞれ、「参加した社員が、会社について、自分の仕事について
振り返り整理できた」（C社）、「入社2年目でまだ自分の下に人がつく経
験をしていない状態で、学生たちが社会人と関わる意識をもって接してく
れていたので、社会人として指導するプロセスを経験できた」（D社）、「新
しい考えに触れて発見もあり、また社員は刺激を受けて社内の人材の育成
にもなった」（E社）とあるようにいずれも人材育成に関する成果を実感
している。
　なお、各社が指摘している人材育成に関する効果等の多くは、大学生を
含む若者と関わることによるものであり、必ずしも都内の大学の学生でな
ければならない性質のものではない。とはいえ、三重県には大学は5つし
かなく、そもそも大学生と関わる機会が少ないことを考えれば、都内の大
学と連携することは機会の拡大という点で意義がある。
　なお、2023年度の本授業の参加企業等9社（三重企業3社を含む）に対
して実施したアンケート調査 13 では、本授業への参加目的として8社中4
社（うち2社が三重企業）が「従業員の人材育成」を挙げているが、最も
多い回答は「大学・教育機関との関係構築のため」と「企業の認知度向上
のため」（いずれも5社）であり、人材育成だけが主要な参加理由ではない。
とはいえ、多くの中小企業では毎年新卒の社員が入社するわけでなく、若
手社員が社内で人材育成力を高める機会は限られており、学生の受け入れ
を人材育成につなげて考えることは必然であろう。実際、そのことを目的
とした長期インターンシップ等のプログラムが広く行われているが、地方
の企業はそもそもそうした機会を得にくく、三重も名古屋圏に近いとはい
え大学は少なく自ずと若者との接点も少ないという特性があり、結果とし
て人材育成力を高めるための大学との連携という目的や成果がより前面に

13	本授業の運営の参考とするために2023年度の本授業終了後に連携企業等に対して実
施したアンケート調査で結果は未公表。アンケート調査の実施にあたっては、結果を
学術誌等に記載することについて同意を得ている。
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出ているものと推測される14。

5.3　コーディネータの役割
　コーディネータは県内企業の置かれている状況を考慮したうえで本授業
への参加を提案し、また、提案に際しても連携に相応しい企業を選定して
いた。コーディネートの内容は、プロジェクト実施中は必要に応じて授業
や打ち合わせに同席する程度であり、事前の調整と事後のフォローアップ
に重点が置かれていた。
　学生を受け入れるポテンシャル（社内の人員や体制が整っていること、
大学の教育活動への理解が得られること等）のある企業であれば、学生と
プロジェクトを実施すること自体は特段問題ないが、遠隔地の大学との連
携はほとんどの企業は初めての経験であり、連携に伴う時間的あるいは金
銭的な負担も小さくないことから、授業の目的や期待できる効果等を十分
に理解したうえで参加してもらうこと、すなわち事前の調整を丁寧にする
ことがより重要となるのであろう。

5.4　連携プロジェクト実施のための工夫
　本授業では、企業、大学（授業運営）、コーディネータのいずれにおい
てもそれぞれの立場でさまざまな工夫がなされている。こうした工夫が奏
功して学生の学習効果や企業の意義が得られたものと考えられる。以下、
それぞれどのような工夫が必要かを考察する。

14	文部科学省・厚生労働省・経済産業省による「インターンシップを始めとする学生の
キャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」（1997年）ではイン
ターンシップの企業等における意義のひとつとして「受入企業等において若手人材の
育成の効果が認められる」と記載している。また、長期インターンシップの受け入れ
を行っている企業へのインタビュー調査では、企業側の意義の一つとして従業員の成
長を挙げているほか、社会人基礎力を指標としてその効果を確認した報告もある。（柴
田2017，2018）
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5.4.1　企業
　C社では、都内、すなわち遠隔地の大学との連携であることを考慮しテー
マを設定しており、また、できるだけ授業に参加（遠隔会議ツールを利用
しての参加）するよう複数担当者が対応する体制を整えるとともに、グ 
ループウェアの活用等、対面の機会が少ないことによるコミュニケーショ
ン不足をカバーするための方策を講じていた。D社、E社もそれぞれテー
マ設定とコミュニケーションの方法について工夫を講じている。
　テーマ設定に関しては、大学がコロナ禍にオンラインツールを活用して
実施した地域連携PBLにおいて、リモート環境になることで大きく影響
を受けるプロジェクト課題と、影響が限定的で済むプロジェクト課題が存
在することが報告されている（鈴木ら2021）。こうした報告も合わせて考
えると、遠隔地との連携か否かに関わらず、オンラインツールを活用して
実施するプロジェクトにおいては、その活動方法を考慮してテーマ設定す
ることが必要だと言える。
　コミュニケーションについては、各社とも遠隔会議ツールやグループ
ウェアを積極的に活用していたものの、それらに頼ることなく、複数回に
わたり来校するとともに夏休み中には学生の現地訪問の機会を設ける等、
対面の機会も設定していた。遠隔のハンディを念頭に置いた対応と、可能
な限り対面を取り入れたことでコミュニケーション上の問題なくプロジェ
クトが円滑に進行したと考えられる。

5.4.2　大学（授業運営）
　三重企業との連携に際して現地のコーディネータ（F社）の協力を得て
いる。遠隔地ゆえ地域や企業の事情（当該地域における大学と企業の連携
状況や課題、地域企業の人材確保や育成の課題、連携候補となる企業の社
内体制や期待等）を教員が十分に把握することは難しい。近隣企業との連
携においては担当教員がコーディネータとしての役割を担うことも可能だ
が、遠隔地の企業との連携となるとそれは難しい。特に本授業のように長
期にわたる連携では相互理解が必要であり、そのためにもこうした情報を
有するコーディネータの協力がなければ相応しい企業を見出すことはでき
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ないだろう。加えて遠隔地とのプロジェクトは近隣地域とのそれよりも企
業等の負担は大きい（コミュニケーションの難しさ、移動に伴う時間的・
金銭的負担等）ので双方のニーズが合致することがより重要となる。その
ため、地方企業との連携においては現地のコーディネータの協力が不可欠
である。本授業におけるコーディネータの役割や関係を整理すると図5の
ような位置づけとなる。

5.4.3　コーディネータ
　前述の役割を担うコーディネータは、連携開始前に企業および担当教員
との事前調整を丁寧に行っていた。授業期間中は進捗の把握をしたほか特
段のサポートはしていないが、これは大きなトラブルがなかったためであ
り、また、トラブルがなかったのは事前調整を丁寧に行ったためと考えら
れる。このことから、コーディネートにおいては事前の調整がより重要と
考えられる。いずれの企業も参加前にいくつかの懸念（遠方で随時行き来
できないため、意思疎通や進捗管理はうまくできるのか等）を抱えていた
ことからもコーディネータによる事前調整の重要性が裏付けられる。
　なお、PBLに限らず地方における大学等との連携では現地のコーディ
ネート機関が重要な役割を担っていることはさまざまな事例で指摘されて

図5　本授業における現地コーディネータの役割と位置付け
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いるが、その際のコーディネートは事前だけでなく活動中も手厚く行われ
ている。たとえば、新潟県燕市における地域創生型インターンシップでは、
インターンシップ終了後も継続して地域に関わるリピート現象が起きてい
ることが報告されており、その要因のひとつとして、専属コーディネータ
の役割を挙げている（初見ら2023）。コーディネータの役割として、地域
理解に関する事前学習や企業等とのマッチングのほか、学生の日常を日々
観察して適時面談することが挙げられている。このような学生が現地に滞
在して行うプログラムでは、活動は現地で継続的に行われるため、学生を
サポートできるのは現地のコーディネータだけである。そのため活動中の
学生サポートはコーディネータの欠かせない仕事のひとつとなる。一方、
本授業のように現地滞在せずに授業をベースに遠隔で数か月にわたって実
施するPBLでは、活動中のフォローは授業内でできることから、事前コー
ディネートの重要性が前面に浮上するものと考えられる。

6　まとめと今後の課題

6.1　都市圏の大学と地方企業との授業を通じた連携の可能性
　都内の大学と三重企業の連携によるPBLの事例から、近隣企業の連携
と同様に地方の企業等との連携も可能であることが示唆された。都市圏の
大学が近隣企業に加えて三重のような遠隔地の地方企業等とも連携できれ
ば、学生に多様な学習機会を提供できることから、授業の目的に応じて地
方企業等との連携を取り入れることができるだろう。
　また、PBLとしての学習効果に関しても近隣企業との連携と比較して
そん色なく、三重企業との連携ゆえに期待する効果が薄まることはなかっ
た。他方で三重企業との連携では、学生の地方への関心喚起や地方企業へ
の理解促進につながる可能性が示唆されている。これは近隣企業との連携
では期待できないことで、本授業では付加的な効果であるが、地方や地方
企業の理解促進を目的とした授業であれば、この側面を強調した設計も可
能と考えられる。
　一方、三重企業にとってはどうだろうか。本研究の結果からは、人材育
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成力向上に関する企業側のニーズがあり、これまでのところ本授業はその
期待におおむね応える機会を提供できている。また、都内の大学生が地方
や地方企業への関心を高められるのであれば、自社への直接的なメリット
ではなくとも、地域の一員たる企業にとっては意義のあることと言えよ 
う。
　以上より、都内の大学と三重企業、すなわち都市圏の大学と地方企業と
の連携によるPBLは、物理的距離があることから、企業においては、テー
マ設定の工夫、オンラインツールの活用、対面でのコミュニケーション機
会の設定等、大学の授業運営においては連携企業の選定等にあたって現地
のコーディネータの協力を得ること等、運営に際してさまざまな工夫が必
要ではあるが、学生と企業の双方に一定の意義を見出すことができると言
える。

6.2　地方の視点から見た都市圏の大学との連携可能性
　ところで、本授業の三重企業との連携の成果は2022年度以降毎年、県
内の企業や行政等の関係者に対して成果報告を行っている15。こうした報
告会が契機になって参加企業が増えてきた経緯もある。
　本研究で取り上げた事例は、一大学の一授業における数社との取り組み
に過ぎない。このような形態の連携に可能性が見い出せたとしても、一授
業で連携できる企業数には限りがある。それゆえ、現状の連携では個別企
業の課題への対応以上の広がりは期待できない。
　しかし、地域の企業群、あるいは企業ネットワークとして、本授業に限
らず都市圏を含む大学等との多様な連携プログラムに参加し、その成果や
プロセスを相互に共有できれば、点（個別企業）ではなく面（地域）とし
ての意義、すなわち地域企業の魅力向上、さらには関係人口の創出等につ

15	2022年度は「産官学でつながるみえ就域フォーラム2023」（三重県主催、2023年3月
13日）、2023年度は「みえ就域フォーラム2024」（三重県主催、2024年3月18日）、2024 
年度は「地域キャリアしゃべり場座談会」（一般社団法人わくわくスイッチ主催、2025
年1月10日）にそれぞれ三重県内の企業や関係者に対して活動報告を行っている。
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なげていくことも期待できる。行政やコーディネート機関等と連携・協力
し、受け入れ方法や連携の仕組みを工夫することで、都市圏の大学との連
携をより効果的に活用できる可能性もある。

6.3　今後の課題
　本研究は特定の授業の実践に基づくものであり、連携した地方企業は3
社（延べ6社）、地方企業とのプロジェクトに参加した学生の人数も24人
に過ぎない。学生の地方への関心喚起や地方企業への理解促進は少ない人
数へのアンケート調査の結果であるし、企業側の意義として挙げている人
材育成力の向上に関しては短期間でその効果を評価することは難しく、そ
もそも本授業の影響だけを取り出して評価することも難しい。いずれにつ
いても、可能性が示唆されたに過ぎない。そのため、都市圏の大学と地方
企業の連携の意義を明確にするためには、継続的な実践および調査が必要
なことは言うまでもない。
　また、本授業における三重企業との連携は、そもそも近隣企業と実施し
ている授業をアレンジして実施したものである。都市圏の大学と地方企業
との連携に特徴的な性質に焦点を当てるなら、より相応しい授業運営方法
が見出せるかもしれない。そうであれば、本事例のような既存授業のアレ
ンジではなく、そもそも地方企業との連携を前提として授業を設計するこ
とが望ましく、その可能性を探っていくことも必要だと考える。
　さらに、前述した、地方の視点で都市圏の大学との連携をどう活用でき
るかということも考えていきたい。幸い、三重では「就域ネットワーク」
16という動きがあり、その中で、大学をはじめとした教育機関との多様な
連携が広がっている。そうした広がりの一要素として、本授業における連
携がどのような役割を果たせるか、あるいは貢献ができるかということも
探っていきたい。

16	就職とは地域ぐるみでの採用・人材育成に取り組む活動を指す造語で、2022年以降、
三重県ではネットワークの構築やフォーラムの開催等、就域の活動を推進している。
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研究論文

変遷する日本の雇用制度
─主要先進国との比較研究

Changing Japanese Employment System 
─Comparative Study with Those of Major Advanced Countries

亀 山 修 一

1．はじめに

　筆者は学生時代からインターナショナルな環境に憧れて貿易商務論を学
び、1975年4月に希望する日本の商社に就職することができた。海外との
取引業務が多く、外国人との接触の多い商社は当然インターナショナルな
会社だと思っていたが、後から考えると長い歴史があったこの会社こそ、
いろいろな意味で古い日本的な会社だったのではないかと思うようになっ
た。筆者は入社8年目に縁があってオーストラリアのメルボルンに本社の
ある外資に移ったが、最初は日本の会社との違いに驚き、それから次第に
日本・オーストラリア、それぞれの会社の特徴がより具体的に見えてきた。
そこで本稿ではオーストラリア系の外資に合計36年間在籍した筆者の経
験から、まず日本の雇用制度を俯瞰した後にオーストラリアを始めとす 
る、主要先進国の「国際標準」とも言える雇用制度との比較を試みたい。
そしてそれぞれの制度のメリット、ディメリットを含めた制度の違いを分
析し、雇用者及び被雇用者のそれぞれの雇用に関する意識やフリンジ・ベ
ネフィット（賃金外給付）の違いにも焦点を当ててゆく。更には引退の時
期や雇用期間の長さに影響を与える定年退職に関する意識と年金制度の違
いも明らかにしてゆきたい。このような比較・分析を通して、日本の社会
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がよりインターナショナルな社会へと変身してゆくために必要不可欠とな
る、これからの日本の雇用制度のあるべき姿を探ってゆきたい。
　筆者が求職活動をした1974年当時の大学卒の新規採用までの流れを見
てみると、まず日本経済団体連合会（経団連）のガイドラインがあり、当
時はこれがほぼ日本全国一律の求職活動に関するルールと認識されてい
た。つまり大学4年生の会社訪問の期間は5月1日から6月30日までの2ヶ
月間となっていて、この間に各大学の学生が一斉に会社訪問をした。パソ
コンやインターネット等はなかった時代、筆者もこの間に大学から支給さ
れた分厚いリクルートブックを見て、商社を中心に合計で40社ほどの会
社を訪問した。各社では採用委員に選ばれた複数の社員が対応し、その後
二次面接がありそして三次面接まで進んだ学生には会社から「内々定」が
与えられ、7月1日に解禁される入社試験を受けるようにと学生に伝える
のが通常のパターンだった。これは会社としては7月1日に学生を自社に 

「拘束」することにより、他社を受けさせないようにするためで、一方複
数の会社から内々定を得ていた学生は、7月1日にどの会社に行くのかを
決めなければならなかった。この日に半ば形式的な筆記試験と役員面接を
受けた後に、翌年4月1日からの就職が内々定から「内定」に格上げされ
るというシステムだった。
　オーストラリアの会社にはこのようなシステムは無く、新たに人材を募
集する際には、会社が募集する人材の職務内容等を明記した広告（ジョブ・
ディスクリプション）を出し、書類選考と面接を経てそのポジションへの
採用が決まるという、いわゆる「ジョブ型」採用であった。つまり日本の
会社のように採用した人材をどの部門に配属するかを考えるのではなく、
まず社内に空席となっている或いは補充しようとするポジションがあり、
そのポジションに最も適した人材を採用しようとするものである。当時か
ら労働力の流動性が高かったオーストラリアではこのような募集・採用方
法が効率的であった。この方法のメリットは職務内容が明確なため、その
分野に適性があり即戦力となる人材を選べるという点が挙げられる。勿論
このような募集は不定期で、新卒の一括採用というような概念はオースト
ラリアの会社には無かった。
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　一方、日本の場合は具体的にどの職種の仕事に就くかというより、その
会社に就職するというイメージが強く、入社後にどの部門に配属になりど
のような仕事をすることになるのかは、4月1日の入社式の後に受け取る
辞令によって初めてわかるケースが多い。筆者の同期入社組の四十数名も
入社式後に辞令を受け取り経理部門、運輸部門、営業部門等それぞれの部
門に配属され、入社後4ヶ月間は見習い期間とされていた。この間にいわ
ゆる雑用係として仕事をする中で新入社員の適性を見て、その部門の中で
どの仕事の担当にするかが決められていた。更に各部門内で周期的な国 
内・海外の支店も含めた移動や転勤も多くあり、様々なポジションを経験
させることにより、その分野の仕事を幅広く多方面から学べる機会を社員
に与え、最終的には広い視野と専門性を持ったスペシャリストを育成しよ
うとするのが会社の方針だった。
　筆者が在籍していたオーストラリアの会社でも日本の会社ほど頻繁では
なかったが、配置換えや転勤はあった。それでも住居の移動を伴う転勤に
は、本人や家族の希望・事情が優先され、会社から打診されても本人の希
望に添わなければ断ることも容易に出来た。オーストラリアの会社で同僚
や年配の社員と話をする中で感じたことは「定年」を楽しみにしている人
たちが多いということだった。オーストラリアでは定年を理由として従業
員を強制的に退職させることは、「年齢による差別に該当する」という裁
判所の判決が出て以降、書面上では定年はなくなったが実際は60歳或い
は65歳を過ぎると、条件を提示され肩叩きによる実質的な退職奨励があっ
た。ただ多くの人たちはそれ以前の退職を希望していた。あるオーストラ
リア人社員は50代の半ばで退職し、趣味のヨットで世界の色々な国へ行
きたいが、60過ぎまで働いていたのではそれを実現するのは、体力的に
厳しくなると語っていた。又、ある若手社員は出世意欲があり、いずれ転
職してより報酬の高い仕事についてお金をためて50歳位で引退したいと
言っていた。彼等に共通しているのは、早く仕事を辞めて人生を楽しみた
いということであった。このような発想は筆者を含めた多くの日本人の発
想とは大きな違いがあると思うが、この違いは一体どこからきているのか
を考えさせられた。勿論日本とは歴史や国民性の違いはあり、オーストラ
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リアは天然資源が豊富なラッキー・カントリーで、人々の生活水準も高い
ので、精神的に豊かで余裕のある人が多いことが考えられる。しかしそれ
だけではなく、労働者の働く環境や企業文化更には年金制度などもこの違
いに大きな影響を与えていると筆者は考えるに至った。
　日本経済が「失われた30年」と言われたデフレに象徴される時期をよ
うやく脱し、更には一層の飛躍を目指そうとしている今こそ、日本は独自
の伝統的な雇用制度の利点を残しながらも、インターナショナルなものを
多く取り入れて変わってゆく必要に迫られている。その変革の過程におい
て、「国際標準」である主要先進国の制度から学べる点も多くあると思わ
れる。本稿ではこのような視点から、日本と主要先進国の平均的な労働 
者・給与所得者のおかれている環境及びその先に予想される引退後の生活
を見据えた比較・研究をすることにより、今後の日本の雇用制度のあるべ
き姿を探ってゆきたいと考える。

2．変わりゆく日本企業の採用システムと人件費分配戦略

2.1　日本企業の採用システム
　前節で筆者の学生時代に存在した当時の新卒一括採用のルールに関して
述べたが、その後2018年に経団連は抜け駆けの多かったこのルールを廃
止した。しかし何らかのルールは必要だという意見が多かったために、そ
れ以降は政府主導で新しいルールが作られるようになった。現在政府は就
職・採用活動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のため
には足並みをそろえた取り組みが必要であるとして、「2025年度卒業・終
了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」を公表している。この中
の「企業などへの要請」においては、採用選考活動開始の時期は「卒業・
終了年度の6月1日以降」、正式な内定日は「10月1日以降」とされてい 
る。つまり大学4年次の6月1日以降に会社訪問等の採用活動を開始し、
10月1日以降に正式な内定を出すというルールが提唱されている。しかし
実態を見ると年々就職活動開始の時期が早まっていて、就職情報サイトを
運営するキャリタスの調査結果によると、2025年5月1日の時点で内定率
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は72.6%となっている（日本経済新聞　2025年6月1日）。実際、提唱され
ている6月1日の採用選考活動開始の1ヶ月前に、そして正式な内定が解
禁される5ヶ月前に、既に7割以上の学生が内定を得ているということに
なる。この背景には政府のルールに罰則規定がないために売り手市場で競
合他社との取り合いの中で、早い者勝ちの状態になっていることがある。
又、一部企業はインターンシップ等と称して、かなりの早期から実質的な
採用選考活動が行われている実態もある。この様に現在政府の提唱してい
る新卒者の就職・採用活動日程ルールは、事実上形骸化していると言える。

2.2　転職希望者の増加と中途採用者の増加
　一方若い世代を中心に転職に対する抵抗感が薄れてきていることは、筆
者の周囲の観察から実感できるが、図表1の資料からも窺うことができる。

　つまり、大学卒業後すぐに入った会社を10年未満の勤続期間で退社し
ようと、最初から考えている人達の比率がこのように37.5%と高いことは、
筆者には日本にも本格的な転職時代が到来しているように思える。実際、
新規大学卒就職者の3年以内の早期離職率は、この3年間に図表2の通り
ジワリと上昇している。但しこれはコロナ禍の時期と重複している部分も
あるので、やや例外的な期間になるという見方もできるが、いずれにせよ
今後の早期離職率の推移が注目される。

10年未満
37.5％

10年以上
12.8％

わからない
30.0％

定年まで
18.7％

図表1　2025年4月に入社予定企業での勤続期間の意向

出典：就職みらい研究所「就職白書 2025」の資料より筆者が作成
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　転職希望者が増えているというコインの裏側には、中途採用を積極的に
増やしてゆこうとする多くの企業の存在がある。中途採用の中には特定の
分野で即戦力となる経験・知識・スキルのある人材を求めるいわゆる「キャ
リア採用」も含まれる。採用する側にとっては、企業環境の変化の速度が
速くなっている時代には外部から社会人として経験のある人材を受け入
れ、多様性を確保して常に時代に合ったイノベーション（革新）を起こし
てゆく必要がある。このため多くの企業は伝統的な新卒の一括採用を維持
しながら、外国人を含む中途採用も同時に行っている。更に一部には新卒
の一括採用をやめ、新卒・中途を区別せずに「通年採用」に踏み切ってい
る大手企業もある（日本経済新聞　2025年4月16日）。この様に日本の企
業は常に時代に合った新しい採用方法を模索している。

2.3　民間企業と公務員の採用難
　企業の立場からすれば、新卒採用者はその育成・戦力化にはある程度の
時間がかかる。これに対して中途採用のメリットとしては、他業種からで
あっても特定の分野で高度な専門性を持ち即戦力となる人材を獲得できる
ことにある。このようにして企業は変化の激しい時代にスピーディーな対
応ができる体制を整えようとしている。日本経済新聞社がまとめた主要企
業の2025年度の中途採用比率は、前年度から3.8%上昇して46.8%となり
過去最高を更新した。つまり全体の採用の中で、中途採用は半数に迫って
いる。又、同紙は3メガバンクの中には、2025年度には新卒採用者を上回
る人数の中途採用を計画していたが、十分な中途採用者を確保できなかっ
た大手銀行もあると報じている。企業が中途人材を求める最大の理由とし
ては、「新卒だけでは必要な人数を確保できない」ことが挙げられている。

図表2　新規大卒就職者の3年以内の離職率の推移

2019年3月卒業 31.5%

2020年3月卒業 32.3%

2021年3月卒業 34.9%
出典：	厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」の資料より筆者が作成



変遷する日本の雇用制度

177

慢性的な人手不足や少子化を背景に企業が中途採用を増やすことにより、
転職希望者の増大に合わせる形で人材の流動性が高まっているが、現在は
まだ売り手市場の状況が続いているようである。
　新卒者の採用難は民間企業だけではなく、公務員にも共通する問題と
なっている。2025年7月の日本経済新聞は次のような点を指摘している。
─　国家公務員離れが進むなか、人事院の「人事行政諮問会議」の最終提

言は「公務が危機に瀕している」と書き出している。2024年度の総合
職の採用試験申込者は2015年度と比べて24.5%減り、採用した若手の離
職も止まらない。

─　一因は根強い日本型雇用で、国家公務員は年功序列や長時間労働が色
濃く残る。特に若いうちは組織の一員として上意下達で働くことが求め
られる。一つの組織に長く勤めることよりも、自己成長を重んじる最近
の若い世代にとっては働く魅力に欠ける。

─　人事院は国家公務員の報酬も引き上げられるべきで、特に政策の企画
立案等に携わるキャリア官僚の給与は少なくとも「従業員千人以上」の
企業と比較すべきだとしている。

─　日本総合研究所の理事は職務基準への転換を急ぐべきで、求められる
スキルや経験、役割が明確になれば、民間出身の優秀な人材も官公庁に
転職しやすくなると主張している。

─　地方公務員も同様で、全国で採用試験合格者の辞退率が5割を超える
自治体が図表3の通り相次いでいる。

図表3　地方公務員の採用試験合格者の辞退率

主な自治体 辞退率

北海道帯広市 54.8%

北海道函館市 52.0%

宮城県気仙沼市 約50％

東京都日野市 62.5%

兵庫県 46.0%
（注）自治体への日本経済新聞社の取材に基づく
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─　辞退者が増えている要因の一つが民間との待遇差だ。少子化で学生優
位の「売り手市場」は進み、内定を取りやすくなっている。

─　大阪府和泉市は待遇差という本質的な課題に向き合った。「初任給日
本一」を掲げて給与水準を高め、人気就職先となった。

2.4　若手優先の人件費分配戦略と退職金の減少傾向
　この様に各企業・国・自治体などが人材確保を優先して、人材を取り合っ
ている状況において、当然のことながら労働者の賃金も上昇している。経
団連はかねてから2023年を賃上げの「起点の年」として、2024年を賃上
げ機運を「加速する年」に、そして2025年を賃上げの「定着の年」とし
て位置付けていた。実際、2026年3月卒業見込みの大卒新入社員の初任給
として30万円かそれ以上の額を提示している大手企業は決して珍しくは
ないと言える。1975年入社で大卒の初任給が10万円に満たなかった筆者
には隔世の感があるが、近年の初任給の大幅なアップは入社2年目以降の
社員の賃金テーブルも上がっていることを意味しているので、若手社員を
中心として全体の賃金が底上げされてきているということが言える。
　一方で労働分配率は2024年までは下落傾向にあるので、企業の賃上げ
の余力はまだあると思われる。賃金の上昇が定着しつつあるのに労働分配
率が下がっている背景には、「名目労働生産性が伸びるほどには名目賃金
が増加しておらず、労働分配率が低下している。この傾向は特に大企業に
おいて顕著であり、大企業では労働分配率が2024年に1980年代以降の最
低水準となっている。」（丸山雅章 2025）という状況がある。過去におい
て名目賃金がそれほど上がらなかったということは、優秀な人材を獲得す
るための企業間の競争原理が十分には働かなかったことを意味すると筆者
は考えるが、今後は人手不足の深刻化に加え、最近の物価高で全体の実質
賃金が下がっている状況もあり、労働市場は益々売り手市場になり企業に
は更なる賃上げの圧力がかかることが予想される。企業としては採用難が
続く環境において優秀な人材を取り込み、そして人材の流失を防いで自社
に引き留めておくためにも、人件費の分配戦略を見直す必要がある。この
戦略の中でここ数年の初任給の大幅な上昇を考慮すると、賃上げ率に関し



変遷する日本の雇用制度

179

ては今後も高齢社員よりも若手社員の方がより手厚く優遇されたものに
なってゆくと筆者は推測する。少子化の影響で若手人材が不足する傾向に
ある中で、企業はどうしても若手中心の賃上げを優先的に進める戦略を取
らざるを得なくなると思われる。又、賃金体系としては年功序列型ではな
く、ジョブ型に移行してゆかざるを得なくなると筆者は考える。つまり全
社員一律のベースアップ型ではなく、個々人の仕事内容や能力・知識・実
績に応じてきめ細かく賃金を決めてゆく体系に移行してゆくことが必要に
なる。
　企業の人件費分配戦略の中には退職金制度の改革も含まれる。図表4は
近年の退職給付金額の推移であるが、転職時代を迎えて退職金は減少傾向
にあり、2008年から2023年までの15年間に400万円以上も減少している。

　近年においては経営が厳しくなっている企業ばかりではなく、好業績で
あっても会社全体のスリム化や年齢構成の改善などを目的として大規模な
希望退職を募る企業もある。雇用の流動化が進み終身雇用を前提とした過
去の常識が変わりつつある中で、これらの企業は早期退職を促すために退
職金を割り増しして支払っている。これらのケースが統計上の退職金を押
し上げていることを考慮すれば、実質的な退職金はこれ以上のペースで減
少している可能性はある。これを労働者側から見れば老後の生活設計にお
いて、資金面における退職金の比重は下がりつつあるということになり、
後述する厚生年金や企業型年金の重要性が増し、更には定年後も必要に応

図表4　退職給付金（大卒・大学院卒、勤続35年以上）の推移

調査年 金額（万円）

2008 2,491

2013 2,156

2018 1,997

2023 2,037
出典：厚生労働省「就労条件総合調査」より筆者が作成
注 ）調査対象　常用労働者が30人以上の民営企業
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じて働き続けるという選択肢も重要になってくる。
　退職金制度は元来、在職期間中に支給されなかった給与の後払い的な意
味合いが強かったが、最近では一部の企業は退職金の有無を新入社員が選
択できる制度を採用している。つまり「退職金なし」を選択すれば「退職
金あり」の場合よりも毎月の給料は高くなり、前述のように10年未満の
勤続期間で退社しようと考えている新入社員には、毎月多くの給料を貰う
方が魅力的な選択肢となると思われる。一方定年まで勤めあげようと考え
ている社員は退職時に会社の規定に従って多額の退職金を受け取ることが
でき、その際には税制面の優遇も受けられ、退職後の生活設計がしやすく
なる。このように一部の企業は退職金制度においても社員の個々のニーズ
に応えられる体制を整えつつある。
　筆者が以前勤務していた豪州企業では、退職時に残っている有給休暇を
会社が買い上げてくれる制度があったが、豪州人社員の反応としてはお金
でもらうよりは有給休暇を在職期間中に消化する方を選ぶ人が多かった。
しかし一般的に日本人はこの「有給休暇買い上げ」の制度を歓迎する傾向
があると思われる。これは休み方改革とは相容れない一面はあるが、退職
時の企業による有給休暇買い上げという選択肢を社員に与えることは、広
い意味での福利厚生や退職後の資産形成補助の一部として、社員のモーチ
べーションを引き上げることにつながると筆者は考える。

3．労働者の「働き方」と引退後の生活の国際比較

3.1　働き方改革と有給休暇取得の効用
　安倍晋三政権主導の元で2016年から本格化した「働き方改革」により、 

「長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらな
い公正な待遇の確保等」のための措置が講じられている。働き方改革は 

「休み方改革」という側面もある。休暇は労働者個人の幸福度を増大させ
るばかりでなく、仕事の生産性も向上させることが判明している。労働者
にとって休暇の取得が重要なことは、次の研究結果からも明らかにされて
いる。
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─　休暇取得後に楽しい経験をした従業員のウェルビーイング（心身の健
康と幸福）の感覚が影響を受けていることが判明した。（David Gilbert, 
Junaida Abdullah, （2004））

─　バケーションの取得は従業員のウェルビーイングの改善に関して、 
以前の研究結果よりもより有益で効果が更に大きいことが判明した。

（Grant et al. （2025））
　近年日本人の長時間労働は徐々に改善されているが、それでもまだ他の
主要先進国と比べて有給休暇の取得率は非常に低い。米国のある大手旅行
予約サイトの調査によると、有給休暇の取得率は米国が92%、ドイツ93%、
フランス94%などに対して日本は63%となっている。しかし日本は祝日
が多いため、年間休日数の欧州諸国との比較は図表5の通りで、最大でも
6日程度となっている。

　日本では病気休暇の制度があまり普及していないため、「病気や急な用
事のために残しておく」ことや、「休むと職場の他の人に迷惑をかける」

図表5　年間休日数の国際比較

年度 週休日 
A

週休日以外の
休日 B

年次有給休暇 
C

年間休日数 
A＋B＋C

日本

2023 105 15 16.9 136.9

2022 105 15 17.6 137.6

2021 104 15 17.6 136.6

ドイツ
2022 105 7 30 142

2020 104 9 30 143

フランス
2022 105 10 25 140

2020 104 9 25 138

イタリア
2022 105 9 25 139

2020 104 9 25 138
出典：【日本】厚生労働省　令和6年「就労条件総合調査」より筆者が作成

【欧州】独立行政法人労働政策研究・研修機構「データブック 国際労働比較 2025」より筆者が作成
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など有給休暇が取りにくい雰囲気があるという指摘がある。又、日本では
ゴールデンウィーク、お盆や年末年始等に会社の都合に合わせる形で社員
が一斉に有給休暇をとる習慣も一部にある。これらの状況を踏まえると日
本人の休み方の特徴として、例えば一度に2週間を超えるような長期の大
型休暇をとる人は比較的少ないことが推測される。ただ昨今の経済状況が
厳しくなる中で、欧州においては逆に休日を減らそうという動きも一部に
ある。2025年8月4日付の日本経済新聞は次の様な状況を伝えている。
　「フランスのバイル首相は7月中旬に『国を挙げてもっと働かなくては
ならない』と年2日の祝日削減を提案した。数十億ユーロの歳入増効果を
見込むが、仏国民は強く反発している。」
　余暇が重視されるフランスにおいてこのような提案がなされることは珍
しく、今後の動向が注目される。もし仮に先進国を中心とする今後の世界
的な流れが、休日を減らして労働日数を増やす方向に動いてゆくとしたら、
日本の現在の働き方は遅れているのではなく、進んでいるという見方も出
来る。勿論日本においても若い世代の労働に関する意識の変化や共働き夫
婦の増加などの変化を踏まえ、国・企業・労働者は一丸となって常に新し
い働き方・休み方を模索してゆかなければならない。

3.2　育児休暇の取得率増加と女性パワーの活用
　働き方改革が着実に進んでいる分野として、育児休暇の取得率の向上が
挙げられる。図表6は近年の育児休業取得者の割合の推移である。男性の
取得率の向上が目覚ましいが、それでも50%には届いていない。男性と
比べると女性の取得率は高いが、それでも昨年度は13.4%の女性は育児休

図表6　育児休業取得者の割合の推移

女性 男性

令和4年度 80.2% 17.1%

令和5年度 84.1% 30.1%

令和6年度 86.6% 40.5%
出典：厚生労働省「雇用均等基本調査」より筆者が作成
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暇を取れていないことになり、まだまだ働き方改革は道半ばだと言える。
特に企業及び労働者には育児休暇を取得し易い環境作りへの更なる努力が
求められる。
　安倍内閣は2013年6月に閣議決定した「日本再興戦略」において、女性
の力を「わが国最大の潜在力」として成長戦略の中核に位置付けた。総務
省の「労働力調査」によると、その後の女性の就業率（15～64歳、年平均 
データ）は2014年の63.6%から2024年には74.1%へと上昇している。又、
この間に女性の正規雇用者数は27.4%増加して、女性の非正規雇用者数の
増加率8.4%を大幅に上回っていることは特筆に価する。だが女性の正規
雇用者数が増加している一方で、女性の管理職への登用はあまり進んでい
ない。図表7の直近の女性管理職割合の推移では、係長相当職は小幅なが
ら順調に伸びているものの、課長相当職以上では逆に減っている年もあり、
その伸び率は低い。女性を責任のあるポジションに積極的に登用して、女
性パワーを最大限に活用して業績を伸ばそうとする姿勢が今後の企業に求
められる。

3.3　退職後の生活支援の国際比較　
　日本では労働者の退職後の生活を支援する制度として厚生年金があり、
これは社会保険の一部として健康保険とセットになっている。その保険 
料は原則として企業と在職中の従業員が半分ずつ負担しているが、これ 
に加えて任意制度としての企業年金を整備している大手企業もある。企 
業年金の主なものは将来の給付額が決まっている確定給付型（Defined 
Benefit, DB）と個人の運用実績により給付額が変わる確定拠出型（Defined 

図表7　女性管理職の割合の推移

部長相当職 課長相当職 係長相当職

令和4年度 8.0% 11.6% 18.7%

令和5年度 7.9% 12.7% 19.5%

令和6年度 8.7% 12.3% 21.1%
出典：厚生労働省「雇用均等基本調査」
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Contribution, DC）があるが、このうち注目されているDCは運営管理機
関連絡協議会の「確定拠出年金統計資料」によると、その加入者数は毎年
増え続けていて2024年3月末現在で830万人を超えている。DCは政府の 

「資産運用立国」戦略の中核的制度として位置付けられていて、掛け金は
企業が負担し従業員が金融商品を選ぶが、運用次第で受け取れる年金額 
が変わる。又、従業員が限度額まで上乗せして掛け金を拠出でき、企業が
同額を拠出する「マッチング拠出」の仕組みを導入している企業も多い。
2025年に成立した年金改革関連法によって、DCの様々な要件が緩和され、
また2027年を目途に限度額も引き上げられるため、更なる加入者増と積
立額の増加が見込まれる。平均的な労働者は定年退職時に退職金を受け取
り、その後厚生年金と大企業を中心に整備されている企業年金をもらうこ
とができれば、退職後の生活はある程度保障され安定したものになると思
われる。
　日本のこのような状況は国際的にみても比較的恵まれた部類に属するの
ではないかと筆者は推測する。例えばアメリカでは日本のような退職金制
度はあまり一般的ではないが、労働者の資金で拠出し（会社からは拠出さ
れない）税金面のメリットのある個人退職金勘定（Individual Retirement 
Account, IRA）がある。次にアメリカには日本の厚生年金に相当するソー
シャル・セキュリティー（Social Security, SS）という労使折半で積み立
てられる公的年金があるが、これは最低限の生活保障的な性格が強く、そ
の所得代替率は日本の厚生年金よりもかなり低いと思われる。アメリカで
日本の企業年金に相当するのは、401Kプラン（401K）と呼ばれる主要な
確定拠出型年金（DC）があり、IRAと共に個人の退職資産の中で重要な
役割を果たしている。これは自己責任型で運用が成功すれば非常に大きな
リターンを得ることができるが、うまくゆかなければほぼゼロという可能
性もあり、安定性に欠ける。しかし401Kには会社が労働者と同額を拠出
してくれる「マッチング制度」があり、その合計の上限金額は2024年で
年間6万9千ドル（1ドル150円として1,035万円）と巨額だ。米国のフィ
デリティー・インベストメンツ社によるとベビーブーマー（61歳-79歳）
の「IRA＋401K」の一口座の平均資産額は50万ドル（同7,500万円）と
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いう試算がある。総合的に見て日本の「退職金＋厚生年金＋企業年金」は
それぞれアメリカの「IRA＋SS＋401K」に最も近いと思われる。制度の
違う日米を単純に比較することはできないが、最近の株高を背景とした老
後資金のスケールメリットは、米国の方が日本よりもかなり大きいと思わ
れる。
　一方、オーストラリアの公的年金には67歳から受給できる高齢年金（Age 
Pension, AP）があるが、これは日本の厚生年金とは違って全額税金から
拠出される社会保障給付型である。この高齢年金は低所得層・貧困層を対
象としていて、一定以上の資産や所得があると給付額は減額されるか、全
く受給できなくなることもある。オーストラリアの年金制度の中核をなす
のは退職年金制度（Superannuation, SA）で、これは企業が労働者の給与
の一定割合（2025年度は11.5%、2026年度からは12%に引き上げ予定）を
積み立てる制度である。これは企業に対して法律で義務化されていて、個
人の退職資産の中で重要な役割を果たしている。SAの財源は全額企業負
担であり、日本の企業年金に近いということが言える。一方日本のような
退職金制度はオーストラリアでは一般的ではないが、労働者が任意でこの
退職年金に上乗せして積み立てることができる個人退職年金拠出（Personal  
Superannuation Contribution, PSC）という制度があり、この部分に関し
て労働者は税制上の優遇措置が受けられる。よって、日本の「退職金＋厚
生年金＋企業年金」はそれぞれオーストラリアの「PSC＋AP+SA」に最
も近いと言える。その合計金額は個人によってかなり差があり、また円・
豪州ドルの為替相場にも左右されるため、これらの合計を単純に比較する
ことはできないが、近年は日豪の年金受給者は共に世界的な物価高により、
好ましくない影響を受けている面があると筆者は推測する。

4．日本企業の雇用制度の更なる改革と今後の課題

4.1　高齢労働者の更なる活用に向けた企業と政府の役割
　今後世界的に益々人口の高齢化が進み、労働力が不足することが予想さ
れる中で、国際的に見た日本人の特性として高齢者の勤労意欲の高さが挙
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げられる。図表8は60歳以上の年齢階級別就業率に関する資料だが、欧米
先進国との比較では日本が群を抜いて就業率が高い。労働者本人は元より、
社会的にも高齢者が働くことに対する抵抗感が比較的少ない日本は、今後
世界的に予想される高齢化社会においては他の先進諸国との比較において
は優位性があり、強みになると筆者は考える。このような利点を維持し更
に発展させるための雰囲気作りや社会通念の確立を目指して、政府・企業・
労働者は今後も努力を積み重ねてゆく必要がある。

　ただ待遇面の問題はあり、労働者が定年後に同じ企業に再雇用されても
給与が定年前に比べて大幅に減少して、やる気をなくすケースも多いこと
が経団連の調査で明らかになっている。この点において各企業の定年後の
再雇用人材を含む高齢労働者の待遇改善が今後の課題と言える。一般的に
高齢者は決して年齢で一律ではなく、やる気や能力においては同年齢でも
個人差が大きいと言われているので、企業には個々人の状況に応じた能力
開発に取り組み、きめの細かい賃金政策を実行してゆく必要がある。
　高齢労働者の待遇改善の一環として、政府には厚生年金を受給しながら
働く高齢者のための、在職老齢年金制度の更なる改革への努力が求められ
る。厚生年金の受給額の一部と給与の月額が基準額を超えると年金が減額
されるが、内閣府の世論調査によると65～69歳の人の内3割強が「年金
額が減らないように時間を調整し会社等で働く」と回答している。この基
準額は令和8年度に現在の50万円から62万円に引き上げられることが決
まっているが、高齢者の就労を一層後押しするためには将来的にはこの

図表8　年齢階級別就業率の国際比較 単位：％

年齢階級 日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

60-64 74.0 56.7 55.3 65.4 38.9

65-69 52.0 32.4 26.0 20.4 10.6

70-74 34.0 18.6 9.3 9.0 3.3

75以上 11.4 ─ 3.2 ─ ─
出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構「データブック 国際労働比較 2025」より筆者が作成
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「壁」を撤廃するくらいの目標が必要となると筆者は考える。

4.2　急増する外国人労働者と年金制度維持に対する政府の役割
　政府は急増する外国人労働者とその家族なども含む在留外国人に対する
政策を早急にまとめる必要がある。図表9は近年の外国人労働者数の推移
であるが、コロナ禍にあたる2020年から2021年にかけて伸び率が鈍化し
た時期を除けば、一貫して大幅な増加が続いている。この10年間に外国
人労働者数は約2.5倍に増加し、2024年10月末の時点で230万人を超えて
いる。これは前年比では12.4%の増加で、初めて100万人を超えた2016年
との比較では約2.12倍となっている。
　政府は「移民政策はとらない」という立場で、これまでは外国人労働者
の増加は産業界の労働需要に基づく受け入れが中心となっていた。しかし
外国人受け入れに関する「基本的な制度設計と政策の立案は国の仕事で、
実践に当たるのは自治体を主とする地域社会」（明石純一　2025）という
棲み分けの中で、国の役割は益々重要になってきている。
　全国知事会は2025年7月に「外国人の受け入れと多文化共生社会の実現
に国が責任を持って取り組むよう、強く要請する」という提言をまとめた。

図表9　在留外国人労働者数の推移

出典：　厚生労働省「外国人雇用状況」2024年10月末時点より筆者が作成
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　将来さらに外国人労働者が増えて、定住化が進むと予想される地方自治
体はその地域によって異なる実態を、国の制度設計と政策の立案に生かせ
るようするために国との密接なコミュニケーションが必須になっている。
しかしこの様な取り組みは当然コストもかかり、次の様な指摘もされてい
る。
　「わが国が多くの外国人労働者を受け入れる方向に舵を切るのであれば、
長期的な視点で社会統合についても議論したうえで、そのためには膨大な
コストがかかることを認識しておく必要がある」（湯川恵子　2023）
　平均的な労働者の引退後の生活は、国際的な比較において現状はある程
度恵まれた部類に属すると思われるが、その中心となっている日本の年金
は個人型ではなく制度依存型であるため、将来的には少子高齢化などによ
り国の財政が悪化して制度を維持できなくなるというリスクがある。この
意味においても政府は、2025年度末には1,129兆円に達すると予想されて
いる（財務省 財政に関する資料）普通国債残高の増加傾向に歯止めをかけ、
更にその残高を減らしてゆく努力を怠ってはならない。まずは行政サービ
スの経費を税収等で賄えているかどうかを示すプライマリーバランス（基
礎的財政収支）を早急に黒字化することが財政健全化へ向けての第一歩と
言える。悪化している財政を立て直して、年金制度の安定性を引き上げる
ことが急務である。

4.3　経済協力開発機構の指摘に対する対応
　経済協力開発機構（OECD）が2025年7月にまとめた年次報告書「雇用
アウトルック」によると、日本の男女間の賃金格差が2023年の21.3%から
2024年の22.0%に拡大している。OECDの平均は11%程度なので、日本の
男女間の賃金格差はかなり大きいと言える。その背景には女性が責任のあ
る重要な仕事を任されていないという現実があると筆者は考える。前述の
図表7に示されている通り、日本全体で見れば課長相当職、部長相当職へ
の女性の登用はあまり進んでいない。企業には女性の働く環境を改善し、
女性を積極的に登用することによって経営の視点に多様性を取り込み、業
績の向上を目指す姿勢が求められる。同報告書は又、就業者数における男
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女格差を完全に解消し受け入れる移民数を最大限増やせば、2060年まで
の一人当たりの年平均の国内総生産（GDP）の成長率を現在の予測値の
0.2%から0.33%に0.13%引き上げられるとしている。厚生労働省の労働力
調査によると、女性の就業者数（年平均）は2014年の約2,737万人から
2024年の約3,082万人に12.6%増加しているが、それでも男性の3,699万人
と比べてまだかなりの差がある。これを男性と同程度まで引き上げるため
の中長期的な政策が政府に求められる。
　OECDが指摘しているもう一つのポイントである移民数の増加は、日本
に大きな変革をもたらす可能性がある。これまでの日本の外国人受け入れ
に関する政策は人手不足を補うために外国人労働者を呼び込むことに主眼
が置かれているが、その人数が短期間に大幅に増えその家族も含めた在留
外国人総数は更に急激に増えることになる。国際協力機構（JICA）は2024 
年に政府の経済シナリオの中位ケースのGDP成長率1.24%を達成するた
めには、外国人労働者が将来どれだけ必要になるかを推計した。それによ
ると女性・高齢者・人工知能（AI）などの活用を前提としても2030年に
は419万人、2040年には688万人の外国人労働者が必要になると予測して
いる。これは2024年の在留外国人労働者数230万人の約3倍である。一方、
国立社会保障・人口問題研究所（NIPSSR）が2023年に公表した将来推計
人口では、2040年頃までは外国人は毎年16万人程度増加して2067年には
日本の総人口の10%を超えると予測している。しかし出入国在留管理庁
の資料によると2024年末の在留外国人数は前年比で約36万人増えていて、
NIPSSRの予測の倍以上のペースで増加しているのが実態である。減少を
続ける日本の総人口の10%以上を外国人が占めるのは、NIPSSRが予測し
ている2067年よりもかなり早まりそうな情勢である。2027年には外国人
に長期就労が可能となる在留資格への移行を促す「育成就労制度」が施行
されるので、外国人労働者の一層の増加が予想される。
　日本経済を活性化させるために必要な外国人労働者を受け入れることは
当然であるが、その家族なども含めた在留外国人の急激な増加は、日本の
人口の自然減の一部を補うという側面はあるものの、社会に大きな混乱を
引き起こすというリスクがある。欧米先進諸国の例では、外国からの移民
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が増加することにより既存社会との摩擦が増え、治安が悪化して社会保障
コストが上昇するなどの問題が発生している。政府はこのような欧米の状
況から学び、早急に外国人を日本社会に包摂してゆく多文化共生社会の実
現に向けた基本方針を確立する必要がある。その中で外国人労働者の低賃
金問題を含む労働条件の改善や外国人労働者及びその家族に対する日本語
教育の拡充などは優先順位の高い喫緊の課題であると筆者は考える。又、
政府の基本方針の下でその実践に当たるのは自治体を主とする地域社会で
あるので、地方自治体も外国人労働者を地域の一員として迎え入れ、彼ら
が安心して働ける環境を早急に整える必要がある。

4.4　企業に求められるもの
　企業には日本の労働力人口減少の加速化に伴い、外国人材の重要性が増
してゆく状況において、今後はこれまでの文化の継続ではなく新たな企業
文化を創造して行く覚悟が求められる。多様性を受け入れることにより職
場の発想を広げることができれば、イノベーションにつなげてゆくことも
可能となる。例えば製造業の現場においては、ベテラン労働者が持つ「暗
黙知」を可能な限り分かり易く説明して業務プロセスを多様なバックグラ
ウンドを持った労働者のために、「見える化」してゆこうとする努力も必
要になる。又、AIを活用して外国人を含む全ての労働者のウェルビーイ
ングを高めて働きやすい職場環境を整えることに加えて、労働者のエン
ゲージメント（働きがい）を向上させて、業績の飛躍を目指す努力も企業
には必要となる。将来予想される人手不足の更なる深刻化に備えて定年の
延長・廃止、再雇用した高齢労働者のやる気を維持するために給与面での
待遇改善も求められる。福利厚生の一環としては近年、法人向けの所得補
償保険である団体長期障害所得補償保険（Group Long Term Disability、
GLTD）も注目されている。これは企業が保険会社と契約して労働者を被
保険者として、病気やケガなどで長期間働けなくなった場合に報酬の一部
を補償するものである。雇用の流動化が高まる中で勤続年数にかかわらず
このような補償を得ることができれば、労働者は将来に対して安心感を抱
くことができる。又、企業にとっては労働者の健康増進に取り組む「健康
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経営」の理念に合致し、採用力を高めることにつながるというメリットも
期待できる。
　DC制度を採用している企業は職場での労働者向けの金融教育に力を入
れるべきである。ある調査によるとこの制度を知らないために未加入で
あったり、加入者であっても自らの「マッチング拠出」の限度額や会社の
掛け金を把握していない人達の合計は半数を大きく超えた。DCには「公
的年金を補完する」という理念があり、企業にとっては金融教育を通して
より多くの労働者がDC制度を有効利用するようになれば、中・長期的に
は労働者のエンゲージメントを高めて生産性及び業績の向上に寄与すると
いうメリットもあると筆者は考える。

4.5　労働者に求められるもの
　労働者にはエンプロイアビリティー（雇用される力）を高めることが求
められる。
　Jacquelyn P. Robinson（2000）はEmployability skillsは個々の仕事に必
要な技術的なスキルのことではなく、より包括的ですべての業界・ビジネ
スのサイズ・仕事のレベルに共通するものであり、一般的には次の三つの
スキルのセットに分かれると論じている。

◦基礎的学力のスキル（読み書き、計算、コミュニケーション能力等）
◦より高度な思考力のスキル（決断力、問題解決能力等）
◦個人的な資質（誠実さ、適応能力、柔軟性等）

　Suyitno（2025）は就職を希望する学生もEmployability skillsを高める
ことが重要だとして、次の通りの調査結果を報告している。
　「就業体験学習（work-based learning）は直接的にEmployability skills
に効果をもたらすことは無かったが専門技能の独自性に影響を与え、それ
が次にEmployability skillsに直接影響を与える。一方で自己効力感（self-
efficacy）は就業体験学習とEmployability skillsの間の関係をやわらげる
ことができ、Employability skillsにも直接影響を与える。」
　上記の二つの論文を総合すると次の様な主旨になると筆者は解釈する。
4.5.1	 学生は言うに及ばず、社会人にとっても就業体験学習を通して新
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たな職種やより高いレベルの専門技能を身にけることは重要であ
る。

4.5.2	 この専門技能がより包括的で汎用性のあるEmployability skillsの
基礎となる。

4.5.3	 専門技能を身に着けることによって自己効力感が生まれ、それが
上記の基礎と相まってEmployability skills習得への道が開ける。

　労働者は又、必要に応じてリスキリング（学びなおし）によって労働力
の市場価値を高める努力が必要となる。例えば「教育訓練休暇給付金」を
受け取ることのできる雇用保険の制度を利用するなどして、年齢や勤続年
数に関わらず労働者としてのスキルを高めることは重要である。ロボット
やデジタル技術、人工知能（AI）などを活用すれば省人化が進み人手不
足の緩和には役立つが、その一方で企業内ではこれらの活用によって置き
換えられて、縮小する業務領域が出ることが予想される。リスキリングは
このような領域から労働力需要が拡大する新しい成長部門への移動を可能
にして、企業内失業を回避する一方で、労働者は新しい分野に挑戦でき、
エンゲージメントが向上することも期待できる。仮に社内での移動が思い
通りに行かなかった場合でも、雇用の流動化が進んでいる現在は社内で
培ってきたスキルに加えてリスキリングで得た新たなスキルを武器にし
て、より好待遇の職場への転職という選択肢も視野に入れることができる。

おわりに

　日本の雇用制度は徐々にではあるが変革を続けていると言える。しかし
その歩みは遅いため、今後は日本在住の外国人が増加してゆく中で、その
速度を上げてゆく必要に迫られると筆者は考える。企業は政府・労働者と
協調してスピード感を持って話し合い方向性を決めて、日本の伝統的な雇
用制度のメリットを生かしながらも、国際標準の制度を受け入れそして融
合してゆく形で、更なる変革を模索してゆかなければならない。
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研究論文

次世代世界におけるメタバースの
国際的展開と可能性の考察
─バーチャル空間が再構築する

インターナショナル社会の未来─

山 崎 宇 充

序　章　本研究の目的と背景

　本研究論文は、メタバースという新しいデジタル環境を「未来のイン 
ターナショナル社会の基盤」として位置づけ、その成立条件、社会的機能、
倫理的課題を多面的に考察することを目的とする。
　現在、「メタバース」という語は、主にゲームやエンターテインメント
分野で注目されているが、近年その応用範囲は教育、ビジネス、医療、文
化交流、観光、都市設計、行政など、社会のあらゆる領域に拡大している。
こうした動向は単なる技術革新ではなく人間の生き方や働き方、社会構造
の根本的な再構築を伴う変化である。
　近代の国際社会は、領土主権と市場競争を基盤に発展してきた。国家を
単位とした枠組みは、20世紀の国際秩序を支える中心原理であったが、21 
世紀に入り情報通信技術の発達とグローバル化の進展によって、その基盤
は大きく変容しつつある。今日では、データが地理的境界を越えて流通 
し、企業や個人が国籍の制約を受けずに活動する。社会の主体は、もはや
国家ではなく、ネットワーク上で結ばれた「個」と「組織」へと移行しつ
つある。
　この変化をさらに加速させるのがメタバースである。仕事や教育、取 
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引、医療相談、観光といった従来の現実空間に限定されていた行為が仮想
空間で展開されるようになれば国籍や領土といった概念は行動の制約では
なくなり、国際秩序そのものの再定義を迫ることになる。
　メタバースもまた、仮想的娯楽の場ではなく現実社会を映し出し、拡張
し、変容させる新しい現実の基盤であり、情報・文化・経済が融合する共
創型社会への入口である。

　情報文明の進展は、社会構造と価値体系を同時に変化させ、倫理やガバ
ナンスの再構築を促している。メタバースはその象徴的存在として分断や
格差、排除といった現実社会の問題を超える新たな社会秩序の可能性を提
示する。
　この新しい国際秩序の形成過程については、次章で示すが、未来学・社
会学・心理学・経済学・倫理学・政治学といった多領域の視点から総合的
に考察する。

　世界のメタバース市場は2022年の461億ドルから2030年には5,078億ド
ルへ拡大が見込まれ、日本市場も2027年度に2兆円規模へ達すると予測さ
れている。初期の熱狂を経て、現在は展示会や研修など法人分野を中心に
実用化が進み、今後は消費者向け市場の本格展開が期待される。

第1章　メタバースをめぐる多角的視点

　未来学の観点から見るとメタバースは単なる技術革新ではなく人類社会
が次の文明段階へと進化するための転換点として捉えられる。もし、この
発展の方向性についてバックキャスティング手法を用いて考察するなら
ば、理想的な未来社会を前提に、そこへ至る社会的・経済的・技術的変化
を逆算的に描くことができる。
　リフキン（2011）が提示した「第三次産業革命論」では、再生可能エネ
ルギー、通信技術、物流システムが相互に結びつき、分散的かつ協働的な
社会構造が形成されると述べられている。この視点を拡張するとメタバー
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スはまさにその延長線上に位置し、情報・文化・経済が融合する新たな社
会インフラとして浮かび上がる。すなわち、メタバースはエネルギーや通
信、流通といった既存の社会基盤が情報空間へと統合され、人々がリアル
とデジタルを往還しながら価値を共創する次世代社会の原型であると考え
られる。
　次に社会学的観点からみるとメタバースは単なるデジタル空間ではなく
個人の社会的アイデンティティや共同体意識の再構築が進む新しい社会的
領域として捉えられる。タールクル（1995）は、ネットワーク社会におけ
る自己の多重化という現象を指摘し、個人が複数のデジタル人格を使い分
けながら社会関係を築くことで自己認識や社会的役割が流動化することを
明らかにした。この視点から考えるとメタバースは物理的な地域や国境を

表1　世界のメタバース市場規模の推移と予測

引用：総務省 令和6年版 情報通信白書 メタバース第Ⅱ部　情報通信分野の現状と課題
図表Ⅱ-1-7-6　世界のメタバース市場規模の推移と予測
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越えた新しい共同体の形成を促す社会的装置であり、そこでは帰属や関係
性の概念が再定義される。従来の社会構造が持っていた固定的なヒエラル
キーや制度的境界はメタバース上では緩やかなネットワーク型構造に置き
換わり、個人は複数の共同体に同時に参加し、相互に影響を与えながら新
しい社会的文脈を創出していく。このような社会的再編は、心理的側面と
も密接に関連する。イー（2014）は、アバターの見た目や行動が現実の人
格形成に影響を及ぼすプロテウス効果を提唱し、仮想空間での自己表現が
現実の行動様式や価値観にまで波及することを示した。すなわち、メタ 
バースにおける社会的行為は単なる仮想的交流にとどまらず、人間の社会
的アイデンティティの新しい形成プロセスを映し出している。こうした変
化は社会学が伝統的に扱ってきた社会構造、役割、相互作用といった概念
を再考させるものであり、メタバース社会における人間関係の再構築は社
会学における最も重要な研究課題の一つといえる。
　経済学的観点から考察するとメタバースは単に新しい産業領域を創出す
るだけでなく経済そのものの構造と価値の定義を変える可能性を持つ。ズ
ボフ（2019）は、デジタル経済の拡大が監視資本主義という新たなリスク
を伴うことを指摘している。これは、個人の行動や嗜好データが商品化さ
れ、経済的利益の源泉となる現代社会の構造を批判的に捉えた概念であ 
る。しかし同時に、メタバースの進展はこの構造を再編し、より分散的で
倫理的な市場システムへの転換を促す契機ともなりうる。
　メタバース空間では、情報自体が新たな通貨として機能し、信頼・透明
性・倫理性といった社会的価値が経済的価値に直結する。これは、従来の
市場経済が物的資本を基盤としてきたのに対し、メタバース経済が情報資
本と社会的信用を主要な価値要素とすることを意味する。
　例えば、ブロックチェーン技術によるトランザクションの可視化やDAO 

（分散型自律組織）のような新しい経済単位は、国家の枠を超えて自律的
に運営される経済主体として登場している。このように、メタバースはグ
ローバル経済の再編を促すプラットフォームであり、そこでは倫理的ガバ
ナンスが国際経済の安定基盤となる。単に利益を追求するのではなく情報
の公正な流通と社会的包摂を重視する経済設計が求められている。言い換
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えれば、メタバース経済の持続可能性は倫理を内包した市場構造によって
担保され、従来の経済理論が想定してきた国家・通貨・取引の三位一体的
枠組みを超えて情報を媒介とした信頼のネットワークが新しい国際経済秩
序を形成していくのである。
　また、倫理的観点から考察すると、メタバースの発展を支える理論的基
盤として、フロリディ（2013）の情報倫理に関する考えは極めて重要であ
る。フロリディは、現代社会における人間を情報的存在として定義し、人
間の行為が情報環境そのものに影響を及ぼすという新しい倫理構造を提示
した。従来の倫理学が主に、人と人との関係や人と自然との関係を扱って
きたのに対し、情報倫理は、人と情報環境との関係を新しい道徳的課題と
して捉えている。個人がデジタル空間においてどのようにデータを扱い、
他者や社会全体にどのような影響を及ぼすかといった行為が倫理的責任の
対象となる。
　メタバースはまさにそのような情報倫理の実践領域であり、個々の行為
が社会的信頼、透明性、公平性に直結する環境として機能する。したがっ
て、メタバース社会の構築には倫理が制度設計の中核に据えられることが
不可欠であり、倫理が法や経済の後付けではなく、社会システムそのもの
を規定する原理へと進化していくのである。
　一方、政治学的観点から考察すると、ダリオ（2021）が指摘するように
経済的・金融的なパワーバランスの変化は、国家主権や通貨体制の再編を
促しつつある。この動きは、デジタル主権や情報外交といった新しい国際
秩序の萌芽として捉えることができる。
　メタバースの拡張は、国家が長らく独占してきた主権の概念を分散化さ
せ、企業や個人、AIといった多様な主体が準主権的な役割を担う可能性
を生み出している。これは、従来のように政治的権力が一元的に集中する
体制から多極的で協働的なガバナンス構造へと移行することを意味してい
る。こうした構造転換は、国際社会の新しい秩序原理の形成を示唆するも
のであり、メタバースはその変化を象徴する実験的空間であるといえる。
すなわち、メタバースは倫理と政治が交錯する新たな公共圏であり、技術
的インフラと道徳的インフラが融合することで、持続可能かつ包摂的な情
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報文明の形が模索されているのである。

　以上の考察を総合すると、メタバースは技術革新の延長線上にある単な
るデジタル空間ではなく人類社会が新たな段階へと移行する過程を象徴す
る文明的現象であるといえる。情報文明の進展は、経済・文化・政治・倫
理の各領域を横断的に変化させ社会の再構築と倫理的再生を同時に促し、
こうした変動の中で人間が自らの社会秩序を再設計するための実験的空間
として位置づけられ、現実社会が抱える分断や格差、排除といった課題を
克服する可能性を秘めている。

第2章　インターナショナルの再定義とメタバース概念の成立

　序章で述べたように、メタバースは単なる仮想空間ではなく情報技術を
媒介として現実社会の構造と価値体系を再構築しつつある新しい社会基盤
である。その意義を理解するためには、まずインターナショナルという概
念自体の再定義が必要である。従来のインターナショナルは、国家主権、
領土、通貨、外交などの要素によって規定されてきた。すなわち、それは
地理的境界を前提とする政治的・経済的関係の枠組みであり主権国家間の
均衡を基盤として成立していた。しかし、情報通信技術の飛躍的発展とと
もに国際社会の主体は急速に多様化し国家に代わって企業、市民社会、そ
して個人が国際的行為主体として台頭している。この変化は、インターナ
ショナルがもはや「国家間関係」ではなく、「情報的関係」へと移行して
いることを意味する。
　情報文明の時代において、国境とはもはや地理的線ではなく、データア
クセスや通信インフラによって規定される情報的境界である。フロリディ
が論じるように、現代社会における人間は情報的存在であり、社会的行為
は情報の生成・交換・共有を通じて成立する。メタバースは、この情報的
存在が集積し、相互に作用する空間である。
　そこでは、現実の国家間秩序とは異なる非地理的で多層的な社会関係が
形成される。言い換えれば、メタバースとは情報的存在同士が共に生きる
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ための新しい国際秩序の試験場であ
り、現実の国際社会の限界を超えた
倫理的共生のモデルを提示してい
る。
　この変化は、政治的領域だけでな
く、経済・文化・教育など多方面に
波及している。現実の国際社会が国
家単位の政策調整を通じて均衡を維
持してきたのに対し、メタバースで
は個人や組織が直接的に国際的関係
を築くことが可能である。
　仮想通貨やブロックチェーンを基
盤とする経済活動は、国境を越えた
新しい取引秩序を生み出している。
ドラッカー（1954）が指摘したよう
に経営とは社会の制度的行為であ
り、目的を持つ組織の活動である。
メタバース上の企業やDAO（自律分散型組織）は、この理念をさらに拡
張し、国境を越えた非国家的主体として国際経済の再編を担い始めている。
これにより、経済活動は国家間交渉を介さずとも、倫理と信頼を基盤とし
た分散的経済システムへと変容している。
　一方で、こうした構造変化は新たなリスクも内包する。ズボフが監視資
本主義と呼んだように情報の集中は巨大プラットフォームによる権力の偏
在を生み出し、個人の自由を侵害する危険が考えられる。メタバースが真
に未来のインターナショナル社会として機能するためには、このような情
報権力の非対称性を克服し、透明性と倫理を制度的に担保する必要があ 
る。ここで求められるのは、国家や企業による統治ではなく、フロリディ
のいう倫理的情報秩序の確立である。情報の生成や利用に関わるすべての
主体が倫理的責任を共有し、相互信頼に基づくガバナンスを構築すること
で初めてメタバース社会は持続可能な国際秩序として成立する。

図1　国家中心から情報的共生社会
著者作成

近代的
インターナショナル社会

国家
主権
領土
通貨
外交
競争

市場経済

メタバース型
インターナショナル社会

情報的存在（個人・AI・企業・コミュニティ）
ネットワーク

共創
倫理
信頼

情報文明の転換

（従来）
物理的境界

（未来）
情報的境界



国際経営フォーラム No.36

204

　メタバースの登場は、同時に「空間」と「時間」に関する人間の理解を
も変えつつある。ギデンズ（1990）が述べたように、近代化とは時間と空
間の切り離しによって進行したが、メタバースでは逆にそれが再び統合さ
れる。現実と仮想が並行して存在し、物理的距離を超えた即時的な交流 
が可能になることで社会的つながりの意味が再定義される。タールクル

（1995）は、インターネット黎明期に多重的自己の概念を提示し、ネット 
ワーク社会において個人のアイデンティティが可変的であることを指摘し
たが、メタバースはこの傾向を拡張し、自己が多次元的に存在しうる社会
環境を形成している。現実の身体や国籍に基づく制約が解消され他者との
関係が倫理的選択として再構築される。したがって、インターナショナル
とは単に国家間の関係ではなく、異なる情報的存在の倫理的共生関係とし
て再定義されるべきなのである。
　この新しい国際社会の萌芽は、教育、文化、福祉などの公共領域にも広
がっている。メタバースを活用した教育は、国境を越えた学習共同体の形
成を可能にし、文化の相互理解を促進する。Nakamura（2007）は、イン 
ターネット上のビジュアル文化を通じて人種や文化的アイデンティティが
再構築される過程を分析した。メタバースではこれがさらに進化し他者理
解の方法が、共体験と共創によって再定義され、異なる文化や背景をもつ
人々が同一の仮想空間内で協働的に創造活動を行うことで、かつてない倫
理的インターナショナル文化を生み出す可能性を秘めている。
　他方で、こうした共創の拡大は、心理的・社会的側面にも新しい課題を
生み出す。
　イーが指摘するように仮想空間での行動は現実の人格形成に影響を与え
る。メタバースは現実世界の不安や孤立感を緩和する場であると同時に新
たな依存や同調圧力を生む危険も伴う。そのため、心理的ウェルビーイン
グを中心とした倫理的設計が不可欠である。タールクルの研究が明らかに
したようにテクノロジーは人間を孤立させるのではなく対話と関係性の質
によってむしろ人間性の拡張をもたらす可能性があり、その設計次第で、
連帯の場にも分断の場にもなりうる。したがって、国際社会の新しい形を
論じるうえで、心理的・倫理的次元を軽視することはできない。
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第3章　メタバースが拡張する生活領域と社会的統合

　メタバースの発展は、生活の仮想化とも言うべき現象によってライフス
タイル、心理、経済、教育、文化といった多様な領域に及び、社会的価値
を創出する「新しいインターナショナル」の原型を形成しつつある。
　まず、メタバースが人間の生活空間を統合し、物理的制約を超えた新し
いライフスタイルを形成しようとしている。従来のインターネットが情報
を閲覧し交換する場であったのに対し、メタバースでは、生活を体験する
場として機能し、仕事、学習、運動、購買、交流といった行為が一つのデ
ジタル空間の中で完結し、個人は複数の現実を同時に体験できる。統合さ
れた生活構造は効率性の向上のみならず、移動に伴うエネルギー消費の削
減や資源の共有化を促進し、環境負荷の少ない持続可能な社会の形成に寄
与する。すなわち、利便性の追求と同時に地球環境を支えるエシカル×テ
クノロジーとしての性格を帯びている。この生活のデジタル化は、個人が
新たな形の共同体に所属する契機となる。
　人々は物理的な距離や国境を越えて共通の価値観や関心によって結びつ
き、デジタル居場所と呼べる仮想的な生活圏を形成する。そこでは、言語
や文化の差異が分断の要因ではなく、むしろ多様性の源泉として機能す 
る。リアルタイム翻訳技術の進展やAIによる文化的適応の発展により、
メタバース空間における交流は、共通語を必要とせずとも成立するように
なる。ロバートソン（1992）が述べた、「グローカリゼーション」の概念
に照らせば、この現象は、世界的統一と地域的多様性が共存する新しい文
化秩序の起源であるといえる。
　一方で、生活の仮想化が進むほどに情報の倫理的管理が重要な課題とし
て浮上する。メタバース内で生成される行動履歴や購買データ、感情表現
は単なるデータではなく人格の一部として扱うべきものである。したがっ
て、プライバシー、同意、削除の権利といった情報倫理の枠組みを仮想社
会の制度設計に組み込むことが不可欠である。倫理はもはや社会の外部的
規範ではなく、空間そのものを支える構造的原理として再定義されねばな
らず、これこそがメタバース時代の社会的インフラである。
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　加えて、メタバースは心理的な次元においても人間関係のあり方を再構
築している。アバターという媒介を通じて、個人は現実世界の属性を超え
て他者と出会い、対話し、共感することが可能になる。タールクルが指摘
したようにインターネットは人間に多重的自己をもたらしたがメタバース
ではこの概念がさらに深化し、個人が異なる社会的文脈を自由に行き来で
きるようになる。この自由は、自己理解の拡張とウェルビーイングの向上
をもたらす一方で、責任の希薄化や依存の危険も伴う。
　ハーバーマス（1981）が提唱した参加の平等、理由の提示、検証可能性
という三条件を仮想空間の設計原理として応用することでメタバースは倫
理的で透明性の高い公共圏として機能する。匿名性を保ちながら共感的対
話が可能であり、特に身体的制約を持つ人々や高齢者にとって社会参加の
新しい手段となり、現実世界では得難い包摂的なつながりが生まれる。
　ブロックチェーンやNFTを基盤とした仮想経済圏の出現により個人や
小規模事業者が国境を越えて自由に取引できる環境が整いつつある。この
境界なき市場は、従来の国際貿易を超え創造力そのものを資本とする新し
い経済秩序を形成する可能性があり、観光分野では、目的地のデジタルツ
インが文化や環境を忠実に再現し、仮想体験を通じて文化理解を促進し、
地域経済を支える仕組みは持続可能な観光の新しいモデルである。
　教育においても、国や地域を越えた共有学習空間が形成され、世界中の
学生と同一の仮想環境で議論し、協働的に課題を解決する教育はもはや国
家制度に限定されず、知的共同体へと進化していく。このような生活、心
理、経済、文化の変化は、すべて一つの方向へと収束し、国家・市場・宗
教・言語といった既存の枠組みを超え、倫理と共感を基盤とした「共創型
社会」への移行に向かう可能性ある。
　フロリディは、情報社会を「人間と情報が相互に定義し合う空間」と定
義したが、まさにメタバースはこの理念を具現化している。人間の存在は
固定的ではなく、常に関係性と情報の流れの中で再構築され続け、国家間
の関係ではなく情報の共存によって生まれる新たなインターナショナルの
実験場となる。
　メタバースは人間の生活を仮想化することで社会そのものを再設計する
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契機を与えている。生活、心理、経済、教育、文化が一体化し、言語や国
境を越えた共感と共創の秩序が生まれるとき、そこに現れるのは新しいイ
ンターナショナルは、人間の生き方と社会の形をもう一度描き直すための
文明的挑戦である。

第4章　メタバースにおける人間性の変容

　人間の心は環境との関係性の中で形成される。社会心理学者クーリーの
「鏡映的自己」が示すように、他者との相互作用を通して人は自らを認識
する。メタバースでは、この相互作用が新たな形を取り、アバターという
媒介を通じて現実の身体的特徴や社会的属性を一時的に超越することがで
きる。タールクルが論じた「多重的自己」の概念は、メタバースによって
現実化し人は職業、趣味、学習など多様な文脈で異なる自己像を表現でき
るようになった。これらの自己は断片的な人格ではなく、相互に連関する
全体的存在として人間の心理的柔軟性を高めることとなり、自己の拡張は
同時に新しい共感の形を生み出す。現実社会では、文化・言語・外見など
の差異が分断の要因となるが、アバターを介して接し、国籍や宗教といっ
た社会的ラベルを越えて直接的な感情交流を行うことができる。匿名性に
よって差別や偏見の軽減につながる一方で、社会学者ジンメルが指摘した
ように、群衆はしばしば理性的判断を失い、感情的同調によって行動する
傾向を持つ。したがって、メタバースの共感構造を倫理的に維持するに 
は、感情を媒介する技術と同時に、理性を支える社会的制度の設計が不可
欠である。
　ハーバーマスの「コミュニケーション的行為理論」は、対話的理性を論
ずる上で重要な理論的支柱となる。彼は、社会秩序は暴力や権力ではな 
く、言語的合意を通じて維持されると述べた。多言語・多文化的対話環境
では、この合意形成の倫理が新しい国際秩序の根幹となりうる。AI翻訳
や音声認識の発展によって、異なる言語圏の人々がリアルタイムで議論 
し、共通の課題を検討することが可能となったことで、個々の発言は国籍
や社会的地位ではなく、その内容と合理性によって評価され、平等なコ 
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ミュニケーション行為の具体的形態となる。
　但し、そうした倫理の秩序が保てる一方で、仮想的交流が増えるほど身
体的接触や現実的経験が減少し、感覚のリアリティが希薄化する可能性が
ある。フロリディが論じた「情報的存在」としての人間は、情報環境との
相互作用を通じて自己を更新する存在であるが、その過程で実体としての
身体が軽視される危険がある。人間がデータ化され、アルゴリズムによっ
て価値づけられる社会では人格と情報が同一視される傾向が強まる。この
ような情報化社会において人間性を保つためには、生きた人間を情報の背
後に常に想起する倫理が必要である。心理的側面から見ると仮想空間で理
想化された自己を具現化し、現実の抑圧やストレスから解放されることが
できるが、同時に現実社会への関与が希薄化し、自己同一性の喪失を引き
起こす危険もある。ユング心理学における「ペルソナ（社会的仮面）」の
概念を用いるなら仮想空間での自己演出が過剰になると真の自己との乖離
が生じる可能性がある。したがって、メタバース時代のメンタルヘルスと
は、現実と仮想の間に心理的中間領域を設け、双方の自己を統合するプロ
セスを支援することが重要となる。

　現実世界で政治的・宗教的対立や戦争が繰り返されるなかで物理的暴力
を伴わず、異なる文化背景をもつ人々が仮想空間で共に働き、学び、創造
する行為は現実の国際関係の緊張を緩和し、共感に基づく平和的共存の基
盤を築くものである。スピノザが述べているように「理解は憎悪の反対で
ある」、他者を理解すること自体が暴力の否定であり、メタバース空間で 
は、その哲学を実践する場として機能する可能性がある。

　メタバースにおける人間性の変化は、①アイデンティティの多層化、②
共感の再構築、③倫理の内面化という三つの軸で説明できる。それは、自
分が何者であるかを再定義する過程であり、現実と仮想、身体と情報、個
人と社会が融合する時代における人類の新しい生の様式を示している。国
境を越えた共創と理解の秩序であり、国家ではなく、人間の連帯が新しい
インターナショナル社会を支える。
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第5章　経済・倫理・ガバナンスの再構築と
インターナショナル社会の新秩序

　メタバースの出現は、単に生活や心理の領域を変革するだけでなく、経
済、政治、そして倫理の枠組みそのものを根底から書き換える契機となっ
ている。これまで国際社会の秩序を支えてきた基盤は、国家主権、資本の
集中、制度的規範、物理的領土といった近代的構造に依拠していたが、メ
タバースがもたらす新しい社会像は、情報、ネットワーク、信頼、そして
倫理といった非物質的要素を中心に据えた新たな原理へと移行しつつあ
る。すなわち、社会の基盤が物理的実体から情報的関係性へと転換する中
で経済システムとガバナンスの形態も根源的再編を迫られており、人類は
倫理的経済と分散的主権を中核とする新しいインターナショナル社会の創
出という未踏の領域に足を踏み入れようとしているのである。
　現代資本主義は、デジタル化の進展によってすでに監視資本主義の段階
に突入しており、ズボフが指摘するように、個人の行動や嗜好、思考傾向
までもがデータ化され、それが経済価値として売買される構造が定着して
いる。メタバースの普及はこの傾向をさらに加速させ、感情、視線、身体
動作、さらには会話や沈黙までもが解析・収集され、取引対象となる可能
性があり、メタバース経済は、人間の存在そのものがデータ経済の循環構
造に組み込まれる行動経済の最終形としての性格を持ち、倫理的統制を欠
けば個人の尊厳が商品化される危険を内包する。こうした状況に対して法
制度による事後的対応だけでは不十分であり、倫理をシステムの根幹に組
み込む「デジタル・ガバナンス倫理」の確立こそが不可欠となる。
　フロリディの「情報倫理」は、この課題に対して強固な理論的基盤を与
える。彼は、人間を情報的存在として捉え、情報の生成・流通・利用に関
わるすべての行為を倫理的観点から評価する必要性を説いた。この観点に
立てば、メタバースにおける経済活動も単なる取引や生産の行為ではな 
く、倫理的判断を伴う情報的行為として理解されるべきであり、その透明
性、公平性、説明責任といった価値原理が制度の設計段階から内在化され
なければならない。ブロックチェーンを基盤とする仮想経済圏では、改ざ
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ん不能性とともに個人情報の匿名性や選択性を確保する設計が求められ、
経済の信頼性は中央権力による統制ではなく、技術的透明性と倫理的合意
という二重の仕組みによって担保される。こうして、国家や巨大企業によ
る独占的支配を超えた「分散的信頼経済」が現れつつあり、そこでは倫理
と技術が不可分な関係で共進化していく。

　この経済の分散化は、同時に主権概念の再定義を迫っている。通貨、法、
情報の独占を通じて領土的支配を行使してきた近代国家において、主権は
常に中央集権的構造に依拠してきた。しかし、メタバース社会において主
権は情報の制御権として再構築され、権力の正統性は国家から分散的ネッ
トワークへと移行する。ダリオ（2021）が指摘するように国家の盛衰を決
定づける要因は制度への信頼と情報の正確性にあり、この原理は仮想社会
にもそのまま適用される。
　DAO（分散型自律組織）などに象徴されるように意思決定権は多様な
主体の間で水平的に共有され、国家・企業・個人・AIといった異質な存
在が相互に補完し合いながら新しいガバナンスモデルを形成していく。こ
こにおいて国家は依然として法的正統性の担い手であり続けるが、その上
位構造においては技術と倫理に基づく「多層的主権」の時代が始まりつつ
ある。
　このような構造変化の中で、経済活動の目的もまた変容を遂げる。ド 
ラッカーが「経営の目的は利益ではなく社会における使命の実現である」
と述べたように、メタバース経済における企業活動は、もはや売上や株価
によって評価されるのではなく、社会的価値の創出と倫理的信頼の形成に
よって評価されるようになる。ここでは、データやAIは単なる生産の道
具ではなく、人間的価値を媒介し共創する社会的装置として機能する。仮
想店舗、教育空間、医療支援、環境保全プロジェクトなどが国境を越えて
展開されるメタバース内の活動は、まさに倫理的経済が形成され、国際的
な共創型経営の新しい形を示している。
　政治的観点から見れば、メタバースの発展は、主権の重心が「国家」か
ら「ネットワーク」へと移ることを意味している。ラトゥール（2005）の
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アクター・ネットワーク理論が示すように社会とは固定的な構造ではな 
く、人間と非人間（技術、制度、物質）との関係性によって構成される動
的ネットワークである。この理論が現実化し、AI、アバター、アルゴリ
ズム、ブロックチェーン、そして人間が相互に影響を与えながら秩序を形
成する。これにより、従来の垂直的ガバナンスから相互作用と自律調整を
基盤とする水平的秩序へと移行することとなり、ハーバーマスの合意形成
の倫理とラトゥール的ネットワーク理論の融合は、メタバースにおける新
しい民主主義の原型を提示するものである。
　この変化はまた、経済の倫理化と倫理の経済化という双方向の現象を生
み出す。すなわち、経済活動のあらゆる場面において倫理が内在化される
と同時に倫理的行為そのものが経済的価値を持つようになり、社会的責 
任、環境配慮、データ保護、包摂性などが企業評価の指標として定着して
いく。この潮流は、ESG投資やサステナブルファイナンスの発展として
顕在化しているが、メタバース経済においてはさらに深化し、倫理的行為
が直接的な価値を生み出す「エシカル・キャピタリズム」へと進化する。
ここでは、倫理が市場の外部規範ではなく、経済そのものの構造的要素と
なるのである。
　メタバースがもたらす倫理的経済の形成は、同時に新しい国際協調のモ
デルを提示する。それは、国家間の競争を前提とした旧来の国際秩序に代
わり、共通の技術基盤と倫理規範を共有し、共創を中心原理とする秩序へ
の転換である。国境を越えた企業連携や教育・文化交流は、単なる交流を
超えて、共通の理念・ガイドライン・審査プロトコルに基づく協働構造を
形成し、情報社会の基盤を構築していく。
　トインビー（1934-1961）が文明の興亡を「挑戦と応答」の連鎖として
捉えたようにメタバースの登場もまた、環境危機、格差、地政的分断と 
いった現代文明の危機に対する人類の創造的応答として位置づけられる。

　結論として、メタバースは、経済と倫理、主権とネットワーク、個人と
社会の関係を再構築する文明的装置であり、その本質は、情報技術の高度
化ではなく、人間が自らの行為を倫理的に制御し、他者と共に価値を創造
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する仕組みを自律的に設計できるとき、インターナショナル社会は初めて
真に自由で平等な形を獲得する。
　メタバースは、そのための最初の社会実験であり、その実験によって証
明するのは倫理を基盤とした経済と信頼を通貨とする国際秩序である。す
なわち、メタバースとは、情報文明における新しいルネサンスであり、次
世代人類社会が目指すべき平和と共生の設計図なのである。

第6章　メタバースと未来文明
─情報的インターナショナル社会の展望─

　本章では、これまでの考察を踏まえ、メタバースを情報文明の成熟段階
として捉え、人類がこれから迎える「情報的インターナショナル社会」の
未来像を描くことを目的とする。前章までに明らかにしたように、メタ 
バース空間には人間存在の定義、社会構造の原理、経済と倫理の関係、さ
らにはガバナンスの概念までも根底から書き換える契機が内包している。
農耕社会から産業社会、そして情報社会へと進化してきた人類の歩みを振
り返るならば、メタバースの登場はこれらに続く「第四の文明的転換点」
であり、人間が自らの存在と社会の意味を再定義する局面に立ち会ってい
るといえる。
　フロリディは、情報革命を「第四の革命」と位置づけ、コペルニクスが
人間を宇宙の中心から外し、ダーウィンが人間を生物進化の連鎖に組み込
み、フロイトが人間の理性の支配を否定したように情報技術は人間を「情
報の流れの中に位置する存在」として再定義したと述べている。この観点
から見れば、メタバースは情報革命の成熟形態として人間の存在領域を現
実と情報の両世界に拡張し、物質的身体とデジタル的身体の共存による 

「拡張的人間観」を提示している。人間はもはや自然や機械の外側に立つ
主体ではなく、情報ネットワークの一部として他者や環境と相互依存的に
生きる存在へと変容している。この人間像の転換は、フロリディが指摘し
た情報倫理の枠組みと響き合いながら、社会全体の倫理的・制度的再構成
を促している。
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　このような変化は、政治・経済・社会の秩序に新たな均衡をもたらす。
従来の国際社会が国家主権と領土的支配を軸に構築された垂直的秩序で
あったのに対し、メタバース社会では、個人、企業、AI、教育機関、自治 
体、国際機関、そしてNGOなど、多様な主体が水平的ネットワークとし
て結ばれる。ここでのガバナンスは命令と服従による統制構造ではなく、
情報の共有と合意によって成立する動的で再帰的なシステムであり、社会
学者ギデンズが「再帰的近代化」と呼んだように、社会が自己を反省し、
自らを再設計する能力を獲得する過程と一致する。メタバース社会におけ
る制度や倫理は、固定化された法規範ではなく、常に再評価され更新され
続ける「オープンな社会契約」として機能し、これが第5章で論じた「倫
理的経済」と「分散的主権」の基盤をさらに発展させることになる。
　経済領域においても、メタバースは成長のための競争から共創のための
協働への価値転換をもたらす。生産と消費の概念は、仮想空間において体
験と共有へと置き換わり、貨幣価値よりも信頼や評価、さらには共感が経
済の主軸となる。ブロックチェーンやトークンエコノミーの発展は、まさ
にこの構造の未来を示しており、個人や共同体が独自の価値単位を発行 
し、国家通貨に依存しない経済圏を形成している。このようなメタバース
経済は、ドラッカーが予見した「知識社会」の深化形であると同時に、リ
フキンの「第三次産業革命」が描いた再生可能エネルギー・通信・物流の
統合的社会システムを情報的次元へと拡張した姿でもある。経済行為は単
なる取引ではなく、社会的・倫理的行為として評価され、価値の中心が利
益から意味へと移行する点に21世紀的経済文明の方向性が見て取れる。
　一方で、メタバースは「平和の構造」をも根本的に変える可能性を秘め
ている。これまで国家間の紛争は、領土や資源、宗教や民族といった物理
的・文化的要素を巡る対立によって生じてきた。しかし、情報空間におい
ては、支配と従属の力学が薄れ、代わりにアクセス権と認知の格差が新た
な不平等を生む。ゆえに、21世紀の平和とは、もはや武力の均衡によっ
て維持されるものではなく、情報の公正な流通と倫理的共有によって支え
られるべきものである。ロバートソンが提唱した「地球的意識」の概念に
基づけば、メタバース社会の平和とは異なる価値観や文化を排除するので
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はなく、それらを包摂し、共通理解の場を創出することで達成される。平
和とは制度化された静的な状態ではなく、日々のコミュニケーションと相
互理解の積み重ねによって動的に維持される「倫理的プロセス」として再
定義されるのである。
　この文脈において、教育と文化の役割は決定的に重要となる。メタバー
スは、国境を越えた学習共同体を形成し知識と経験の共有を通じて国際的
連帯を促進する。学びはもはや教科書や教壇の中に閉じられたものではな
く仮想空間における体験的探究そのものへと変化する。学習者は、受け手
ではなく「世界を再構築する主体」として参加し、教育は単なる知識伝達
ではなく、異なる他者を理解し、共に未来を設計する力を育むプロセスと
なる。Nakamuraが示したようにデジタル空間は常に人種・性・文化の再
構築を伴うが、この多様性を排除ではなく創造の源泉として活用すること
で、教育は「文化的共感の場」へと進化する。すなわち、教育は社会統合
のための制度ではなく、差異を対話に変えるための倫理的実践として機能
するのである。
　哲学的に見れば、メタバースが提示する最大の課題は「存在の再定義」
である。現実と仮想の境界が曖昧になる中で、我々は「どこに存在し、何
を現実と呼ぶのか」という根源的な問いに直面している。シュペングラー
が『西洋の没落』において、文明の衰退を精神の形骸化として論じたよう
に現代の物質文明もその終局に近づきつつある。メタバースの興隆は、情
報と倫理を媒介として人間精神を再生しようとする新たな試みであり、ト
インビーが唱えた「挑戦と応答」の循環原理に則って、格差・分断・環境
危機といった現代社会の試練に対する文明的応答の一形態といえる。ここ
での応答は技術による解決ではなく、倫理的関係性の再構築を通じて新し
い人間像を生み出すことそのものである。

　総括すれば、メタバースが描き出す未来文明とは、情報技術と人間精神
が再び統合される「共感の文明」であり、その社会においてインターナ 
ショナルとはもはや国家間の力学を意味せず、人間、AI、アルゴリズム、
情報的存在が協働して価値を創出し、倫理的原理によって結ばれるネット
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ワーク的共同体を指す。主権は分散し、経済は共感を基盤に運用され、ガ
バナンスは透明な対話と合意に支えられる。このような社会の到来こそ 
が、情報文明時代における「新しいインターナショナル社会」の姿であり、 
第1章で示した「多角的視点による文明理解」から第5章で論じた「倫理
的経済と分散的主権」の延長線上に位置づけられる、未来的帰結である。
　最終的に、人類がメタバースを通じて目指すべきは技術による支配でも
経済的繁栄でもなく、理解と共生に基づく倫理的秩序の確立である。人間
が自己を情報的存在として認識し、他者との関係性を倫理の中心に据える
とき、そこに現れるのは国境を越えた自由で平和な文明である。メタバー
スはそのための通路であり、人類史の新しい入口、すなわち「情報的イン
ターナショナル社会」への扉を開く鍵なのである。

終　章

　本研究は、メタバースという新たな情報空間を単なる技術的進展や経済
的潮流ではなく、社会構造と人間存在を再編成する文明的転換の兆候とし
て捉えてきた。その核心にあるのは情報の流通と倫理的関係性が国家や資
本の枠を超えて社会秩序を形成しうるという新しい可能性である。現代の

「インターナショナル」は、もはや国家間の交渉や協定による構築物では
なく、ネットワーク上の共有・対話・共感の蓄積を通じて自律的に生成さ
れる動的な秩序へと移行しつつある。メタバースは、その変化を最も純粋
な形で具現化する社会的実験場であり、情報文明の次段階を象徴する装置
である。
　注視すべきは、この空間において、個人・AI・自治組織・企業など多
様な主体が中央集権的な制度を介さずに相互に接続し、透明な情報共有と
分散的合意を基盤に共創的関係を築く構造が生まれつつあることである。
それは、主権の集中を前提とする近代国家モデルの限界を超え、信頼・説
明責任・倫理的判断によって維持される分散型ガバナンスへの移行を示唆
している。こうしたネットワーク的社会では、政治・経済・文化のいずれ
もが情報を媒介として連動し、国境という地理的制約は次第に相対化され
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る。結果として、国際社会は固定された制度的枠組みではなく、相互理解
と共感の動的ネットワークとして再定義される可能性を帯びている。
　ズボフの「監視資本主義」が示すようなデータ独占型経済から参加者が
自らデータの利用・価値化を設計できる分散的エコシステムへの転換が進
みつつあるとしている。リフキンが提唱した「共有型経済」の構想がメタ
バース空間において再現されるとき、経済価値はもはや貨幣や資本の量で
はなく、信頼、共感、創造的連帯の質として測られる。すなわち、経済は倫 
理的行為と文化的表現を包含した社会的活動へと拡張され、国境を越えた
価値共創の基盤が形成されていく。こうした動向は、既存の国際貿易や市
場経済の延長線上にはない、新しい情報経済圏として注目すべきである。
　さらに重要なのは、メタバースが平和と共生の構造を根本から変える可
能性を内包している点である。従来の国際秩序が軍事的抑止や経済的均衡
によって維持されてきたのに対し、情報社会における平和はアクセスの平
等性とコミュニケーションの倫理性によって支えられる。平和とは国家間
の停戦ではなく、相互理解を維持し続ける不断の関係性であり、異なる文
化・宗教・言語をもつ人々が、共有空間の中で互いの世界観を体験的に理
解し合うことが可能となり、共感に基づく国際関係という新しい平和モデ
ルが模索される。
　メタバースの発展は、物理的領土や政治的主権を基盤とした従来のイン
ターナショナルを超えて、情報と倫理を中核とする国境なきインターナ
ショナルへと社会構造を変容させ、新しい秩序は地理的国境を解体するの
ではなく、それを相対化することで共生可能な多層的ネットワークを生み
出すだろう。
　人間、AI、アルゴリズムが相互に補完し合い、情報の流通を通じて信
頼と共感を形成する世界においてインターナショナルとは国家の制度的関
係ではなく、倫理的共創の体系として再定義される。
　但し、この仮説はあくまで理論的段階に留まる。
現実には、メタバースが監視や情報格差の新たな温床となる危険もあり、
倫理的・制度的基盤の設計は未だ発展途上である。したがって今後の研 
究課題としては、第一に、情報倫理とガバナンス設計の実証的検証、第 
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二に、経済的価値創出と社会的包摂の両立に関する政策的研究、第三に、
教育・文化・心理といった非経済領域におけるメタバース活用の影響分析
が挙げられる。特に、AIと人間の協働が社会的判断や公共性にどのよう
な影響を及ぼすかを長期的に追跡することは不可欠である。

　結論として、メタバースは現実世界を置き換えるものではなく、情報文
明が新たな国際社会を形成するための倫理的・文化的基盤を提供する。そ
こに芽生えつつあるのは、国家や市場を超えて人間の理解と共生を軸とし
た新しい文明秩序である。インターナショナルは再び人間的次元に回帰し
つつあり、メタバースはその媒介として、人類が「共に生きる」ための新
しい制度的想像力を試す場所となる。
　したがって本研究が提示した議論は、未来社会の設計をめぐる理論的仮
説の一端にすぎないが、その探究の継続こそが、新たなインターナショナ
ル、情報文明時代における人間と世界の新しい関係を見出すための最も重
要な課題であると考える。
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アブストラクト
　本稿は、日本における高度外国人材受け入れ政策の歴史的展開を整理し
た上で、高度外国人材活用における企業経営への示唆を検討した。1988
年以降、政府は専門的・技術的分野の外国人材受け入れを推進し、1990
年代は制度整備、2000年代は少子高齢化対応と成長戦略、2010年代以降
は国際競争力確保へと重点を移行してきた。この中で「高度外国人材」の
定義は政策目的に応じて柔軟に運用され、必ずしも絶対的基準を持たない
ことが明らかとなった。
　しかし理念先行の政策と企業現場の実態には乖離があり、多くの企業で
高度外国人材の活用は限定的である。企業経営にとって重要なのは、高度
人材を単なる労働力補填ではなく、知識資源や異文化的視点を統合する人
的資源として捉え、高度外国人材雇用を企業の人事戦略として位置づける
ことである。本稿は、政策と実態の乖離を踏まえ、企業が高度外国人材を
価値創造の主体として活用する方向性を提示した。

キーワード：高度外国人材　受け入れ政策　入国管理　戦略的人事　
雇用ポートフォリオ　経路依存性　価値創造
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第1章　はじめに

　日本社会は少子高齢化に伴い労働人口の減少に直面している。特に1990 
年代以降、外国人労働者の受け入れは社会的・経済的課題として注目され
てきた。とりわけ「高度人材」と呼ばれる専門的・技術的分野の人材は、
単なる労働力不足の補填にとどまらず、イノベーション創出や国際競争力
強化の担い手として期待されている。しかしながら、日本における高度人
材政策は一貫性を欠き、制度改正が断片的かつ試行錯誤的に行われてきた
ことが指摘されている。
　1980年代末以降、日本政府は「専門的・技術的分野の外国人材」につ
いては積極的に受け入れるとの方針を掲げてきた。しかしその政策的正当
化の論理は、経済・社会状況に応じて変容してきた。1990年代には制度
の明確化と原則維持が重視され、2000年代には少子高齢化や国際競争力
強化といった国家的課題の解決策として高度人材が位置づけられ、2010 
年代以降は国際的な人材獲得競争に対応するため積極的な誘致が展開さ 
れている。さらに2020年代には、従来の制限的な枠組みを超える新制度

（J-Skip、J-Find）が創設されている。
　しかし、こうした制度設計の理念と企業が抱える現場での実際の受け入
れ状況の間には乖離が存在している。政策的には高度人材の積極的受け入
れが標榜されつつも、実際には留学生や技能実習生など「補完的労働力」
としての受け入れが中心を占め、企業組織における高度外国人材の戦略的
活用は限定的であった。これは、政府の政策意図と企業の人材戦略との間
に生じる構造的ギャップを示している。加えて従来の議論は、多くの場 
合、外国人労働者の受け入れを「社会問題」として扱う観念的な枠組みに
留まる傾向が強く、企業現場での外国人労働者の実態は十分に参照されて
こなかった。この結果、政策決定や社会的議論は、労働力補填や治安・文
化的同質性といった限定的な観点に偏り、企業戦略上の価値や組織への影
響は見落とされることが多かったといえる。
　そこで本研究では、日本の外国人高度人材政策の制度的変遷を歴史的に
整理し、その過程が企業組織に与える含意を明らかにする。従来の研究は



日本の高度外国人材受け入れ政策の歴史的変遷と企業経営への示唆

221

制度変化や社会的影響を論じるものが多く、法制度や移民政策を対象とし
た政治学・社会学的分析が中心で、企業経営との接点を十分に検討してこ
なかった。一方、経営学分野では、外国人労働者の組織適応、ダイバーシ
ティ・マネジメント、イノベーション効果などが研究対象となっているが、
これらの研究は「制度的枠組み」を前提条件として扱うにとどまり、制度
史と企業組織の相互作用を分析対象としてこなかった。本稿はこのギャッ
プを補完し、入管政策の変遷を制度史的観点から整理しつつ、経営学的視
点から企業組織への示唆を提示することを目指す。

第2章　高度外国人材受け入れの政策展開

　我が国において1980年代から1990年代にかけて外国人人口をけん引し
てきたのは、日本社会と何らかのつながりを有する南米からの日系人や日
本人の配偶者等であった。しかし1990年の入管法改正や1993年の技能実
習制度の開始を経て1990年代後半に入ると日本社会とつながりを持つも
のに限定せず、一定の条件を満たせば誰でも取得可能な在留資格、例えば
留学、技能実習、専門的・技術的職業といった在留資格の取得によって、
日本において留学や就労、さらにはそこから永住資格に至る移住過程が出
現してきたといえる（是川、2019）。
　実は意外とも思えるが日本は高度人材に関しては従来から先進国の中で
は受け入れに開放的な国の1つであったと大石（2018）は述べる。諸外国
では一般的な「労働市場テスト」や「人材不足業種リスト」はなく、大卒で 
自分の専門に関する職を得ることができれば、外国人でも日本人と同等に
働くことができるからである。日本政府としても高度外国人材の受け入れ
は早い段階から推進が図られており、その経過をまずは整理していきたい。
　最初に注目すべきは、1988年の閣議決定「外国人労働者問題に関する
基本的考え方」である。ここで政府は初めて、公式に「専門的・技術的分
野の外国人については積極的に受け入れる」ことを明示した。同時に「単
純労働者は受け入れない」という原則も改めて確認され、この二本立て方
針は以後の外国人労働者政策の基本枠組みとして長く維持されることと
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なった。
　1990年の入管法改正では、この立場を法制度に反映するかたちで「専門 
的・技術的分野」に該当する在留資格が明確化された。教授、研究、教育、
技術、人文知識・国際業務など、今日の「高度人材」に相当する在留資格
が整備され、外国人専門職の就労ルートが制度的に確立されたことは大き
な意味を持つ。この改正はまた、日系人への「定住者」資格付与や留学生
の就労拡大と並行して行われたため、建前と実態の乖離を伴いつつも、「高
度人材」分野の制度的基盤を形成した改正といえる。
　1999年の労働省「雇用対策基本計画（第9次）」では、経済社会のグロー
バル化に伴い、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、
専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する、と
している。そのために経済、社会等の状況の変化に応じて在留資格及び在

表1　日本政府における外国人労働者受け入れの歴史的変遷
年代 政策・法制度 社会状況 政府の立場・スタンス

1950年代
〜70年代 特段の受入制度なし

高度経済成長による労働力不足
（製造業・建設業中心）。女性・
高齢者の労働参加促進で対応。

「単純労働者は受け入れない」
を原則化。外国人労働力の導入
は否定的。

1980年代
後半

研修制度（企業内研修）
導入

バブル景気で人手不足深刻化。
アジアからの不法就労者が増加。

表向きは受け入れ拒否、実際に
は「研修生」という名目で受け
入れ拡大。

1990年 入管法改正（日系人に「定
住者」資格付与）

中南米日系人の来日増加。労働
力として定着開始。

「日系人は文化的に近い」として
受け入れを正当化。高度専門人
材以外は不受け入れを再確認。

1993年 技能実習制度創設 中小企業・農業・建設業などで
慢性的な人手不足。

建前は「国際貢献・技術移転」、
実態は労働力確保。政府は「単
純労働ではない」と説明。

2000年代
「留学生30万人計画」
（2008）、高度人材ポイ
ント制（2012）

少子高齢化の加速、人口減少が
顕著に。

外国人を「高度人材」として積
極的に位置付け。だが「単純労
働者受け入れない」原則は維持。

2010年代
前半

介護分野でEPA協定に基
づく外国人受け入れ開始 介護・建設で人手不足が深刻化。「例外的受け入れ」として限定

的に容認。

2018年 入管法改正（特定技能1
号・2号創設）

人手不足が全国規模で危機的状
況に。外食・介護・建設など
14分野で受け入れ。

事実上「単純労働者受け入れ」
を解禁。公式には「移民政策で
はない」と強調。

2020年代
〜現在

特定技能制度拡充（対象
分野拡大、永住可能性検
討）／技能実習制度の見
直し議論（廃止・一本化へ）

コロナ禍を経て外国人材依存が
顕在化。労働力不足が構造的課
題に。

政府は「外国人材は必要不可欠」
と認識を転換。ただし「移民国
家化」は否定し続ける。
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留資格に関する審査基準によって規定される外国人労働者を受け入れる範
囲については今後も見直すこと、受入れ国としてみた日本には、周辺に巨
大な人口を有し、かつ経済的に発展途上にある国が多いことから、巨大な
潜在的流入圧力が存在していることに留意しつつ、我が国の産業及び国民
生活に与える影響その他の事情を勘案しつつ、雇用情勢の悪化など我が国
の労働市場の状況を反映して的確かつ機動的に入国者数を調節できるよう
な受入れの在り方についても検討する必要がある、とした。1

　こうした流れを受けて、2000年代に入ると、少子高齢化とグローバル
競争の深刻化を背景に、高度人材を国家的成長戦略の中核に位置づける動
きが強まった。2001年1月に「e-Japan戦略」を掲げて「5年以内に世界最
先端のIT国家となる」という目標の下、IT戦略本部を中心とした官民の
総力を挙げた取り組みを立ち上げた。翌年には「e-Japan重点計画 – 2002」
のなかで、2005年までに3万人程度の優秀な外国人人材を受入れ、米国水
準を上回る高度なIT技術者・研究者を確保すると明言している。
　2008年6月の閣議で、高度な人材を受け入れ、活力を海外から吸収する
ことが重要であるとして、「経済財政改革の基本方針 2008～開かれた国、
全員参加の成長、環境との共生～」（2008年6月27日閣議決定）によって
高度外国人材の受入れ拡大が経済成長戦略の具体的手段の一つに位置付け
られ、さらに開かれた国にする観点から、高度人材受入れとも連携させな
がら、留学生受け入れを拡大させ、2020年を目途に留学生数を30万人に
することを目指すことも盛り込まれた。
　この閣議決定を受けて、2008年7月に文部科学省、外務省、法務省、厚
生労働省、経済産業省、国土交通省が「留学生30万人計画」の骨子を策

1	 労働省職業安定局雇用政策課「第9次雇用対策基本計画について─今後の労働市場・
働き方の展望と対策の方向─」1999年（平成11年）8月13日発表資料（別紙）より引
用。なお、「いわゆる単純労働者の受入れについては、国内の労働市場にかかわる問
題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国
や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコ
ンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である」とも記載してい
る。
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定し、日本をより世界に開かれた国として、アジア、世界の間のヒト・モ
ノ・カネ、情報の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開する一環とし
て、2020年を目途に30万人の留学生受入れを目指したもので、高度人材
受入れとも連携させながら、国・地域・分野などに留意しつつ、優秀な留
学生を戦略的に獲得しつつ、アジアをはじめとした諸外国に対する知的国
際貢献を果たすことを謳っている。「留学生30万人計画」は将来的に日本
社会に貢献する高度人材の育成・確保を明確に政策課題としたものであっ
たといえる。
　その後、2008年7月に「高度人材受入推進会議」（内閣官房長官が開催）
が設置され、2009年5月に報告書が取りまとめられた。このなかで、高度
外国人材を以下のように定義した。
　「我が国が積極的に受け入れるべき高度人材とは、「国内の資本・労働と
は補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が
国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通
じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を
高めることが期待される人材」と定義付けることができる。」
　以上のような基本認識に立ち、高度外国人材受入れの意義は大きいと報
告書の中でまとめている。2010年には「新成長戦略～「元気な日本」復
活のシナリオ～」（2010年6月18日閣議決定）にて、「グローバル人材の育 
成と高度人材等の受入れ拡大」の項目の中で、「優秀な海外人材を我が国
に引き寄せるため、欧米やアジアの一部で導入されている“ポイント制”
を導入し、職歴や実績等に優れた外国人に対し、出入国管理制度上の優遇
措置を講じる仕組みを導入する。また、現行の基準では学歴や職歴等で要
件が満たせず、就業可能な在留資格が付与されない専門・技術人材につい
ても、ポイント制を活用することなどにより入国管理上の要件を見直し、
我が国の労働市場や産業、国民生活に与える影響等を勘案しつつ、海外人
材受入れ制度を検討し、結論を得る」として、ポイント制による高度人材
の受け入れによって在留高度外国人材の倍増を目指す方針が出された。
　その後、法務省では、2012年5月7日から高度人材ポイント制を開始し、
これにより一定の要件に該当する外国人を、その者の申請を受けて、高度
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図1　高度専門職《ポイント計算表》
出典　出入国在留管理庁HP「在留資格「高度専門職」（高度人材ポイント制）」より抜粋
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外国人材と認定することとした。これは学歴・職歴・収入などによって外
国人を評価し、一定水準を満たす者に対して在留上の優遇措置を与える制
度である。このポイント制により、高度人材は「例外的に受け入れる対 
象」から「我が国の経済社会の活性化に資する戦略的資源」として位置づ
け直されたと言える。2017年には永住申請要件が最短1年に短縮され、家
族呼び寄せの拡大も認められるなど、優遇は一層強化された。2017年6月
9日に閣議決定した「未来投資戦略2017」のなかでも、「優秀な外国人材
について、より積極的な受入れを図り、イノベーションを加速し、我が国
経済全体の生産性を向上させることが重要である」と明言し、高度外国人
材受け入れを積極的に推進していることがみてとれる。
　外国人材の受入れをめぐるもう1つの動きとして、「未来投資戦略2018」
において、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化し、我が
国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているとし 
て、従来の専門的・技術的分野の外国人材に限定せず、一定の専門性・技
能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する
ために、真に必要な分野に着目し、生産性向上や国内人材の確保のための
取組（女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等）を 
行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と
認められる業種において、かつ移民政策とは異なるもの

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

として、外国人材
の受入れを拡大するために新たな在留資格「特定技能」を創設した。
　政府では2006年に取りまとめた「『生活者としての外国人』に関する総
合的対応策」に基づいて外国人が暮らしやすい地域社会づくり等に努めて
きたが、新たな在留資格である「特定技能1号」及び「特定技能2号」の
創設（2019年4月施行）を踏まえつつ、外国人材の受入れ・共生のための
取組を推進していく観点から、2018年7月24日に設置された「外国人材
の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」を開催し、「外国人材の受入れ・
共生のための総合的対応策」（以下「総合的対応策」という）を取りまと
めるに至っている。総合的対応策は、外国人材を適正に受け入れ、共生社
会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社
会の実現に寄与するという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生
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に関して、目指すべき方向性を示すものである。
　この総合的対応策は、必ずしも高度外国人材の受入れ促進の観点から策
定されたものではないが、高度外国人材をも含む外国人材の全般を対象と
して、外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日
本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的
を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して目指すべき方向性が定
められるとともに、各種の具体的施策が挙げられていることに着目できる
ものと考えられる。
　2020年代に入ると、高度外国人材受け入れの傾向はさらに加速した。
2023年4月には「特別高度人材制度（J-Skip）」が新設され、これまでの高
度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であ
れば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よ
りも拡充した優遇措置を認めることとなった。

図2　高度外国人材の受入れに係る「新たな制度」の創設について
（特別高度人材（J-Skip）の概要）

出典　出入国在留管理庁HPより抜粋
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　さらに2023年4月から「未来創造人材制度（J-Find）」が新設され、デ
ジタル分野を中心に世界的な高度人材を呼び込むことが明確に掲げられ
た。これは、優秀な海外大学等を卒業等した外国人材が、日本において 

「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」（未
来創造人材）が付与され、最長2年間の在留が可能となるものである。こ
れらの制度は、従来の制限的な受け入れから積極的な誘致への転換を示す
ものであり、専門的・技術的分野の外国人労働者に対する政府のスタンス
が大きく変容したことを象徴している。
　以上を総括すると、日本政府は1988年の閣議決定以降、専門的・技術的 
分野における外国人労働者の受け入れを一貫して肯定してきた。ただし、
その正当化の論理は時代ごとに変化している。しかし高度人材政策の展開
過程をみると、制度設計の理念と現実の受け入れ状況の間にはしばしば乖
離が存在した。1990年代には制度整備と原則維持が優先され、2000年代

図3　高度外国人材の受入れに係る「新たな制度」の創設について
（未来創造人材制度（J-Find）の概要）

出典　出入国在留管理庁HPより抜粋
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年月日 出来事 内　容

2007.
11.1

大学卒業後も継続して起
業活動を行う留学生の卒
業後の継続在留を認める
措置の実施

大学の学部又は大学院を卒業（又は修了）後180日以内に会社法人
を設立し起業して在留資格「投資･経営」に在留資格変更許可申請
を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生に
ついて、一定の要件の下に、「短期滞在」への在留資格変更を許可
することとし、更に在留期間の更新を認めることにより、最大180
日間の在留を認めることとした。

2009.
3.13

大学等を卒業した留学生
が行う就職活動等の取扱
についての通知

大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して
同校を卒業した留学生が、同教育機関を卒業後、就職活動を行ってお
り、かつ、当該教育機関による推薦がある場合には、「特定活動」へ
の在留資格変更を許可し、更に1回の在留期間更新を認めることによ
り、最長1年間滞在することを可能とした（平成21年4月1日から実施）。

2010.
7.1

2009 年改正法の一部施
行（在留資格「留学」と

「就学」の一本化）

在留資格「留学」と「就学」の一本化、留学生の安定的な在留のた
め、大学生等を対象とする在留資格「留学」と高校生等を対象とす
る「就学」の区分がなくなり、「留学」の在留資格に一本化された。

2011.
7.1

「出入国管理及び難民認定
法第7条第1項第2号の基
準を定める省令」の改正等

在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等に係る学歴要件に、本
邦の専修学校の専門課程修了が加わった。

2012.
5.7

「出入国管理及び難民認
定法第7条第1項第2号の 
規定に基づき高度人材外
国人等に係る同法別表第
1の5の表の下欄（ニに係 
る部分に限る。）に掲げ
る活動を定める件」の施
行（高度人材に対するポ
イント制による出入国管
理上の優遇制度の導入）

高度人材の受入れを促進するためのポイント制による出入国管理上
の優遇制度について、平成24年3月30日に制度を措置する法務省
告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づ
き高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄（ニに係る
部分に限る。）に掲げる活動を定める件」及び「出入国管理及び難
民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係
る同法別表第一の五の表の下欄（ニに係る部分に限る。）に掲げる
活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留す
る者等の在留手続の取扱いに関する指針」を制定し、同年5月7日
に施行した。

2013.
5.20

高度人材に対するポイン
ト制による出入国管理上
の優遇制度の見直しに関
する検討結果報告

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度につい
て、見直しの方向性に関する検討の結果を取りまとめ、第6次出入
国管理政策懇談会から法務大臣に報告された。

2013.
7.1

「出入国管理及び難民認
定法第 7 条第 1 項第 2 号
の基準を定める省令」の
改正等

留学生に対する更なる就職支援を図るため、専門士の称号を付与さ
れた専門学校卒業生が入国しようとする場合において、上陸許可基
準における学歴要件を満たすよう、「出入国管理及び難民認定法第
7条第1項第2号の基準を定める省令」（平成2年法務省令第16号）
中の在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等に係る学歴要件を
改正した。また、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の
基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定め
る件」（平成23年法務省告示第330号）を新設し、同告示において、
専門士の称号を付与されたこと等を要件として定めた。

2013.
12.24

高度外国人材に対するポ
イント制に係る出入国管
理上の優遇制度に関する
関係告示の一部改正の施
行

「第6次出入国管理政策懇談会」の報告及び「日本再興戦略」（平成
25年6月14日閣議決定）を踏まえ、高度外国人材の更なる受入れ
のため、高度外国人材に係る認定要件及び優遇措置の見直しを内容
とする「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基
づき高度人材外国人等に係る同法別表第1の5の表の下欄（ニに係
る部分に限る。）に掲げる活動を定める件」及び「出入国管理及び
難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき高度人材外国人等に
係る同法別表第1の5の表の下欄（ニに係る部分に限る。）に掲げ
る活動を定める件第2条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留
する者等の在留手続の取扱いに関する指針」の改正が施行された。

2014.
6.18

「出入国管理及び難民認
定法の一部を改正する法
律 」（ 平 成 26 年 法 律 第
74 号。以下「2014 年改
正法」という。）の公布

在留資格「留学」に係る改正、在留資格「高度専門職1号」及び「高
度専門職2号」の創設、在留資格「投資・経営」から「経営・管理」
への改正、在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の一本化等
を内容とする2014年改正法が公布された。

表2　出入国在留管理にかかわる主な出来事【抜粋】（2007年4月以降）
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年月日 出来事 内　容

2015.
4.1

2014 年改正法の一部施
行

•在留資格「高度専門職1号」及び「高度専門職2号」の創設
「特定活動」の在留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実
施していた高度外国人材を対象とする新たな在留資格「高度専門
職1号」及び同在留資格をもって3年間在留した者を対象とする「高
度専門職2号」の在留資格が創設された。

•在留資格「投資・経営」から「経営・管理」への改正
在留資格「投資・経営」から投資要件がなくなり、名称も「経営・
管理」に改められた。

•在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」の一本化
業務に要する知識等の分野の違い（文系・理系）に基づく在留資
格上の区別がなくなり、包括的な在留資格「技術・人文知識・国
際業務」となった。

2015.
9.1

法務省関係国家戦略特別
区域法施行規則等の施行

（創業人材、家事支援人
材の受入れ） 

国家戦略特別区域内で創業活動を行う外国人、家事支援活動を行う
外国人の受入れが可能になった。

2017.
4.26

高度外国人材に対するポ
イント制に係る出入国管
理上の優遇制度に関する
省令等の一部改正の施行

「日本再興戦略2016」（平成28年6月2日閣議決定）において、高
度人材ポイント制をより活用しやすいものとする観点からの要件の
見直しを行うことが盛り込まれたことを受け、「出入国管理及び難
民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める
省令」及び「出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専
門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項各号の表の特別加
算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の指定等を定める件」
の改正が施行された。

2017.
4.26

「永住許可に関するガイ
ドライン」及び「『我が
国への貢献』に関するガ
イドライン」の一部改正 

高度外国人材の永住許可申請に要する在留期間を最短で1年にする
などの改正を行い、公表した。

2019.
3.29

高度外国人材に対するポ
イント制に係る出入国管
理上の優遇制度に関する
関係告示の一部 改正の
施行

「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」（平成30年6月15日閣議
決定）等において、地方における外国人材の活用を図るため、日本
の大学等を卒業した外国人がその専門能力を十分に発揮できるよう

「高度人材ポイント制」の特別加算の対象大学を拡大するなどの見
直しを行うこととされたことを受けて、「出入国管理及び難民認定
法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第
1条第1項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定め
る法律の指定等を定める件」の改正を施行した。

2019.
5.30

「出入国管理及び難民認
定法第 7 条第 1 項第 2 号
の規定に基づき同法別表
第 1 の 5 の表の下欄に掲
げる活動を定める件の一
部を改正する件」の施行

留学生の就職支援のため、本邦大学卒業者については、大学・大学
院において修得した知識、応用的能力等を活用することが見込まれ、
日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては、その業務
内容を広く認め、在留資格「特定活動」による入国・在留ができる
ものとした。

2023.
4.21

高度外国人材の受入れに
係る新たな制度の導入

「第4回教育未来創造会議」における総理指示を踏まえ、更なる高
度人材の受入れを促進するため、「特別高度人材制度（J-Skip）」及
び「未来創造人材制度（J-Find）」を導入した。

2024.
3.31 デジタルノマドの受入れ

いわゆる「デジタルノマド」と呼ばれる国際的なリモートワーカー
の呼び込みに向け、2024年3月に新たな制度を創設した。具体的に
は、査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域等の国
籍等を有している者であることや、申請人個人の年収が1,000万円
以上であることなどを要件とし、最長6月の間、本邦において、外
国の企業との契約等に基づいたリモートワークができることとした。

注　出入国在留管理庁『出入国在留管理（2024年版）』（2024年12月発行）の資料編にある「主な出来事」
および過去の『出入国在留管理』の同一記載のなかから高度人材及び留学生に関するものを抜粋し
て筆者作成
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には少子高齢化対応や国家成長戦略との連動が進み、2010年代以降は国
際競争力強化のための積極的誘致へと大きく舵を切っている。こうした変
遷は、外国人労働者政策が単なる労働力補填策ではなく、日本社会が自ら
の持続可能性をいかに構想し、外国人材をどのように位置づけてきたかを
映し出しているといえよう。

第3章　高度外国人材とは誰を指すのか？

　前章で日本における高度人材として我が国に在留する外国人労働者に対
する政策展開を見てきたが、そもそも「高度外国人材」とは誰を指すかに
ついては判然としないことも多い。ここではある一定程度、明示されてい
る文脈から「高度外国人材」の輪郭を整理してみたい。

3.1　入管法上の「高度外国人材」
　我が国において2009年5月29日の「高度人材受入推進会議報告書」（内
閣官房長官が開催）のなかで明言された高度外国人材の定義は、「国内の
資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」で
あり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との
切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市
場の効率性を高めることが期待される人材」とされている。この報告書で
は、「現状に対する基本認識」として、我が国の経済活力と潜在成長力を
高めるため、国内人材の最大限の活用と併せて高度外国人材の受入れを推
進することが成長戦略として重要であり、多様な価値観、経験、ノウハウ、
技術を持った高度外国人材を積極的に受け入れ、新たなイノベーションを
生み出していくことが重要との認識が示されている。
　我が国に入国・在留する外国人は、原則として、「出入国管理及び難民
認定法」（入管法）に定める在留資格のいずれかを有する必要があり、大
きく4つに区分される。①就労資格、②非就労資格、③就労の可否は指定
される活動による、④身分または地位に基づく資格、である。
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　「第9次雇用対策基本計画」（閣議決定）で示された積極的に受け入れを
推進していく外国人材として、「専門的・技術的分野の外国人労働者」を
明言しているが、これは上の①就労資格の中の「教授」・「芸術」・「宗教」・

「報道」・「高度専門職」・「経営・管理」・「法律・会計業務」・「医療」・「研究」・
「教育」・「技能・人文知識・国際業務」・「企業内転勤」・「介護」・「興行」・ 
「技能」・「特定技能」といった、「高度な専門的な職業」、「大卒ホワイトカ
ラー、技術者」、「外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業」のいずれ
かのカテゴリーに従事する外国人労働者であり、上の「高度人材受入推進
会議報告書」で定義されている高度外国人材を潜在的に内包している。つ
まり、「専門的・技術的分野の外国人労働者」の在留資格で働く外国人労
働者の中に、高度外国人材を含んでいるという構成になっている。
　広義の「高度外国人材」は広い意味ではこれらのカテゴリーで働く外国
人労働者を「高度人材」と呼ぶことができる。これは2つの理由からその
ように呼ぶことができると考えられる。
　第一に、そもそも「高度人材」の定義自体が我が国においては外国人と
日本人とでは必ずしも一致しない点である。労働基準法第14条に「専門
的知識等を有する労働者」が規定されている。そこには、①博士の学位を
有する者、②弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、一級建築士、
技術士、等、③年間1,075万円以上の賃金を得ている者、などの基準を設

就労可能な外国人

活動に基づく在留資格 身分に基づく在留資格 非就労在留資格

•高度専門職
•技術・人文知識・国際業務
•特定技能
•特定活動
•技能実習
•資格外活動　など

•永住者
•日本人の配偶者等
•永住者の配偶者等
•定住者

•留学
•研修
•家族滞在

日本に在留する外国人

図4　日本に在留する外国人の在留資格区分
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表3　　日本における在留資格一覧
在留資格 該　当　例

【就労資格】
外交 外国政府の大使、公使及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授など
芸術 作曲家、画家、著述家など
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など
医療 医師、歯科医師、看護師など
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
技能・人文知識・
国際業務

機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、
マーケティング業務従事者等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
特定技能 特定技能

【非就労資格】
技能実習 技能実習生
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子

【就労の可否は指定される活動による】

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、
経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

【身分または地位に基づく資格】
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者・出生による子
定住者 告示で定める在留を認める事情（日系人 等）
永住者 法務大臣の許可による無期限の在留

注　点線内が「専門的・技術的分野の在留資格」と分類される。
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けている。2 しかし、外国人労働者に対しては、2012年に「高度人材ポイン 
ト制」が制定されるまでは明確な基準は示されていなかった。高度人材に
対するポイント制による優遇制度とは、現行の外国人受入れの範囲内で、
経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力
や資質を有する外国人（＝高度人材）の受入れを促進するため、ポイント
の合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の
優遇措置を講ずる制度である。2012年年5月7日から申請の受付が開始さ 
れ、入管庁の「高度人材ポイント制の認定件数（累計）の推移」によると、 
この年の認定者は313人、翌2013年は845人、2014年は2,453人、と当初の 
低調ぶりがうかがえる。当初の高度人材ポイント制で打ち出された「高度
人材外国人」3 は、おおむね大卒以上で職歴があり、年収はいくつかの区
分があるが30歳未満で340万円〜、40歳以上で600万円と、その他ボーナ

2	 厚生労働省「労働基準法第14条における「専門的知識等を有する労働者」」（資料
No.22）より一部抜粋

3	「高度人材外国人」という表現は2012年3月30日法務省告示の際の表現による。先掲
の2009年報告書では「外国高度人材」という表現が用いられているが、成長戦略では
いずれも「高度外国人材」と表記されていることから、本稿では報告書等の原文を引
用する場合を除き「高度外国人材」で統一している。

図5　高度外国人材の範囲
注　厚生労働省「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇措置」（2014年12月8日） 

より筆者作成

高度人材

就労が認められている専門的・技術的分野の人材
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スポイントの合計が70点以上で認定されるものであった。労働基準法か
らみた日本人労働者を対象とした高度人材と外国人に対する高度人材の基
準には開きがあり、我が国における「高度外国人材」は緩い基準であった
ことがうかがえる。
　第二に、高度外国人材の「高度」を程度の概念としてとらえた時に「中
度」もしくは「低度」があることも想定されるが、日本政府は当初より「専
門的・技術的分野の外国人」は積極的に受け入れ、「それ以外の分野の外
国人」は、「我が国の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすこと等か 
ら、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応」（第9次雇用対策 
基本計画（閣議決定））、や「今後の外国人の受入れについては、諸外国の
制度や状況について把握し、国民の声を積極的に聴取することとあわせ、
人手不足への対処を目的として創設された在留資格「特定技能」の運用状
況等も踏まえつつ、政府全体で幅広い検討を行っていく必要がある。」（出
入国在留管理基本計画/法務省）として、慎重な姿勢を堅持してきた。こ
のことからも、外国人労働者をめぐる労働市場はいわゆる「二重労働市 
場」を容認していることを暗に示していることになる。
　日本の労働市場における外国人労働者の位置づけについて1990年代初
頭に整理した梶田（1994）は、1989年に経済企画庁の『外国人労働者と
経済社会の進路』のなかに整理された「日本の労働市場の概念図」を引き
合いに出しながら、外国人労働者が組み込まれる「日本的経営」のなかに
は3つの労働分野があるとしている。①特別な能力を要する労働、②熟練
労働と未

4

熟練労働とで構成される一般労働、③非
4

熟練労働、の3つから構
成されているとしている。
①「特別な能力を要する労働」（いわゆる外国人専門職）
　この分野に属するのは、技術者や専門職であり、国際競争の激化や急速
な技術革新のなかで需要が拡大している分野であるものの、企業内の人材
養成だけでは十分ではなく外部労働市場から採用される。日本企業の国際
化に必要な特殊な知識や言語能力を期待される一方で、一定程度の日本語
能力が期待されているケースが多く、世界中どこでも通用する優れた能力
をもった外国人を日本企業が好待遇で雇用することは、平等主義の強い日
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本企業では困難であり、そうした労働者にとって日本で働くメリットは少
ないと言わざるを得ない。
②「一般的労働」
　この分野を担うのは、新規学卒者、企業内養成、内部昇進をたどる正社
員で、ここには「日本的経営」が大きく影響している。梶田はこの分野に
は外国人労働者の受け入れは適さないとしている。理由は、そもそも外国

図6　日本の労働市場の概念図
出典　経済企画庁総合計画局編（1989）『外国人労働者と経済社会の進路』大蔵省印刷局、p.99資料 

より抜粋
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人の多くは中途採用であり、長期勤続が期待できないゆえに、新規採用、
長期勤務が前提とされる日本的経営のなかでは、不利な扱いを受けること
になる。一方で、近年、日本で学んだ外国人留学生が新規学卒者として「一
般的労働」のルートを歩むケースも出てきている。「留学」及び「特定活
動（継続就職活動中の者、就職内定者等）」の在留資格から日本の企業へ
の就職を目的とした在留資格変更申請をして許可された数は2010年以降、
コロナ期を除き右肩上がりに増加しており、2023年に日本の高等教育機関 
を卒業した外国人留学生43,968人のうち、国内企業に就職した者は22,681
人で51.6％に上昇している。政府も2033年までに外国人留学生の国内就
職率を6割に引き上げる方針を掲げている。

図7　在留資格変更許可者の推移

注　図7および図8はいずれも文部科学省「外国人留学生の就職促進について」2025年6月より抜粋

図8　日本の高等教育機関を卒業・終了した
外国人留学生の国内就職者数等の推移
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③「非熟練労働」（いわゆる「単純労働」）
　「非熟練労働者」は「未」熟練労働者と異なり、パート、アルバイト、
外注、下請けなど正社員の枠外に位置する非正社員であり、企業の側から
みると、人件費の圧縮と雇用調整を目的としている。この分野はしばしば
低賃金で労働環境も悪く、人手も集まりにくい。一時的かつ安価な労働力
として外国人労働者を使っている。さらに大企業と下請け・外注請負企業
との構造的格差もあり労働市場がセグメント化され、後者の方が低賃金で
労働環境も悪いことに加えて人手も集まりにくく人材不足が深刻化してい
る領域で、多くの外国人労働者が働いている。
　以上の①～③のなかで、梶田は「特別な能力を要する労働」いわゆる外
国人専門職のレベルおよび「単純労働者」のレベルで外国人労働者の利用
が進む一方で、その中間に位置する「一般的労働」のレベルでの外国人の
雇用では大規模な流入は起こりにくいとしている。その理由は、長期雇 
用、新卒一括採用を前提とする「日本的経営」システムが存在することに
加え、日本語の十分な理解力が必要であるためとしている。このような二
層あるいは三層に分かれた労働市場の状態は、Piore（1979）の二重労働
市場理論でも説明可能である。米国での実態をふまえ、労働市場にはさま
ざまな制度に守られ、雇用の安定性が高い第一次部門と、景気の変動にさ
らされるために雇用が不安定な第二次部門の、2つの部門が存在すること、
労働需要側と供給側の思惑が一致するような形もとりながら、移民労働者
が不可避的に受け入れ国の労働市場のうち第二次部門へと組み込まれてい
くという主張で、労働市場が複数存在するという考え方は、二重（dual）
労働市場や分断（segmented）労働市場と呼ばれている。労働市場内には
貧困や賃金格差、人種や性にもとづく差別的な状況が根強くみられ、とく
に労働市場の下位から上位層への移行はほとんど観察されないことが分
かっている。4

　以上の2つの理由、まとめると日本人と外国人における高度人材の定義
の相違、及び二重労働市場におけるいわゆる「単純労働」に属さない専門
職で働く外国人材、の両面からも我が国における「高度外国人材」の緩や
かな位置づけが見えてくる。
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3.2　高度人材ポイント制のなかの高度外国人材
　上で整理した緩やかな定義の下の高度外国人材に明確な基準が設けられ
たのが、2012年（平成24年）3月30日に関連する法務省告示を制定し、5
月7日からスタートした「高度人材ポイント制」である。経済成長等への
貢献が期待される高度な能力を持つ外国人について、出入国在留管理上の
優遇措置を実施してその受入れを促進するため、「高度人材ポイント制」
を導入した。高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度
は「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」
の3つの活動類型を設定し、それぞれの活動の特性に応じて「学歴」、「職 
歴」、「年収」といった項目ごとにポイントを設け、その合計が一定の点数

（70点以上）に達した人を「高度人材外国人」と認定した。彼ら/彼女ら
に在留資格「特定活動」を付与した上で、出入国管理上の優遇措置を講じ
た。
　しかし基準が厳しいことに加え、高度人材の恩恵として本国から親やメ
イドを呼べる制度があっても、たとえば親を呼び寄せる場合は年収1,000
万円以上、子供は2歳以下である必要がある。さらに永住権取得条件も緩
和されるが、通常在留10年のところを高度人材として働いていれば5年に
短縮される。通常、永住を望む外国人の多くはすでに日本語学校や留学で
5年程度は日本に滞在しているため、永住権のためにポイント制度を利用
する人はほとんどいない。期待していた優秀な留学生の就職拡大も年収の
ハードルが高すぎると空振り状態にあった。結果、このポイント制度を利
用した外国人材は制度開始から2013年4月までの認定で434人と、開始1
年で2,000人という当初の目標を大きく下回る結果となった。政府が高度
人材を増やすといいながら使い勝手の悪い制度になったのは「むやみに外
国から人を呼ぶと不法就労が増える恐れがある」との不安が強かったため

4	 二重労働市場論は、1960年代においてしばしば主張され、とくに雇用が不安定な第二
次部門において高い離職率と、女性や若者といった「労働力への執着意識が低い」者
たちが観察されることが指摘されている。日本においても、二重労働市場の議論は、
日系南米人や技能実習生の位置づけを議論するのに参照される。
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だともいわれてる。高度人材ポイント制は、高度人材の基準が実態に合っ
ておらず、優遇措置の条件も厳しすぎるとの批判を受け、法務省は当初予
定よりも早く見直し作業を繰り上げている。
　翌2013年12月17日、高度人材に係る認定要件及び優遇措置の見直しを
内容とする改正法務省告示が制定された（同月24日施行）。このなかで、
年収基準の緩和や資格による加算等の評価項目の追加、家事使用人や親の
帯同に必要な年収要件の引下げ等が行われた。
　その後、2014年6月に在留資格「高度専門職」の創設に係る入管法一部
改正法が公布され、2015年4月1日に施行、高度人材に特化した在留資格 

「高度専門職」が新設された。このなかで高度人材を対象とする「高度専
門職第1号」の在留資格を創設するとともに、当該在留資格をもって一定
間在留した者が在留期間の制限なく在留することができる在留資格「高度
専門職第2号」が創設された。こののちも、2017年4月から永住許可申請
に要する在留期間を5年から3年又は1年に見直しを図るなど、高度外国
人材受け入れを積極的に進める改正が行われている。

図9　高度人材ポイント制の認定件数（累計）の推移
出典　出入国在留管理庁「高度人材ポイント制の認定件数（累計）の推移」より抜粋
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第4章　高度外国人材受けれにまつわる論点の整理

4.1　外国人労働者へのアプローチ
①社会学・政治学を中心とした議論～労働力の国際移動と「移民」～
　そもそも日本政府は公式には「日本には移民はいない」という「日本例
外主義」の立場を取っている。果たして本当に

4 4 4

日本には移民はいないので
あろうか。国連による移民の定義は、国際法上の定義はないものの、「国
内または国境を越えて一時的または永続的に、そしてさまざまな理由で、
通常の居住地から離れて移動する人びと」を指しており、大部分の国はこ
の国連の定義を採用している。
　国際移民に関する分類は3つあるという（コーザー、2021）。第一に「自
発的移民」と「強制的移民」の区別で、後者は紛争や迫害、干ばつや飢饉
などの環境的な理由で自国を出国せざるを得ない人々で、通常は難民と呼
ばれている。第二に政治的・経済的移民で、前者の政治的移民は政治的な
迫害や紛争によって国外に出国せざるを得ない人びとを指す。経済的移民
は通常、労働移民と呼ばれ、就労、雇用機会やより良い労働条件を求めて
移民する人々を指す。労働移民はさらに単純労働者と高度技能移民に分類
される。高度技能（ハイスキル）移民の獲得は国家間の競争も激化してお
り、その主な理由は、高度技能移民がイノベーションや専門技術によって
経済成長に大きく貢献しうることが挙げられている。ここには学生の移動
も含み、世界的には国際的に重要な移動と考えられている。第三の分類 
は、合法移民と不法移民の区分だが、不法というよりも非正規移民という
言葉の方が実態を表しているともいわれる。
　世界中の人びとの移動性をシティズンシップとの関係で論じた柄谷

（2016）は、移動性の能力と安全を類型図にまとめている。図10は安全な
日常のための資源として移動性を用いることができるかどうかを、「移動
性の実行能力」と「適応能力」の2つの組み合わせで分類している。この
図の左側にある第二・三象限の人びとはとどまることの利益を享受し、よ
ほどのことがない限り定住による安全追求を選ぶ。右側の第一・四象限 
は、さらに移動性の構成要素である実行能力と適応能力によって明確に分
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けている。第一象限の「グローバル・エリート」は、自らが望むように生
活する方が得策と考え、主体的に移動する人びとで、たとえば多国籍企業
に勤務していたり、特殊技能を持っており、移動性の階層の行為に位置す
る「移動性の主人」になるという。第四象限の「移住者一般・難民」は不
安全に直面した人々が、自主的であれ強制であれ国家からの退出となる移
動という対応を選択する。定住の不安定からの押し出しである以上、移住
労働者でも難民でも強制の要素が含まれ、移動先での生活は必ずしも安定
的ではなく、移動がもたらす機会や変容に適応する能力が高いわけではな
く「移動性の従僕」となってしまうという。
　移民に対する政府の見解として引用されるのは、2018年の国会で当時
の安倍晋三首相が述べた以下の内容である。「政府としては、いわゆる移
民政策をとることは考えておりません。例えば、国民の人口に比して、一
定程度の規模の外国人及びその家族は期限を設けることなく受け入れるこ
とによって国家を維持していこうとする政策をとることは考えておらず、
今回の制度改正はこの方針に沿ったものであります。」5 つまり、「国民の
人口に対して一定程度のスケールの外国人、およびその家族は期限を設け
ることなく受け入れることによって国家を維持する政策」が、政府が考え
る移民政策であるという見解と理解できる。よって永住を前提に一定規模
の外国人を受け入れる政策をとっていない点で日本では移民受け入れをし
ていないということもできる。しかし制度的にも一定の条件を満たせば国

安全・高

移
動
性
・
低

（2）シティズンシップ保有者
（理念系）

「とどまることの利益」

（1）グローバル・エリート
「成功者の離脱」 移

動
性
・
高（3）国内で周辺化された人々

「取り残されたものの悲劇」
（4）移住者一般・難民

「定住の不安全からの押し出し」

安全・低

図10　移動性の能力と安全の類型化
注　柄谷利恵子（2016）『移動と生存－国境を超える人々の政治学』岩波書店、p.36より抜粋して作成
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連が示す1年以上長期に日本に在留する資格のある外国人労働者は広義の
「移民」ととらえることも可能である。この意味で日本はすでに移民社会
であり、議論すべきは移民を受けいれるか否かではなく、移民がいるとい
う現実を踏まえてどのような政策をとるかを考えるべきであるといえる

（鈴木、2022）。
　さらに、すでに広義の移民がいるにもかかわらずこの状況を国として認
めないことや、「高度人材」と「単純労働者」を区別して前者のみを積極
的に受け入れ、後者をサイドドアから受け入れてきた政策の二重性など、
外国人労働者にまつわるこうした「ねじれ」状況が生じているのはなぜな
のだろうか。それは1980年代後半に受け入れ先進地域であるヨーロッパ 
で、景気停滞による外国人労働者の失業や社会経済格差、社会の分断に直
面するヨーロッパの経験を教訓にしているからとも言われている。6 そこで 
鈴木は都合の良い「労働力」ではなく「人間」として受け入れる制度を整
備することは「選ばれる国」になるという政府や経済界の意向にも沿うは
ずだと主張している。
　高度な教育を受けた人や専門的な職業に就いている人が他国へ移住する
ことを「頭脳流出（brain drain）」、反対に海外で働く高度人材が母国に戻
る場合は「頭脳還流（brain circulation）」と呼ぶ。高度人材の移動は主に
発展途上国や新興国から先進国に向かって起こっており、彼ら/彼女らが

5	 衆議院会議録「第197回国会　本会議　第2号（平成30年10月29日）」より引用。こ
のあとに「すなわち、新たな受入れ制度は、深刻な人手不足に対応するため、現行の
専門的、技術的分野における外国人の受入れ制度を拡充し、真に必要な業種に限り、
一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を期限を付して我が国に受け入れ
ようとするものであります。受入れの環境整備については、現在、外国人材の受入れ・
共生のための総合的対応策として、労働環境の改善、日本語教育の充実、住宅への入
居支援、社会保障の加入促進などの取組の拡充や具体化に向けて検討を進めており、
関連施策を推進してまいります。」と続けている

6	 後発受け入れ国として日本はヨーロッパの教訓に学び、統合政策に力を入れる必要が
あると鈴木は続ける。移民・外国人が日本人の仕事を奪う、福祉サービスを受給する
のはけしからんという排外的な声も統合政策の不在がこうした排外主義を招いている
と主張している。
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国外に流出してしまうという意味で送り出し国にとっては「頭脳流出」は
ネガティブな意味合いが込められているが、必ずしも国の損失ではなく母
国との価値の橋渡しに寄与したり、グローバルネットワークを構築するの
に貢献するというプラスの効果も確認されている。高度人材の国際移動に
よって起こる効果をGuellec and Cervantes（2002）が要約したものを村上 
が整理した表のなかで、本研究に即して「受け入れ国側」のメリットとデ
メリットに着目してみると、生産性の向上につながったり、スキルの高い
人材が不足することによる経済的チャンスの喪失を海外から受け入れた高
度人材が補ったり、受け入れ国の多様性や創造性を高める点が指摘されて
いる。しかし、外国人材の流入によって労働需給のバランスが取れると賃
金上昇を抑えたり、高等教育の機会や高賃金の仕事の機会が奪われたりす
ると、受け入れ国の国民が人的資本投資を行うインセンティブや機会を失
うことが問題視されている。さらに頭脳還流が起きると、ライバル国や敵
対国に知識や技術が流出するという危険もあるという。

表4　高度人材の国際移動のメリットとデメリット

送り出し国 受入れ国
〈起こりうるプラスの効果〉 〈起こりうるプラスの効果〉

•受け入れ国との間での知識フロー
•海外研究機関とのネットワーク構築
•技術の輸出
•海外移住者からの送金やベンチャーキャピタル
•海外で成功した起業家がマネジメント経験や
　グローバルネットワークへのアクセスを提供
•国民の人的投資意欲の向上
•個人の教育投資からの期待収益の増加
•人的資本を高めた国民の帰国

•R&Dや経済活動の活発化
•送り出し国との間での知識のフロー
•移民による多様性と創造性の向上
•技術の輸出
•大学院の学生増加
•教授や研究者の高齢化を抑制
•人材不足による賃金の高騰を抑制
•移民起業家による雇用創出

〈起こりうるマイナスの効果〉 〈起こりうるマイナスの効果〉
•生産性の喪失
•高等教育に対する公的投資からの収益率の低下

•国民の高等教育からの締め出し
•国民が高技能を獲得するインセンティブを喪失
•ライバル国や敵対国に技術流出

〈起こりうるグローバル効果〉
•知識の国際的な普及
•国際的な研究・技術クラスターの形成
•人材とジョブのベターマッチ
•希少な人的資源に対する国際競争が既存の人的資本投資を動機づけ

注　Guellec and Cervantes(2002)をもとに村上が作成したものを抜粋
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　外国人材が国内労働者の就労機会を奪う可能性を問題視する風潮は国内
に根強い。しかし実際には、2010年から2022年にかけて日本における外
国人労働者数は65万人から182万人へと大幅に増加したが、一方で、日本
人の失業率は同期間に5.1％から2.6％へと低下している。この対照的な推
移は、外国人労働者の受け入れ拡大が日本人の雇用機会を直接的に奪った
という単純な構図を支持しておらず、むしろ外国人材が労働力不足を補完
しつつ、日本人の雇用構造の転換や産業の持続性を支える役割を果たして
きたとも読み取れる。
　外国人労働者で増えているのは「特定技能1号」と呼ばれる介護、建設、 
農業などで働く人々で、制度が始まった2019年の末には約1,600人だった
が、2024年末には28万人を超え、在日韓国・朝鮮人などの「特別永住者」
を上回った。日本における外国人労働者の受け入れは有効求人倍率が高 
く、人手不足が深刻な分野に限られていることからも、日本人の雇用を奪
うという認識は当たらず、むしろ国内企業の倒産やサービス低下を防いで
くれる存在となっている。そう考えると因果関係は逆で、外国人からの脅
威が排外主義に結びついたのではなく、社会への不満のはけ口が外国人に
向かったのではないかと考える方が妥当であり、外国人を排斥しようとす
る風潮の根底にある「原因」は別のところにあると考えらる。もちろん、
日本でも欧米のように外国人排斥の世論が強まる可能性は否定できないも
のの、例えば外国生まれの人口比率が18％で極右政党が躍進するドイツ
とは状況が異なり、これから労働力が減る日本では「外国人と仕事の奪い
合いにはならない」として、むしろ外国人材とともに社会を維持すること
が優先課題になることが指摘されている。高度外国人材の受け入れに至っ
ては、理論的にも雇用や賃金への影響はむしろプラスに働くことが分かっ
ている。

②経営組織研究の視点から見た高度外国人材研究
　外国人雇用に対する研究アプローチとして、労働者研究と組織研究の2
つの視点があることを踏まえ、労働者と組織を同じ位相で捉え、この雇用
関係に着目した園田（2023）の整理にあるように、労働者すなわち外国人
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研究は移民問題として社会学で扱われ、一方の組織すなわち日本企業研究
は経営学で扱われてきた。社会学からのアプローチはある一定の成果があ
るものの、組織研究からのアプローチでは、実際に企業内で外国人をどの
ようにマネジメントしているのかという視点からの研究は、ほとんど本格
的な研究や調査が行われていないという。
　外国人労働を議論するときには大別して3つの主体から分別できるとい
える。労働者個人、国と政策、そして日本企業、の3つである。第一に労
働者個人の問題は、園田も述べているような移民研究と結びつき、社会学
からのアプローチに一定の蓄積がある。そこから移民の人権問題やコミュ
ニティへの社会統合と、反対に社会から排斥しようとする感情的な問題な
どが扱われている。第二に国家として外国人材を受け入れるか否かは政策
研究からその是非が議論されている。日本は移民を受け入れていないとい
う政府の見解は、すでに多くの研究者らによって政策と実態の乖離が指摘
されているところである。最後に日本企業が外国人材をどのように受け入
れていくべきか、という経営学からの視点は、企業がいかなる現状に直面
しているのかを拾い上げ、どうすれば外国人雇用が促進されるのかを解明
する議論としてはまだまだ少ないものの、外国人労働者の増加とともに検
討課題となりつつある。そのいくつかを列記してみたい。
1）	 グローバル・タレントマネジメント（GTM）／タレントマネジメント 

視点（守屋2016、石山2020、Caligiuri et al.2024など）… 企業が「優
秀な外国人」を戦略的資源として獲得・保持・活用するための一連の
人的資源施策（採用チャネル、報酬・キャリア設計、配置、育成）を
扱う。

2）	 国際人事管理（IHRM）／異文化マネジメント視点（Schuler et al.1993、 
Koyama2022など）… 戦略的な視点から異なる文化的背景を持つ従業
員の潜在能力を最大限に活用しながら、企業全体の目標達成へと導く
人事管理の視点で、文化的差異への理解と尊重が前提となる。

3）	 制度理論（institutional theory）／制度的同形化と実質的適応の乖離 
（大石2018など）… 政府方針や法制度は企業に同形化圧力をかけるが、
形式的導入（制度の受容）と実務上の変化（慣行の変更）は一致しな
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いという視点。外国人材を形式的に受け入れるが、企業の中身は変え
ないというようなパターンを説明できる。

4）	 ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）視点（谷口2008、Shore 
et al.2011など）… 多様性がイノベーションや組織学習を促すと同時 
に、適切なインクルージョン施策がなければ摩擦と離職を生む。高度
外国人材を「組織学習の触媒」とみなし、「異文化コミュニケーショ
ン体制」や「メンター制度」の必要性を示す。またインクルージョン
と同化の枠組みの中で、日本的雇用慣行（新卒一括採用・長期雇用）
と高度外国人材のキャリア期待とのミスマッチを論じるなど。「留学
生は新卒枠で入るが昇進が遅い」「中途採用高度人材は一般職キャリ
アに入りにくい」など。

5）	 スキルの移転・ナレッジ・ネットワーク視点（村上2015など）…外
国人高度人材がもたらす国際ネットワークやノウハウ（知識の橋渡し
＝knowledge bridge）が、海外展開やR&Dにどのように貢献するか
を扱う。

　上のアプローチは一例ではあるが、日本企業が実際に高度外国人材を雇
用し、人事労務管理から人事戦略を考える際に有用な知見を与えてくれる。
実際の現場では企業にとって外国人材活用は単なる人手不足対策を超え、
長期的な人材戦略上の課題となっている。企業の側から高度外国人材を見
た時の活用の意義は、①多様な文化背景を持つ人材の導入により、組織の
イノベーション力が向上したり、②グローバル市場への進出や海外取引に
対応するための人材基盤を形成できる点にある。一方で課題には、①日本
企業特有の雇用慣行（終身雇用・年功序列・日本語能力依存）が障壁とな
る、②外国人材が長期的に定着するためのキャリアパス設計が不十分であ
る、③政策と現場の間の乖離が依然として存在し、制度の安定的運用が難
しい、といった点が挙げられる（湯川、2023）。
　高度外国人材の受け入れをめぐる展開では、政策が理想像を追求する一
方で、企業が直面する現実的な課題や制度とのミスマッチが浮き彫りに
なっている。今後の外国人材受け入れは、政策論争と企業経営を架橋する
視点が不可欠であるといえよう。
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4.2　働く側の論理～高度外国人材を「選ぶのか」それとも「選ばれるのか」
　外国人材が日本に在留する場合の前提として、入管法の下で何らかの在
留資格が必要となる。入国を「管理」する主体は日本政府、そして日本社
会の側から語られる。では、反対にそこで働く外国人の側からは、日本の
労働市場は魅力的に映っているのだろうか。柄谷が述べるように、主体的
に移動を選択できる位置にある「移動性の主人」である高度外国人材が日
本で働くことを積極的に選択するか否かを高度外国人材の側から検討して
みたい。
　第一に、賃金の側面からみると、残念ながら日本は他の先進国と比較し
ても劣位にある。OECDの平均賃金の国際比較を見てもG7のなかでも最
下位で韓国にも抜かれている。7

7	 先進国では、米国の82,933米ドルを筆頭に、ドイツの69,433米ドル、カナダの69,417米
ドル、英国の63,691米ドル、フランスの60,608米ドル、イタリアの51,019米ドル、日本
49,446米ドルで、同じアジアの韓国にも50,947米ドルと抜かれる結果となっている。
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出典OECD Data2024（単位：米ドル）

図11　平均賃金の国際比較（2024）
注　OECD Data Explorer（2024年データ）より筆者作成
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　また、OECD加盟国を外国人比率の高い国の順で並べた表を以下に整理
した。この中で分かるのは、「外国人比率」が高い国ほど、「平均賃金」「名

表5　OECD加盟国で外国人比率の高い国順位

外国人
比率
順位

国名
外国人数
（2022）

千人

外国人
比率

（%）

賃金
（2024）

米ドル
賃金
順位

名目
GDP

（2024）

名目
GDP

（2024）
順位

実質
GDP

成長率
（2024）

実質
GDP

成長率
順位

1位 Luxembourg 304 47.2 94,447 1位 150,744 1位 0.4 23位
2位 Switzerland 2,242 25.7 87,468 3位 94,009 4位 1.4 14位
3位 Austria 1,587 17.8 75,767 6位 71,962 11位 -1.0 29位
4位 Ireland 801 16.0 60,431 14位 138,271 2位 2.6 7位
5位 Estonia 203 15.3 38,975 27位 49,658 24位 -0.1 26位
6位 Iceland 55 14.8 89,947 2位 81,584 7位 -1.0 29位
7位 Germany 11,818 14.2 69,433 9位 72,693 9位 -0.5 28位
8位 Latvia 245 13.2 45,567 24位 43,901 29位 -0.4 27位
9位 Belgium 1,515 13.0 76,109 5位 72,289 10位 1.0 18位
10位 Spain 5,407 11.4 54,564 18位 56,965 19位 3.5 1位
11位 Norway 586 10.8 74,864 7位 101,008 3位 2.1 9位
12位 Denmark 562 9.6 74,022 8位 78,603 8位 3.5 1位
13位 United Kingdom 6,013 9.0 63,691 11位 60,620 17位 1.1 16位
14位 Italy 5,031 8.5 51,019 20位 61,088 16位 0.7 21位
15位 Canada 3,185 8.4 69,417 10位 65,533 13位 1.0 19位
15位 Sweden 881 8.4 60,415 15位 69,880 12位 0.8 20位
17位 France 5,320 8.2 60,608 13位 61,258 15位 1.2 15位
18位 Slovenia 172 8.1 61,776 12位 56,896 20位 1.6 13位
19位 Greece 748 7.2 32,257 29位 43,478 30位 2.3 8位
19位 Netherlands 1,256 7.2 50,947 21位 83,354 6位 1.1 16位
21位 United States 23,825 7.1 82,933 4位 85,839 5位 2.8 5位
22位 Portugal 699 6.8 40,002 26位 50,706 23位 1.9 12位
23位 Czech Republic 659 6.3 ─ ─ ─ ─ ─ ─
24位 Finland 296 5.4 59,597 16位 64,033 14位 0.4 23位
25位 Lithuania 100 3.6 52,898 19位 54,414 21位 2.8 5位
26位 Korea 1,830 3.5 50,947 22位 58,884 18位 2.0 11位
27位 Japan 2,761 2.2 49,446 23位 51,757 22位 0.1 25位
28位 Türkiye 1,824 2.1 ─ 43,932 28位 3.3 3位
28位 Hungary 203 2.1 34,996 28位 47,637 26位 0.5 22位
30位 Poland 453 1.2 44,211 25位 49,118 25位 2.9 4位
30位 Slovak Republic 63 1.2 ─ ─ 46,866 27位 2.1 9位

注　OECD Data Explorerの各データより執筆当時の最新の数字を用いて筆者作成
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目GDP」ともに比較的高い正の相関を示していることである。外国人比
率の高いルクセンブルクやスイスでは平均賃金も高いことが分かる。これ
に対して、日本では、外国人比率も2.2％と他の国に比べて低いが、GDP・
平均賃金ともに世界的にみても必ずしも高い位置にあるとは言えない。
　これらのことから、外国人労働者は賃金やGDPが高い国に移る方が経
済合理性に適っている可能性が高いことは容易に想像がつく。ILOの『国
際労働力移動世界推計』を見ても、国際移民労働者の3分の2以上が高所
得国に集中しているという。移民労働者の大多数が高所得国と上位中所得
国で見られるという事実は、従来の流れからも明らかになっていたが、理
由としてこうした国々では雇用機会がより多いということもひとつであ
る。ただし新しいトレンドとして、移民労働者の割合は、高所得国で2013 
年の74.7％から2019年には67.4％へと低下した一方で、上位中所得国では
2013年の11.7％から2019年には19.5％に増加しているという。これは上位
中所得国での雇用機会の増加、人口動態の変化、および移民政策の進展と
関係している可能性があるという分析結果が出ている。このことは必ずし
も移民労働者が高所得国のみを目指すわけではないこともうかがえる。し
かし筆者の企業管理者向けインタビューでは、「高度外国人材はキャリア
を積んだ後、管理職になるかならないかの年数で辞めていく。日本的経営
のなかで昇進の遅さや評価制度に不満があるのではないか」という声が聞
かれた。日本企業で働くことがキャリアのステッピングストーン（踏み石）
として機能するのであれば、外国人材を惹きつける材料になるものの、一
方で日本企業が前提とする長期雇用にはなじまないという側面も看過でき
ない。
　さらに日本を目指す外国人材が世界中のどこからやってくるのか、を
G7および日本周辺国への労働移民の国籍別流入割合から見てみたい。以
下の表はOECDデータより各国に流入する外国人材の出身国の上位10か
国を整理したものだが、各国とも、周辺国からの流入が中心となっている
ことが分かる。日本と地理的に近接し、人材獲得で競合する韓国と比較す
ると、日本と韓国では順位は異なるが、上位3か国が同一であり、人材獲
得市場において重なり合う部分が大きい。
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　以上のOECDデータは、あらゆる国際労働移民の総計ではあるが、日
本に在留する「高度専門職」ならびに「技人国」の合計を厚生労働省の 

「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧」で見た時に地域別には、アジアが
90％、欧州が5％、アメリカが3％と圧倒的にアジアからの入国が多数派 
で、この内訳も中国が29％、ベトナムが24％と上位2か国で、次いでネ 
パールが8％、韓国5％と続いている。高度外国人材獲得において、日本
の現在の立ち位置がアジア圏域での獲得競争のなかにあることが分かる。

表6　G7および日本周辺国への労働移民の国籍別流入割合
日　　本 韓　　国 中　　国 オーストラリア カ ナ ダ

2021 2021 2021 2021 2021
国名 % 国名 % 国名 % 国名 % 国名 %

1位 Viet Nam 30.3 China 43.0 Philippines 20.5 India 17.2 India 31.5
2位 China 18.8 Viet Nam 7.9 Viet Nam 17.2 China 13.6 China 7.6
3位 United States 6.6 United States 7.7 Mongolia 9.9 United Kingdom 6.4 Philippines 4.4
4位 Philippines 6.1 Uzbekistan 5.9 Russia 7.5 Philippines 6.4 Nigeria 3.8
5位 Korea 3.6 Russia 3.3 Korea 6.1 Viet Nam 5.1 France 3.1
6位 Indonesia 2.8 Japan 2.8 Nepal 4.4 United States 2.9
7位 Brazil 2.8 Kazakhstan 2.8 Pakistan 3.0 Brazil 2.8
8位 Thailand 2.0 Thailand 2.3 New Zealand 2.8 Iran 2.8
9位 Nepal 1.8 Cambodia 2.1 South Africa 2.4 Afghanistan 2.1
10位 Myanmar 1.7 Mongolia 1.7 Iran 2.4 Pakistan 2.1

米　　国 英　　国 フランス ド イ ツ イタリア
2021 2021 2021 2021 2021

国名 % 国名 % 国名 % 国名 % 国名 %
1位 Mexico 14.5 India 12.8 Morocco 9.7 Romania 17.8 Romania 11.7
2位 India 12.5 China 11.5 Algeria 8.0 Poland 8.3 Albania 9.1
3位 China 6.7 Italy 6.3 Tunisia 5.7 Bulgaria 6.6 Morocco 6.3
4位 Philippines 3.7 Romania 5.9 Spain 5.0 Syria 5.2 Bangladesh 6.0
5位 Dominican Republic 3.3 Poland 4.2 Italy 4.2 Türkiye 3.7 Pakistan 5.9
6位 Cuba 2.9 United States 3.4 Côte d'Ivoire 3.8 Afghanistan 3.5 India 4.7
7位 El Salvador 2.5 Spain 3.0 Afghanistan 3.8 Italy 3.1 Ukraine 3.6
8位 Brazil 2.4 Portugal 2.5 Guinea 3.4 India 3.0 Brazil 3.4
9位 Viet Nam 2.2 France 2.3 Portugal 3.3 Croatia 2.5 Egypt 3.2
10位 Canada 2.1 Pakistan 2.0 Belgium 2.9 Hungary 2.4 Nigeria 3.1
注　OECDデータのうち各国の「Key figures on immigration and emigration」から該当箇所を抜粋して

筆者作成
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　しかしアジア出身の高度人材ならびに未来の高度人材候補としての外国
人留学生を日本企業がどの程度採用できているかというと、日本学生支援
機構のデータによると日本に来日する外国人留学生の6割が日本企業への
就職を希望するものの、そのうちの3割程度しか実際に就職できていない
という。目標年よりも早く結果が出た「留学生30万人計画」ではあったが、
実際に日本企業の戦力につながっているかというと数字からは必ずしもそ
うとは言えない現状を示している。筆者の調査からも、採用する側の心配
事として「日本の雇用慣行になじむか否か」「日本語能力は大丈夫か」といっ
た声が聞かれ、外国人材を採用するハードルは低くない（湯川、2021）。
この背景には、先に述べた梶田が主張するように、特別な能力を有する外
国人専門職および単純労働者では外国人活用が進む一方で、その中間に位
置する一般労働レベルの外国人の雇用は大きく進まないという言説の説得
力に加え、塚崎（2008）が主張するように日本企業が高度外国人材に積極
的に価値を見出しているというよりは、日本人を雇うという大前提から抜
け切れていないことを指摘している。こうした状況を見ても日本が働く場
として外国人材に選ばれる未来は描きにくいと言わざるを得ない。
　いかに優秀な外国人材をひきつけるかは日本に限らず世界中で極めて重
要な課題となっている。国内の自国民だけでグローバル競争に勝てる時代
ではないことにいち早く気付いた国々のなかで人材の獲得競争が激化して
いる。アジア諸国の中で大きな経済成長を遂げたシンガポールでは「この
グローバルな人材獲得競争において、シンガポールには他国に後れを取る
余裕がない」（In this global contest for talent, Singapore cannot afford to 
be creamed off, or left behind.）と、当時のリーシェンロン首相が2022年
8月のナショナルデーで演説していることにも象徴される。資源の少ない
小国であるシンガポールのみならず、ドイツやイギリスにおいても人材獲
得戦略は国を挙げての政策的後押しのもと、いかにして優秀な人材を取り
込んでいくかが議論されている。こうした優秀な外国人材に対しては売り
手市場ゆえに、「入れてあげている」ではなく「来てもらう」という発想 
で、環境整備を進めていかなくては我が国も世界から取り残されることに
なるだろう。
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4.3　日本企業の受け入れにまつわる課題の整理
　厚生労働省がまとめた令和6（2024）年10月末時点の外国人雇用の届出
状況によると、2,302,587人で前年比253,912人増加し、届出が義務化された 
平成19年以降、過去最多を更新している。そのうち高度外国人材の多くを 
占める「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人は、411,261 
人となっている。この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する
外国人労働者は、この在留資格で統計を取り始めた2015年時点で137,706
人と就労可能な外国人労働者全体の約6.1％だったが、2024年には約17.9％ 
に拡大しており、高度外国人材の採用が活発化していることがわかる。

　国籍別にみると、ベトナム、中国で半数を占め、残りの半数はアジア諸
国と歴史的に日本と関わりのある南米、そしてG7諸国となっている。
　また産業別にみると、製造業で23％と最も多く、ついで卸売・小売業

図12　在留資格別外国人労働者数の推移
注　厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧（令和6年10月末時点）」4ページより抜粋
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の20％、情報通信業18％と続き、これら3つの産業で60％を超えている
ことが分かる。
　企業経営において、例えばグローバル展開をしようと思えば、世界中か
ら優秀な人材を集める人事戦略は今後必要不可欠になることが想像され
る。一方で今の日本の人事制度は日本人中心の仕組みになっており、高度
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図13　国籍別・在留資格別外国人労働者数のうち技人国の国籍割合

図14　在留資格別・産業別外国人労働者数のうち技人国の割合

注　厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧（令和6年10月末時点）」別表1より筆者作成

注　厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況表一覧（令和6年10月末時点）」別表6より筆者作成
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外国人材にとって魅力的なものとは言えない。経営陣の国籍はどうか、管
理職の国籍や性別はどうか、出世に差別はないか、どこの国で採用されて
も平等に評価されるのか、多くの問題がある。日本企業だからと言って、
日本人しか出世しないような制度の会社であれば、そのような会社に優秀
な外国人材が入社するはずもなく、結果として競争力は劣後していくこと
は想像に難くない。
　日本政府が「高度外国人材」を国家戦略の中核として位置づける一方で、
企業現場では依然として「補完的労働力」として扱われる側面が強く、厚
生労働省の「令和6年外国人雇用実態調査」においても外国人労働者を雇
用する理由（複数回答）をみると、「労働力不足の解消・緩和のため」が最 
も多く69.0％、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」
が54.7％、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」が15.8％、「日本
人にはない知識、技術の活用を期待して」が13.2％となっている。こうし
た傾向は筆者が行ったいくつかの企業に対するインタビューにおいても浮
き彫りとなっており、人材に対する不足感は中小企業ほど高く、ある製造
業の経営者は「もう10年以上、日本人の新規学卒採用はできていないし、
これからも採用できる見込みは薄い」と話していた。さらに、技能実習生
と高度人材を同一企業が同時に受け入れている企業では、政策上の二重構
造が企業内部の人材活用戦略に反映されている点で象徴的といえる。制度
的枠組みは企業にとって必要条件を提供するが、十分条件とはならず、外
国人材を「協働の担い手」として位置づけるには、企業独自の人的資源管
理能力が不可欠であることを示している。ここから、導かれる含意は、①
制度設計は企業にとって必要条件を与えるにすぎず、十分条件は企業自身
の人的資源管理能力に依存すること、②高度人材を戦略的資源として活か
すためには、企業内における人事労務管理システムの整備が不可欠である
ことである。
　一方でこれまで高度外国人材活用を阻んできていた要因を2つの理論か
ら説明してみたい。第一に、日本企業が外国人材を組織内に包摂（Inclusion）
するときに何を期待しているかに関する議論に齟齬がある点である。「帰
属性」（他者との強固で安定した関係の形成・維持）と「独自性」（自己が
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固有で独立した存在であるとの認識の維持）の2軸のフレームワークから
インクルージョンを位置付けたShoreら（2011）によると、メンバーとし
て扱われると同時に、グループ内で独自性を維持することも許可/推奨さ
れる状態こそがインクルージョンであり、組織に対する帰属性を高め、独
自性を発揮することで組織にとって望ましい結果を得ることができるとい
う。

　上図にもあるように「部内者として扱われ、グループ内で独自性を維持
することも許可/推奨される」外国人材は、Shoreらの理論に従えば企業組 
織内におけるインクルージョンの理想型と言える。しかしこの状況には、
現実問題として「複層的な期待がもたらす矛盾」があると園田は指摘する。
園田は国内で働く専門外国人を「ダイバーシティ人材」と「コア人材」と
分類し、専門的外国人に多様性を生かして将来的に企業内に変革をもたら
す存在すなわちダイバーシティ人材であることを期待する一方で、日本人
同様の採用基準をくぐり抜け、潜在的な経営人材として現状の日本的シス
テムに適応できる存在であるコア人材としての活躍も期待するという矛盾
する期待が課されることを指摘している。言い換えると、外国人を日本人
とは異質な存在として特別に扱うことと、同質の存在として平等に扱うこ
とは両立しないということに他ならない。

図15　インクルージョンのフレームワーク（Shore et al.）
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　日本企業にとって、高度外国人材のもつ一人ひとりの態度や価値観、知
識、スキルといった深層的ダイバーシティに目を向けて、個性が発揮され
るようにしていくことと、日本語に堪能で、日本人のメンタリティに寄り
添うことができる外国人材の双方の特性を持つ外国人材を雇用するという
のでは、ハードルが高いと言わざるを得ない。筆者のインタビューした企
業管理者はこうした日本企業の現状を「外国人材は名誉日本人ではない」
と表現し、外国人材に選ばれる国や企業になれるか否かは、我々日本人の
受け入れ姿勢にも大きく関係していることの証左であると言える。
　高度外国人材活用を阻んできていた要因の2つ目は、日本の旧来型の雇
用モデルに負う部分が大きいということだ。人材の育成と業務の効率化を
図りつつ、仕事、人、コストを最も効率的に組み合わせた企業経営を実現
するために考案された雇用戦略である「雇用ポートフォリオ論」（1995） 
は、企業が活用する雇用層を「長期蓄積能力活用型」「高度専門能力活用 
型」「雇用柔軟型」の3つのグループに分け、企業ごとに自社版ポートフォ
リオを構築することを提唱している。このなかで、「長期蓄積能力活用型」
による長期継続雇用を今後も中心的な雇用慣行とし、能力開発はOJTを
中心としてOffJTや自己啓発を包括して積極的に行い、処遇は職務や階層
に応じて考えるものである。また、「雇用柔軟型」は、国際競争の激化や
競争範囲の拡大、産業構造や技術構造の変化などを背景とする不確実性の
増大に対して、定型的業務から専門的業務を遂行できるレベルまで様々で、
人事労務管理における適応力を高める方法として提起されたもので、労働
力需要の量的な変化への対応能力を数量的柔軟性、質的変動への対応能力
を機能的柔軟性、支払い能力と労働費用の連動化を金銭的柔軟性と呼び、
それぞれの柔軟性の向上を可能にする人事労務管理システムを提示してい
る。必要に応じた能力開発を行い、処遇は職務給などである。「雇用柔軟 
型」は企業が必要とする人的資源の内部調達（内部化）するか、外部調達

（外部化）するかを組み合わせることで、環境変動への適応能力を高める
人事戦略になる。
　この「長期蓄積能力活用型」と「雇用柔軟型」は、企業側から見た時に
は長期的に働いてほしいかあるいは柔軟な期間設定があるか、そして従業
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員にとっては長期勤務を前提にするか短期雇用を前提にするか、によって
相反するタイプを示す。この2つの間に挟まる「高度専門能力活用型」は、
企業が抱える課題解決に、専門的熟練・能力をもって応えるもので、必ず
しも長期雇用を前提としていない。日本全体の人材の質的レベルを高める
という観点に立って、OffJTを中心に能力開発を図るとともに自己啓発の
支援を行う。処遇は年俸制などによって成果と処遇を一致させるグループ
である。

　この「雇用ポートフォリオ」が出された1995年という時代背景を差し
引いても、現代の人事管理システムへの示唆は少なくない。上述したよう
に、長期蓄積能力活用型グループは当時よりも縮小されているものの、こ
のグループが今でも日本企業において中心的な労働者層となっていること
は明らかである。外国人材を雇用する企業からよく耳にする「外国人材は
すぐ辞めてしまう」という言説は、長期雇用を前提とした「日本的経営」
に外国人材を当てはめようとすることの証しともいえる。では、「高度専
門能力活用型」人材として高度外国人材を呼び込むために、日本企業が舵
を切れるかというと、残念ながら入山（2019）が述べるように「経路依存

長期蓄積能力活用型

雇用柔軟型

企業側の考え方

従
業
員
の
考
え
方

定着移動

長
期
勤
続

短
期
勤
続

高度専門能力活用型

図16　雇用ポートフォリオの整理
注　日本経営者団体連盟「雇用ポートフォリオ」をもとに筆者作成
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性（path dependence）」によって簡単ではないことが分かっている。経路 
依存性とは、会社組織は複雑な要素が合理的に絡み合っているので、たと
えばどこか1つの要素だけを変えようとした場合に、うまくかみ合ってい
た他の要素から抵抗に合ってしまうことを意味するという。入山はこれを
企業におけるダイバーシティで説明している。多様な人材を受け入れ、イ
ノベーションを生み出すために導入する企業は多いが、なかなかうまく進
まないのは、会社組織はいろいろな要素で成り立っており、それがガチっ
と噛み合っているからスムーズに回るのであって、噛み合っているがゆえ
に、どこか一箇所が時代に合わなくなり変えようとしても、残りは噛み 
合ったままなので変われずに、結果として足を引っ張ることになる。噛み
合っている要素として「同質人材」「同質な働き方」「メンバーシップ型雇
用」「新卒一括採用─終身雇用」「評価制度」の5つをあげ、多様な人材を
採用するには、新卒一括採用と終身雇用をやめて評価制度を変え、働き方
改革をしなくてはならないという。逆にどれか1つだけを変えたとしても、
企業は変われないという主張である。
　特に大企業は役員が多く、しがらみがありコンフリクトが生じやすい。
一度うまくいった仕組みが足枷になって、高度外国人材雇用が日本企業に
とって付加価値創出の可能性を高めることに至っていない。高度外国人材
を「共に価値を創造する人材」、すなわち、生産性向上やイノベーション創 
出といった『経済的価値』と、従業員のエンゲージメント向上や組織文化
の活性化といった『組織的価値』の双方を日本企業にもたらすことができ
る人材と位置づけ、経路依存性を断ち切って、ダイバーシティ経営に着手
することが、競争優位の確立に資する可能性を高めることになるだろう。
企業組織への示唆として、外国人材の導入は単なる人手不足解消ではな 
く、組織能力の再編を迫る契機である。異文化コミュニケーションの体制
整備、ダイバーシティ・マネジメント、能力に応じた配置・育成は、外国
人材の効果を最大化するための条件になると考えられる。
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第5章　おわりに

　本稿では、日本における高度外国人材政策の展開を整理し、その特質を
考察した。1988年の閣議決定以来、日本政府は一貫して「専門的・技術
的分野」における外国人材の受け入れを肯定してきたが、その正当化の論
理は時代ごとに変化してきた。1990年代は制度整備と原則維持、2000年
代は少子高齢化対応と成長戦略への組み込み、2010年代以降は国際競争
力確保のための積極的誘致へと政策的重点は移行している。
　さらに、「高度外国人材」の定義自体も一貫していたわけではなく、国内 
人材との比較のなかで緩やかに設定される傾向があった。そのため、「高 
度」というラベルは必ずしも絶対的基準ではなく、政策目的に応じて柔軟
に適用される性格を有していることが明らかになった。
　高度人材政策は、労働力補填型の技能実習とは異なり、企業の国際競争
力強化を目的とする戦略的枠組みである。しかし、政策論争は国際的な数
値比較や理念的議論に偏重し、企業現場の経験や課題を十分に取り込めて
おらず、この点で、歴史的整理に基づく「政策と実態の乖離」は続いたま
まである。
　企業経営の視点からみれば、外国人材の導入は単なる労働力調達ではな
く、多様な知識資源を統合するマネジメント課題として位置づけられる。
すなわち、人的資源管理においては異文化間のコミュニケーション体制、
キャリア開発支援、能力に応じた適材適所の配置が求められる。これらは
組織の学習能力を高め、競争優位の基盤を強化する方向に作用しうる。と
りわけ専門的・技術的分野における外国人材は、労働補完性を通じて日本
人労働者のスキル向上や新規事業創出を促進する可能性を持つ。この点 
は、企業組織にとって「代替」ではなく「協働」の枠組みを形成する重要
な契機となりうる。
　したがって、外国人労働者の受け入れの是非というゼロサム的な視点に
矮小化するのではなく、企業組織における価値創造プロセスに組み込む発
想が不可欠である。その際、制度的枠組みの整備とともに、企業自体が多
様な人材を活かす人事戦略基盤をいかに構築するかを検討していくことが
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今後の日本企業における外国人材活用の成否を左右するであろう。
　こうした経過を踏まえると、日本における高度外国人材政策の特質は、
理念と現実、開放と制約とのあいだで揺れ動きながらも、最終的には「戦
略的資源」として外国人材を位置づけ直してきた点にあるといえよう。今
後は、高度人材の受け入れを単なる国際競争力強化の手段としてのみ捉え
るのではなく、外国人と日本人が共に安心して暮らし、価値を創造できる
社会の実現にどう結びつけるかという視点が求められる。
　本研究は制度史的整理を通じて政策と企業実態の乖離を明らかにしたに
過ぎず、理論的モデルの提示や企業事例に基づく検証は今後の課題である。
しかし、経営学における外国人材研究の基盤整備として、制度の歴史的変
容を体系的に把握することは不可欠であり、本稿はその第一歩を提示する
ものである。
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The Historical Evolution of Japan’s Policies on 
Highly Skilled Foreign Workers and 

Their Implications for Corporate Management

Keiko Yukawa

Abstract: 
This paper examines the historical development of Japan’s policies 

for admitting highly skilled foreign workers and considers the implications  
of these policies for corporate management. Since 1988, policy priorities 
have shifted from institutional clarification to demographic challenges, 
growth strategies, and international competitiveness. The definition of 
these foreign workers has been applied flexibly. Nevertheless, a gap 
persists between policy ideals and corporate practice, as firms often 
underutilize these professionals. The paper argues that companies should 
view these foreign professionals as strategic resources for knowledge 
integration and value creation, not as labor substitutes.
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査読論文

金次郎像研究史序論
─偉人像はいかに調査研究対象とされてきたか─

角 南 聡 一 郎

はじめに

　2022～2024年度国際経営研究所共同研究プロジェクト「戦後日本にお
ける報徳思想の社会的影響」の成果の一端として、『Project Paper No.64』
に、「モノとしての二宮金次郎」を寄せることができた。本共同研究で筆
者は、物質文化研究を専らとする立場から、戦後、金次郎像がどのように
認識され持続あるいは破壊されていったかという点と、金次郎像が研究対
象と見做されるようになり在野の研究者を中心に、事例調査と資料の集積
がなされていった事について、主として調査研究を試みた。しかしなが 
ら、これは副題にもあるように、金次郎像に関する調査研究についての文
献を集成しその一覧を示すに留まった（角南 2025、以下前稿と称する）。
　全国にどの程度金次郎像が存在しているのかについては、前稿の表1で
引用したように、1746体が認められるという（表1）1）。前稿と同じく対象
とする資料は、金次郎像には成人像も含み、所在地は学校以外も含んでい
る。偉人として崇められた人物がモノ化されたものが偉人像である。金次
郎像の多さは、偉人として広く親しまれてきたことを物語っている。
　そこで本稿では、集成した文献を分析し、金次郎像のなにがどこまで明
らかにされたのかを明示する。そして今後の研究はどのような分野で実施
する可能性があるかについても検討を試みる。また、なぜこれほどまでに
アマチュア研究者が興味関心を持って、悉皆調査という手間暇かかる作業
を熱心におこなうのかという点についても、私見を述べてみたい。前稿に
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更なる文献や情報を追加しながら、より具体的な分析を試みてみたい。

1．調査対象地域

　まず前稿で示した文献一覧をもとに、対象地域による区分で、その傾向
をみておきたい。ここでの区分は、全国単位、都道府県単位、旧国単位、
郡単位、市町村単位、その他とする。

1-1　全国単位の集成
　井上章一の『ノスタルジック・アイドル 二宮金次郎』には大木茂が撮

表1　二宮金次郎像集計表
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影した全国各地の二宮金次郎像の写真が掲載された（井上 1989）。大木は
1980年から金次郎像の撮影を開始し、四国を除く各地で金次郎像の写真
を撮影し、その数180体程度にのぼったという（大木 1990：299）。
　鈴木一政は全国単位で金次郎像調査を実施しており、大日本報徳社の月
刊誌『報徳』に2008年から17年以上連載されている「金次郎を訪ねて」 
は、2025年124巻1429号で200回を迎えている（鈴木 2025）。
　この他にwebサイトによる全国単位の金次郎像データの提示としては、
杉山隆敏『二宮金次郎像』1）とアットウィキに設けられた「全国の二宮金
次郎像（二宮尊徳像）」がある2）。

1-2　都道府県単位の集成
　北海道の集成は藤倉徹夫の『金次郎はどこへいった』に詳しい。本書は
藤倉が15年をかけて全道各地の学校に所在する金次郎像・約400体を調査
しまとめられたものである（藤倉 2016）。
　小泉敦は青森県下の金次郎像を悉皆調査し、約120体の金次郎像を確認
した（小泉 2019a）。また、奥瀬多喜男による写真集もある（奥瀬 2023）。
宮城県下の状況は、柴田力夫による報告がなされた（柴田 2016）。
　大木茂によれば東京都内の小学校940校のうち134校に金次郎像がある
としている（大木 1990：299）。『ノスタルジック・アイドル 二宮金次郎』
に掲載された「東京都23区内小学校二宮金次郎像全調査」は大木晴子（晴
子は茂の妻）の調査によるという（井上 1989）。
　神奈川県横浜市西区の神奈川県土地家屋調査士会は、2009～2010年に
かけて、社会奉仕活動と広報活動の一環として、神奈川県出身であり農村
復興政策の元祖二宮尊徳にスポットを当て、県内の公立小学校にある二宮
金次郎像すべてを探し出し、その設置マップを作成し各小学校に無料配布
することがなされた（神奈川県土地家屋調査士会編 2010）。地図という性
質から、マッピング、金次郎像の写真、位置、所在地、種類、その他の特
徴等、設置年月日が示されている。
　静岡県では金谷高等学校郷土史研究部による志太榛原地区（島田市、焼
津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町）・小笠地区（掛川市、御前
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崎市、菊川市）の調査がある（萩原ほか 1989）。愛知県の状況は高橋一司
の『二宮像をさぐる』に詳しい（高橋 1968）。
　群馬県下の公立小学校所在の金次郎像を調査した、能登健と桑原弘美 
は、176体を確認している（能登・桑原 2006）。城岡朋洋は富山県下の金
次郎像13体を確認している（城岡 2005）。山梨県では二宮茂徳の写真集
がある（二宮編 1999）。
　大阪府立高等学校教諭であった籠谷次郎は、大阪下小学校所在の金次郎
像設置に関する調査を実施し、183体を確認している（籠谷 1997）。
　岡角憲次（1931～2011）は、2004～2007年にかけて滋賀県を巡り二宮
金次郎像が何処にどれ位設置されているのかを調べ『アナクロか二宮金次
郎像：滋賀県下を巡って』として纏めた（岡角 2007）。その結果は自身の
ブログでも報告されている 3）。滋賀県には小学校を中心に全部で125体を
数えることをした。これらのデータは大きさ・スタイル等で細かく分析し
集計されている。二宮金次郎の像は小学校に116体、その他7箇所の計
123体確認できた。その他の内訳は、神社1・寺院1・中学校1・公民館1・
道端1・民家2の計7箇所であった。尚、滋賀県の小学校は合計233校とさ
れるので、金次郎像の建立率は49.8％となる。
　『アナクロか二宮金次郎像：滋賀県下を巡って』の刊行以降に、2体を確 
認したことが岡角のブログで綴られている。1体は甲賀市信楽町勅旨493
の勅旨会館所在小柄の銅像で、1995年に勅旨報徳社創立90周年を記念し
て建立されたものである 4）。もう1体は、近江八幡市の郷土料理屋「喜兵 
衛」店内土間に置かれている二宮金次郎石像で、1994年改装した際に庭に 
あったのを移設したという5）。これらの結果、岡角によって確認された滋
賀県内の金次郎像は125体となったという。
　平井悦夫は、広島県で70体、岡山県で47体、鳥取県で21体、香川県で
6体を調査し報告している（平井 2015、図1）。
　また岡山県は森元辰昭による調査で280体の金次郎像（台座のみも含む）
が確認されている（森元 2011）。岡山県の特徴としては、陶製（備前焼）
像が232体で全体の八割以上を占めることである。
　2025年7月に開催された第1797回7月常会で「報徳ルネサンス」と題し
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て講演をおこなった清水和繁は、2008年から愛媛県内の「学校の金次郎 
像」の精査を実施したことをふまえて6）、51％の小学校に残っていると話
した（鷲山 2025）。
　竹井賢二はwebページ「二宮金次郎像 探索の旅」を通じて愛媛県下の
金次郎像の調査成果を公にしている7）。竹井は各小学校のホームページの
検索、文献調査及び現地訪問を行い、2024年12月14日現在の結果を表に
まとめている（表2）。これによると愛媛県内に223体の二宮金次郎像の設
置が認められる。これらのうち竹井が実際に撮影及び存在を確認した二宮
金次郎像は211体であるという。高知県では谷口總一郎の調査報告があげ
られる（谷口 1995）。
　酒匂猛は約10年かけて鹿児島県内各地の小学校をまわり、金次郎像の
調査を実施し165体の記録を一書にまとめた（酒匂 2018）。

1-3　旧国単位の集成
　三浦茂は足掛け10年の現地調査の集大成として、三河に建立された二
宮金次郎像約350体のデータをまとめた（三浦 2022）。

図1　金次郎像のスケッチ
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　森元辰昭によれば、岡山県美
作地域には74体の金次郎像が
現存するが、美作地域の大きな
特徴は石像が多いことであると
いう（森元 2015）。

1-4　郡単位の集成
　上垣正明は旧有馬郡と旧美嚢
郡東部に所在する金次郎像19
体 を 調 査 し 報 告 し た（ 上 垣 
2016、上垣 2019）。豊頃町教育
研究所生涯学習部は十勝館内所
在の金次郎像を調査し報告書を
刊行した（豊頃町教育研究所生
涯学習部編 2012）。

1-5 市町村単位の集成
　葛西満永は青森県上北郡六ケ所村内の小学校（跡地含む）5校にある、
金次郎像の寄贈の経緯などを調査した（葛西 2011）。
　福田純一は、栃木県鹿沼市で24体（福田 2003a）、今市市（現日光市）
で16体（福田 2003b）、栃木市上都賀郡粟野町（現鹿沼市）で8体（福田 
2005）、上都賀郡西方町（現栃木市）で3体（福田 2005）の調査を実施し
ている。
　木龍克己は埼玉県蕨市所在の金次郎像3体について言及した（木龍 
2004）。井上静男は秦野市内の小学校7校に、金次郎銅像があったこと、文 
献資料からそれらの建立の経緯や供出のことをまとめている（井上 1988）。
　中山之隆は新潟県加茂市の金次郎像3体を示している（中山 2003）。松
本市立博物館が運営する松本まるごと博物館のHP内で、「松本に残る二
宮金次郎像」として旧山辺学校校舎1例、市内小学校10例、神社境内1例
の計12例が示されている8）。
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　櫻井芳昭は愛知県春日井市内に所在する、金次郎像9体（小学校7体、
その他2体）を調査した（櫻井 2011）。嶋村博は、記録資料より1945年ま
でに岡崎市内に建立された金次郎像が13体であったことを明らかにして
いる（嶋村 1998）。また、同市内の小学校に現存する金次郎像について 
は、いど英良が調査を実施し、35体あることを示した（いど 1985）。青木
秀樹と小野木義浩は、岐阜市・羽島市・各務原市・羽島郡・本巣郡・山県
郡の3市15町村の金次郎像の調査をおこない66体を確認した（青木・小
野木 2003）。ここで提示された図は、金次郎像の法量をどのように計測し
ているかが客観的にわかるものである（図2）。しかしながら、物質文化
研究の立場からすれば、縦横だけでなく奥行も計測されるべきであると考
える。
　村本外志雄は、石川県金沢市の金次郎像を調べ、小学校には銅像10体・
石像13体・陶像（九谷焼）2体が、その他の旧校地や寺院境内に15体が
あることを示した（村本 2012）。

表2　愛媛県の金次郎像
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　藤本百男の『ふるさと加東の教育あらかると─加東の二宮金次郎像─』
（藤本 2021）、『ふるさと加東の「学校の歴史遺産」─未来に伝えたい教育・
歴史遺産─』（藤本 2024）は、自身のブログ「ふるさと加東の歴史再発 
見」9）をまとめたものである。本書中で加東市内の小学校8例、こども園1
例、その他1例、計10例が紹介されている。

1-6　その他の集成
　厳密には集成とはいえないが、海外の事例の紹介をここで一括してお 
く。海外所在の事例には、二つのパターンがみられる。旧植民地関係と日
本人移民関係である。前者としては、台湾があることを前稿では取り上げ
た（許 2022）。一方、朝鮮の場合は、現存する資料を取り扱ったものでは
ないが、以下のように記録上に金次郎像の建立が認められる。
　京城日出小学校では、1936年10月30日に寄贈された「二宮尊徳像」を 

「本門入口に設立」したとある（無記名 1989：42）。また、慶尚北道安東
郡出身の文学研究者・尹学準（1933～2003）は、自らが通っていた国民
学校に1942か43年頃、開校20周年を記念して二宮金次郎像の銅像が建立
されたと述べている（尹 1983：51）。
　また、植民地ではないが1942年3月から1945年8月にかけて、日本軍が
占領したインドネシア・ジャワ島の日本語学校で、1942年に金次郎像が
建立されたことが写真に残されている（「子どもたちの昭和史」編集委員
会編 1984）。

図2　金次郎像調査における凡例
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　日本人移民関係では、アメリカ・ロサンゼェルス市のリトルトーキョー
内の事例（大木 1989：113）、ブラジル・サンパウロ市神奈川県人会館の
事例（「二宮金次郎像、ブラジルに渡る」プロジェクト実行委員会 2009）
があげられる。

2．素材への着目

　これまでにも金次郎像の素材についての検討はなされてきた。しかしな
がら、全国的なデータをふまえての素材論は未だになされていない。素材
をテーマにした先駆的な調査研究をいくつかあげてみよう。
　高橋一司は『二宮像をさぐる』で愛知県下の銅像・石像・セメント像・
陶像についての建立年代を調査した（高橋 1968）。後にこれをもとに松尾
公就により整理された表がある（表3）。
　また、籠谷次郎による大阪府下のデータ分析の概要はつぎのようなもの
である。二宮金次郎
像の材質は、初期に
はすべて青銅であっ
たとし、初期から石
像が多かった愛知県
の状況とは異なる。
大阪での石像の登場
は 1936 年からであ
る。急増は石像の登
場によるものであっ
たことが知られる。
しかし依然銅像も多
く、 石 像 が 主 流 と
なったのは 1942 年
の銅像回収後である
という。像の業界に

表3　愛知県における年代別の金次郎建立数
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おいて銅像に代わり陶像に注目するようになったのは1938、9年頃からで、
大阪の像製造メーカーでは1939年には試作品に成功しているが、二宮像
にはあまり登場しなかった。セメント像は1943年以降代替像として造ら
れることはあっても、最初の設置像では少なかった（籠谷 1997：9）。
　さらに、植田心壮による備前焼製の金次郎像についての詳細な調査検討
は、これからの金次郎像研究の指標の一つとなるだろう（植田 2011）。

3．調査者の属性

　ここでは、金次郎像を調査した人々の属性に関して、若干の検討をおこ
なってみたい。先に述べた大木茂は写真家である。大木は「ああ、金次郎
盛衰記」（大木 1989）で、自身が撮影した写真とともに、「金次郎素材別
図鑑」として銅像・石像・陶像の金次郎が示されている。また「金次郎像
出生アルバム」として「誕生期」・「増殖期」・「戦後生れ」・「異端派」のも
のが紹介されている。「金次郎細分解」では金次郎の持つ書籍、背負って
いるもの、はきものにフォーカスをしている。大木のように写真家あるい
は、写真撮影の趣味が高じて、被写体としての金次郎像に関心を持ち写真
集を作成した人々は一定数存在する。奥瀬多喜男、二宮茂徳、いど英良が
この属性にあたる。
　最も多いのは教員である。以下が、この属性に相当する。小泉敦、中山
之隆、城岡朋洋、高橋一司、嶋村博、三浦茂、櫻井芳昭、籠谷次郎、藤本
百男、青木秀樹、小野木義浩、上垣正明、植田心壮、森元辰昭。
　従来から指摘されてきたように、学校に造立されたこととの関係から、
教育史資料の一つとみなされていると考えられる。このことから、教員や
学校職員によって調査や集成がなされるという特徴が指摘できる。
　また公務員出身あるいは現職には、藤倉徹夫と竹井賢二がいる。郷土史
家としては、福田純一、平井悦夫、村本外志雄、岡角憲次、谷口總一郎が
あげられる。
　報徳思想関係では、大日本報徳社社員で掛川市の元小学校校長・鈴木一
政がいる。また、清水和繁も大日本報徳社理事・報徳オンライン主宰であ
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る。
　秦野市の小学校教諭・井上静男は『安居院庄七先生小伝』をはじめとし
て、安居院庄七研究をおこなったことで知られる（井上 1981、井上 2006、
井上 2024）。そうした報徳思想への興味関心から、金次郎像への関心を 
持ったと考えられる。さらに、木龍克己はかつて報徳博物館学芸員であっ
た。
　報徳思想と関係して鈴木努の場合をみておきたい。鈴木は「私は平成五
年三月に四十二年間務めたJAかみふらの（現JAふらの上富良野支所）を
退職したが、その際に二宮金次郎像を農協に寄贈した。像は当初農協二階
応接室内に置かれ、まもなく二階事務室内に移された後、現在はふらの農
協上富良野支所一階正面玄関ホール内に置かれている。像を寄贈しようと
考えた動機は、当時、定年退職した職員は各自の気持で何がしかの記念品
を贈る慣例があったので、私は在職中、報徳研修会で勤労・分度・推譲と
共に「農は国の大本」「経済と道徳は車の両輪の如くに重要」とか「至誠
と実行の報徳の道」など、近年失われつつある大事な事を学ばせて貰い感
銘したからである。このことを機会に、わが町の二宮金次郎像は何処でど
うしているか調べる事にした」（鈴木 2005：57）として、上富良野町内4
例の由来について紹介をしている。
　例外として以下のようなケースがある。葛西満永は西方山平安寺（浄土
宗）の元住職である。酒匂猛も元公務員ではあるが、鹿児島市平川動物公
園に長く勤め園長も務めたので例外として扱った。

4．文化財・文化遺産としての金次郎像

　市町村における文化財の保存と活用に関する総合的な法定計画を文化財
保存活用地域計画と呼び、2025年7月18日現在で、210自治体で認定され
ている10）。甲府市教育委員会では甲府市文化財保存活用地域計画における
文化財の対象について、「地域らしさ」を活かした地域づくりを進めてい
くうえでは、地域のなかで広くありふれたもの（未指定文化財）に対して
も目を向けていく必要があるとする。例えば路傍の石造物は地域の生活文
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化の姿を色濃く反映したものであり、地域にとって欠くことのできない 
「お宝」であると考える。今後はこうした要素に対しても積極的な保存・
活用を図っていくことが大切だとした。このような方向性と関連して、未
指定文化財ではあるが市内の多くの小・中学校で「二宮金次郎像」が受け
継がれており、学校の歴史を伝える重要な文化財といえることを示した 

（甲府市教育委員会教育部生涯学習室歴史文化財課・山梨大学大学院総合
研究部生命環境学域菊地研究室編 2023）。
　このような動きからも、将来的には二宮金次郎像も文化財・文化遺産と
して保存・活用されている可能性は高いと考えられる。
　自治体の公的事業の中での金次郎像調査報告としては、以下のようなも
のがある。岐阜県各務原市歴史サークル研究会会員によって実施されてき
た、市内所在の石造物調査報告書である『各務原市の石造物』は、「製作
年代を、古代・中世、近世、近代以降に大きく区分し、古代・中世の石造
物は県・市指定品を中心に、近世以降は民間信仰的色彩の強い地蔵菩薩や
馬頭観音は近世を中心に、それ以外の記念碑や句碑・歌碑などについて 
は、近世・近代・現代を通じでとりあげることにし」たという。本書の

「二十三、人物像」で、小学校内所在の二宮金次郎像2体が取り上げられ
ている（小林ほか 1989）。
　埼玉県朝霞市の市史編纂事業の一環として刊行された『朝霞の石造物 
Ⅱ』中、「二宮尊徳像」として、朝霞第一小学校、朝霞第二小学校、朝霞
第三小学校と天明稲荷神社の4体が調査報告されている（廣野・佐々木・
栗原 1993）。千葉県香取郡神崎町の『神崎町史 史料集 金石文等』には、 

「学校関係記念碑」として神崎小学校所在の「金次郎丸彫像」1体が写真・
銘文とともに掲載されている（神崎町編 1991）。1974・1975年度に実施さ
れた神奈川県川崎市内石造物調査の報告書では、「二宮金次郎像」として、
小学校2体、個人宅1体の計3体が報告されている（川崎市教育委員会社
会教育部文化課編 1980、川崎市教育委員会社会教育部文化課編 1981）。
また、『韮崎の石造物』は山梨県韮崎市教育委員会を事務局として、石造
物調査委員により調査された市内石造物調査報告書である。本書では、石
像の項で「二宮金次郎像」として、小学校などの6体が報告されている（韮
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崎市教育委員会社会教育課編 1988）。
　南信州で文化財の保護保全と活用や自然保護活動の推進を目指す、南信
州文化財の会の調査をまとめた『わがムラの石造文化財』2には、他の文
化財の石造物とともに、下伊那郡北部の「丘の上の三校に建つ酷似の二宮
金次郎像」が取り上げられている（南信州文化財の会編 2020）。
　これは石造物の調査対象をどこまでとするかという問題に起因する。こ
れと関係して、筆者は神奈川県下の石造物調査報告書をもとに現代石造物
の事例を集計し若干の検討を試みたことがある（角南 2022）。
　前稿でも若干紹介はしたが、自治体広報誌で取り上げられる金次郎像に
は、北海道枝幸郡枝幸町（無記名 2021）、福島県双葉郡大熊町（大熊町役
場教育総務課社会教育係文化財担当 2021）、茨城県那珂市（歴史資料館 
2014）、三重県亀山市（松村 2022）、同県伊賀市（文化財課歴史資料係 
2022）、大阪府松原市（西田 2014）、兵庫県養父市（教育委員会社会教育
課 2015）、滋賀県甲賀市（無記名 2007）、同県犬上郡甲良町（甲良町ふる
さとプロジェクト 2024）、鳥取市（西尾 1988）、宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 

（みかっち 2002）、などがある。
　自治体広報に掲載される金次郎像の紹介文の執筆は、文化財担当者や博
物館担当者、文化財審議委員などによってなされている。つまり、ある程
度公的なもの、文化財的なものと見做されている状況が確認できる。

5．売買される金次郎像と新たな金次郎イメージ

　先にみたように文化財・文化遺産として取り扱われる一方で、処分され
るものもあるのが現状である。
　兵庫県三木市で金次郎像が一般競争入札で販売されたことは記憶に新し
い。それは2022年3月に閉校した三木市立東吉川小学校に1959年に設置
された銅製の二宮金次郎像である（無記名 2024）。三木市金次郎像のその
後についての報道もある。2024年6月24日、兵庫県三木市は二宮金次郎
が一般競争入札で落札されたと発表した。同市が一般競争入札で売り出し
ていた旧東吉川小学校（同市吉川町市野瀬）の青銅製二宮金次郎像を、姫



国際経営フォーラム No.36

280

路市の企業創業者の男性が落札した。その額55万1380円。「少年らしい素
直な表情」が購入の決め手になったという。2022年の旧東吉川小閉校ま 
で、60年以上にわたり子どもたちの成長を見守ってきた青銅の像。男性
は姫路にある自身の会社の敷地に置く予定で、周辺からも見やすいように
し、金次郎の功績を広めたいと願っている（大山 2024）。
　男性アイドルグループ・嵐のバラエティー番組「嵐にしやがれ」（日本
テレビ系）では、メンバーに二宮和也がいることにちなんだ、「二宮金次
郎救済プロジェクト」が2015年5月30日に初回が放映された。公式ホー
ムページの番組アーカイブでは次のようにある。「金次郎像は全国に1000
体以上あるといわれ日本一数の多い像なのだそう。しかし、昨今少子化や
過疎化の煽りで廃校になってしまった学校には放置された像がたくさんあ
るという。そんなとり残された金次郎像を再び子供たちの学び舎に移して
あげたい」11）。そのような趣旨でプロジェクトが実行された。金次郎像は、
東京都青梅市立第九小学校（1996年廃校）から福島県郡山市小山田小学校、
岐阜県本巣市の旧根尾村立松田小学校（1981年廃校）から岐阜県羽島市
立中島小学校、長野県北佐久郡の私有地からを長野県安曇野市立穂高西小
学校へとそれぞれ移設した。また、2019年4月27日が初回「金次郎救済
プロジェクト第2弾」では、6年前に廃校となった栃木県小貝町立小貝中
央小学校（2013年廃校）の金次郎像を、東京都世田谷区烏山小学校へ移
動する模様が放映された12）。
　伊参スタジオ公園（旧中之条町立第四中学校、1990年廃校）所在の 

「ジェット二宮金次郎」は、群馬県吾妻郡中之条町で開催された「中之条
ビエンナーレ2013」でアーティスト・飯野哲心によって製作された。公
式ガイドブックで本作品は「空飛ぶ勤勉」と紹介されている（中之条ビエ
ンナーレ実行委員会編 2013：49）。ネット界隈では、金次郎像がジェット
パックを背負い、若干台座から浮遊している姿が話題となった。飯野は本
作品について次のようにコメントしている13）。

　ジェット二宮金次郎ですが本来の二宮金次郎像は『勤勉』や『マジ
メ』であることを子供に伝えるためのモニュメントですが、僕から子
供たちに伝えたいことは「ユーモアを持ってサバイブしよう」です。
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子供たちは受験、恋、部活やスクールカーストなど様々な戦いに身を
置いています。僕らからみたらちっぽけだったり笑っちゃうような戦
いもあるのですが、彼らは常に真剣ですし、僕らもかつては真剣に 
闘ってました。かつてそんな子供だった僕からの「マジメもいいけど
ちょっと頭を柔らかくして考えてみようか」的なアドバイスです。

　2010年以降にスマートフォンの個人保有率が上昇し、歩きスマホが社
会問題化した（野村 2013）。この問題は読書をしながら歩行するという金
次郎像にも波及し、2016年には「歩きスマホが問題となっている現代も、
歩き読書を問題視する声は上がる」とある（冨森 2016）。
　2016年3月1日に栃木県日光市立南原小学校創立30周年記念式典が開催
され、併せて報徳思想の普及・啓発団体「報徳道研修いまいち一円会」か
ら金次郎石像が寄贈され二宮金次郎像（石造）の除幕式も執り行われた。
報道によれば「同会は「『歩きスマホ』の危険性なども指摘される中、本
を読み歩きしている立像ではなく座像（ママ）にした」と時代の変化に応
じたという」（無記名 2016）。金次郎像は立像に対して坐像は少ない。な
ぜ立像なのか。それは「至誠・勤労・分度・推譲」という「報徳仕法」を
体現したからである。当然、報徳思想が唱えられはじめた時代の背景も考
慮する必要がある。それを直視、認識することなしに一方的な非難がなさ
れることは残念である。新たな金次郎像が坐像で製作されたことは、「な
がら」問題に対する措置とみることができる。ある意味では、こうした非
難に対してパロディーをもって答えているのが「ジェット二宮金次郎」で
はなかろうか。アート作品によって場の記憶が継承されつつも、新たな空
間として機能するモノとしての働きを「ジェット二宮金次郎」は担ったと
考えられる。

おわりに

　時代とともにことばが変化し、使用されなくなった場合は、死語などと
言われてきた。近年は、過ぎ去りし昭和を懐かしむ対象として、昭和こと
ばなどと呼ばれている。ことばも同じように、モノも使用されなくなれ 
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ば、全く忘却されてしまうか、ことばと同じくノスタルジーを感じるもの
となる（角南 2024）。新しいモノであっても、多くの人々の活動が積み重
ねられ、データが蓄積すれば、新たな事実が判明していくだろう。本稿で
指摘した、素材の傾向、学校所在の場合に廃校以降どのような状態にある
かなどの課題について、具体的に論じられる段階になったといえる。引き
続きこれらの課題に取り組みつつ、新たな情報も集積していくことを心掛
け、いずれ再論してみたい。
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1．はじめに─大型ダイカスト成形台頭の背景─

　本研究は、部品点数の削減を狙った成形技術として2020年度以降世界の 
自動車業界で導入が進んでいる大型一体ダイカスト成形の日本国内におけ
る開発動向と参入経緯について、完成車メーカーおよび金型サプライヤー
の視点から分析する。対象期間は、2020年9月から2025年8月までの5年
間とし、この間の各業界の参入企業調査とその詳細について取り上げる。
　国内ものづくり産業は、戦前から戦中期における電機メーカーの創業期

（Koren, 1990）を起点とし、1950年代後半からは先端品としての白黒テレ 
ビ、冷蔵庫、洗濯機の「三種の神器」が文化住宅の必需品と言われるよう
になり、高度経済成長期にかけては3Cと呼ばれたクーラーやカラーテレ
ビ、カー（自家用車）等の耐久財向け完成品メーカーが飛躍的に発展し 
た1。この成長過程において、完成品メーカーを頂点とするサプライチェー
ンの構築に加え、開発段階からのサプライヤーとの緊密なコミュニケー
ションを基盤とした協働関係（藤本, クラーク, 1993）（浅沼, 1997）（藤本, 
西口, 伊藤, 1998）の形成が進展し、これが国内製造業全体の国際競争力の 
維持および強化に寄与してきた。しかしながら、近年においては自動車産
業の再編、国内工場の閉鎖、さらに海外EMS（Electronics Manufacturing 
Service：製造受託企業を意味し他社の製品の製造を請け負う企業）メー
カーからの協業の打診等の動きも加わり、完成品メーカーの競争力の低下
が顕在化しつつある2。またこうした状況は、関連する中小サプライヤー
における雇用環境の悪化や企業存続への危機意識を高めており、国内もの
づくり産業の持続的発展を今後も維持するためには早急かつ実効的な対策

1	 田中則仁［編著］（2021）「第1章アジアのグローバル経済と日本の通商─戦後の国際
経済秩序と経済統合─」『アジアのグローバル経済とビジネス』文眞堂、pp.8-10を参 
照。

2	「日産、鴻海とEV生産協議─合弁視野追浜工場存続へ─」日本経済新聞（朝刊）1面、 
2025年7月7日。「EV部品 供給網構築に道─日産、鴻海と生産協議取引先に商機─」
日本経済新聞（朝刊）15面、2025年7月8日。「ホンダ・日産、基盤ソフト連合─次
世代車 米中勢に対抗─」日本経済新聞（朝刊）1面、2025年7月15日。
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が必要と考える3。
　自動車産業の製造技術については、カーボンニュートラルの潮流や電気
自動車（以下、「EV車」とする）市場の拡大に伴い、「軽量化」「部品点
数削減」「生産効率化」への要求がかつてないほど高まっている4。こうし
た中、2020年に米国の先進的EV車メーカーのテスラ社5 が世界に先駆け
て多目的スポーツ車（SUV）「モデルY」の車体後部で、大型一体ダイカ
スト成形技術を導入し、自動車用ボディー部品の実用化を成し遂げた。本
研究のサブタイトルにある対象期間の始まりを2020年9月に設定した理由
は、テスラ社のカリフォルニア州フリーモント工場で、同年5月に導入済
みの大型一体ダイカスト装置（＝テスラ社は「ギガキャスト」と呼んでい
る）の試運転が始まった時期だからである。その後もテスラ社は、このギ
ガキャスト6を用いることで、適用範囲を後部から前部へと広げ、従来車
種では171個の構成部品を2個の巨大アルミ部品に集約することに成功し
た。さらに80～90秒ほどで1個の大型部品をつくれるようになり、生産
スピードの向上につながった7。テスラ社の導入事例をきっかけに、追随

3	「県内供給網に動揺広がる─日産の経営再建策巡り─」日本経済新聞（朝刊）35面、
2025年5月27日。

4	 日本政府の掲げるカーボンニュートラル戦略では、具体的に2050年までに温室効果
ガスの排出を全体でゼロにする「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指して
いる。日本は中期目標として2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46％削減する
目標（2021年4月表明）を掲げており、これを踏まえて2021年10月22日に地球温暖
化対策計画を5年ぶりに改訂した。FOURIN『日本自動車産業 基礎データ年刊2022
─コロナ後の成長方向─』pp.24-25. に記載の概要を参照し、地球温暖化対策計画に
ついてまとめた。

5	 2022年5月24日に開催された日原政彦（日原技術士事務所）所長の講演（ZOOM 
Web：特定非営利活動法人アジア金型産業フォーラム主催）『テスラから見るEV車
技術開発競争─EV開発でのギガファクトリー/ギガプレス製造設備─』のなかで、
国内外の金型技術動向を熟知する技術士（金属部門）且つ工学博士（東京大学）の日
原氏は、テスラ社の大型一体成形への参入動機について「地球温暖化防止、CO2削減、
カーボンニュートラル、持続可能なエネルギーへのシフトのために、合理的な製造技
術の開発を目的として大型鋳造機の製造を考えたことが、Giga Press機（本稿におけ
る大型一体ダイカスト成形機の別表現）開発の発端であった」と述べている。
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する中国系の新興EV車メーカーを中心に、大型一体ダイカスト成形品の
開発および採用が急ピッチで進んでいる8。
　海外EV車メーカーの動きに対し、国内大手自動車メーカーでは従来の
部品数の多いプレス構造から大型ダイカストを用いた構造への転換をはか
るための開発が行われていることを知り 9、将来的に大型一体成形品の量
産化を考慮すれば、金型を扱うサプライヤー側からの開発動向に関する現
状分析が不可欠であるとの考えに至った。国内における大型一体ダイカス
ト成形のサプライヤー側からの研究については、2024年、ダイカスト成
形を主要事業とする企業の開発担当者による、品質保証や鋳造解析に関す
る技術的な報告がある10。
　筆者のこれまでの研究領域は、大量生産品用の部品製造に不可欠な道具

（＝金型）を扱う金型メーカーの経営と保有コア技術による競争力の源泉
の追究である。中でも完成品メーカー側の部品開発に関与できる1次・2
次サプライヤーレベルの金型メーカーを対象とし、部品点数の削減提案 

6	 本稿において、大型一体ダイカスト成形とギガキャストは同じ意味を指す。テスラ社
が最初にギガキャストの表現を使用したことで、一般的にギガキャストが用いられる
こともあるが、必ずしも関連する業界のなかで定義づけはされていない。以後も、引
用部分や聞き取り調査対象者の発言などでギガキャストと表現されている部分は、大
型一体ダイカスト成形と変更せずに、そのままギガキャストを用いる。

7	「芝浦機械EV部品一体成型─新技術「ギガキャスト」コスト大幅減 機械メーカー競
争激化─」日本経済新聞（朝刊）16面、2025年3月4日。記事中では「一体成型」と
されているが、本稿では「一体成形」の表現に統一している。

8	 自動車産業系調査会社FOURIN（2025年5月）の調査月報には「中国振興BEV（Battery 
Electric Vehicle）メーカーは、大型ダイキャストアルミだけでなく、先進高張力鋼
やホットスタンプ鋼の適用箇所も増やしている」との記述があり、中国ではダイカス
ト以外の材料に対する一体化や異材接合の積極適用が既に行われていることから、国
内自動車メーカーやサプライヤーはこうした中国企業の動向を注視し一体成形の技術
革新に対する危機意識を高めるべきではないか。「大型ダイキャストアルミ」とは、
本稿における大型一体ダイカスト、を指す。

9	「Tech Trend 自動車に広がるギガキャスト トヨタ導入でアルミ鋳造に勢い」『NIKKKEI  
BUSINESS』2025年6月9日、pp.44-46.

10	新田真「第3章アルミダイカストの最新技術と軽量化への挑戦」『自動車用材料の最
新技術と市場』シーエムシー出版、2024年8月7日、pp.28-37.
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や、開発リードタイム短縮への関与により完成品メーカーの競争力強化に
貢献している事例や金型メーカーの海外進出事例を分析し実態を明らかに
した（田中, 2015a）（田中, 2015b）。本研究においても、大型一体ダイカ
スト成形への参入あるいは参入を目指してきた金型メーカーを軸に、設定
した5年間に、開発および国内設備投資を実施している自動車産業向けサ
プライヤーとしての金型メーカーを主な対象範囲とする。国内に大型一体
ダイカスト成形の開発から参入に至った金型メーカーがどの程度存在し、
参入時の経緯を明らかにする。事前調査の中で、本研究テーマに関しては
金型技術を軸に機械工学分野からの研究報告に限られており、経営学的ア
プローチによる先行論文は不足していることがわかった。ただし、国内製
造業向け調査機関による報告書は存在する11。
　完成車メーカーについては、ビジネス関連の雑誌や文献調査、公開され
ている企業情報を基に各社の動向を明らかにする。自動車産業を取り巻く
サプライチェーンの中で、大型一体ダイカスト成形が、完成車メーカーや
サプライヤー側のダイカスト成形用金型メーカー毎にどのような関わりを
持っているのか、あるいは本対象技術は、国内においては完成車メーカー
の内製により進められていくのか、今後の可能性についても検証する。
　日本における大型一体ダイカスト成形の業界動向把握を目的とする研究
方法は、国内ものづくり産業に関する調査研究機関の公開資料や書籍、金
型産業関連団体が保有する調査資料や文献、国内ダイカスト関連団体の研
究会配布資料、大型一体ダイカスト成形に関わる新聞記事や各種雑誌等か
ら全体把握を目指す。これら文献による検証作業に加え、対象となる金型
メーカーの工場視察とそこでの開発担当者への聞き取り調査により、参入
までの経緯と開発までの具体的な取り組みを明らかにする。

11	みずほ銀行産業調査部（2025年3月17日）「ギガキャストがもたらすクルマづくりの
多様化～鉄鋼による一体成型の高度化に向けた日系プレスサプライヤーと日系鉄鋼
メーカーの連携～」『Mizuho Short Industry Focus Vol.244』本調査は、アルミダイ
カストへの対抗策として、プレスや鉄鋼メーカーへ向け、スチール一体成型の早期高
度化の必要性に関する提言が行われている。
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2．先行研究

　先行研究の確認は以下3つの範囲について行う。第1に国内サプライヤー
システムの企業間関係について、第2に日本金型産業における競争力につ
いて、第3に国内大型一体ダイカスト成形技術と海外動向についてである。

2.1　サプライヤーシステムの企業間関係
　日本型製造業における完成品メーカーとそのサプライヤーシステムの企
業間関係については、いくつかの代表的な先行研究があげられる。サプラ
イヤー側から見た研究テーマの推移について、延岡（1996）および近能

（2001）はそれぞれの論文で、サプライヤーの視点からの研究の少なさに
ついて言及している。次いでサプライヤー側からの視点を取り入れた研究
では、浅沼（1997）（1998）が日本における完成品メーカーとサプライヤー 
間の相互作用に着目し、「貸与図の部品のサプライヤー」と「承認図の部
品のサプライヤー」それぞれの役割について指摘している。その際、部品
の生産に当たって完成車メーカーの方が部品の設計を行い、サプライヤー
に設計図を貸与して製造を行わせている場合に、この図面のことを「貸与
図（Drawings Supplied）」といい、貸与図による部品生産が行われる場合
には、そのサプライヤーは、当該の部品を自ら開発したのではなく、製造
サービスの提供だけを行っている、とされる。これに対して、完成車メー
カーが大まかな仕様を提示し、その仕様に適合するような部品をサプライ
ヤー側が開発する場合、完成車メーカーは、その図面を提出させて検討 
し、承認を与えることを部品発注の前提条件としている。この承認をすま
せた図面のことを「承認図（Drawings Approaved）」という。つまり、承 
認図による部品生産が行われる場合には、そのサプライヤーは、製造サー
ビスに加えて開発能力の提供も行ったといえる12、と指摘している。こう
した浅沼の理論に対し、植田（1999）は、「サプライヤー」の用語が1980
年代初めまでは必ずしも広く使われていたわけではなかったことを取り上

12	浅沼（1997）P.187を参照。
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げ、完成品メーカーと部品メーカー、加工メーカーなどから構成される分
業生産のシステムを表す用語としては、むしろ「下請」の方が使われてい
たと指摘している。これらの用語は、それを使用する研究者によって用い
られ方が異なっており、両者を明確に区分する一般的な定義があるわけで
はないとも述べている。その後、植田（2024）は、浅沼の議論について、
1980年代後半以降のサプライヤー研究の特徴を最も反映したものであり、
従来の議論にはなかったサプライヤーの技術力をどのように評価するのか
という論点を取り込み、多くの関心を呼んだ、と指摘した。しかしその多
くが、浅沼の議論を無批判的に活用していることに疑問を呈し、浅沼議論
のなかで重要な位置を占めている「承認図」「貸与図」について、その設
計図面の区分と、発注側とサプライヤーの間で決定される単価について、
検討を加えた。これら植田の研究は、浅沼の研究に対して批判を加えてい
る点が特徴的である。
　佐伯（2008）は、自動車産業サプライヤーシステムにおけるワイヤーハー 
ネス企業の製品開発について、1次サプライヤーの矢崎総業を対象に事例
分析を行っている。サプライヤー側からの研究では、佐伯の研究のように
完成車メーカーとの関係で直接取引を行っている1次サプライヤーに位置
し、且つ取扱部品もワイヤーハーネスに限定し、その専業サプライヤーを
焦点とする分析アプローチがある。菊地（2024）は、完成車メーカーと1
次サプライヤーの取引関係とは距離を取り、1次サプライヤーと2次サプ
ライヤーの取引関係、あるいは2次サプライヤーと3次サプライヤーの取
引関係といった2次サプライヤーに焦点を当てた事例研究を行い、中小自
動車部品企業が全体として淘汰の局面に直面していると考えられるなかで
競争力構築の成功事例を扱っている点が特徴である。以上のようにサプラ
イヤーシステムについては、開発図面をどこが、あるいはどのように担当、
分担するかについて企業間関係の取引構造のなかで議論されるものや、完
成車メーカーと直接取引を行っている特定部品のサプライヤー側からの製
品開発を取り上げた研究、さらに2次サプライヤーの競争力に焦点を当て
た事例分析等が存在する。
　本研究では、量産品向けツール業界における大型一体ダイカスト成形と
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いう新たなサイズ且つこれまで国内では不可能とされてきた6000t超級の
ダイカストマシンを活用した一体成形部品の開発へ向け、既存技術の応 
用により新規顧客開拓を目指す金型メーカーの参入経緯を明らかにする。
よってサプライヤー側からの視点で既存研究との違いは、対象となるサプ
ライヤーを量産型ツール産業の金型とし、さらに取り扱いサイズが「超大
型ダイカストマシン向け」と、成形機に関する使用範囲も限定し、これら
2つの視点を取り入れている点である。サプライヤーシステムにおける取
引構造の位置づけは、自動車向け車体部分の開発に関わる金型サプライ
ヤーのため、主として1次サプライヤーとしての参入分析となる。ただ 
し、こうした完成車メーカーにとっての新技術、あるいは次世代型先端技
術の開発を最初からサプライヤー任せにすることは考えにくい。よって、
大型一体ダイカスト成形に対する完成車メーカーの参入動向について、特
に内製に対する考え方を中心に分析を加える。

2.2　日本金型産業の競争力
　日本のものづくり産業において、国内では大量生産品向け部品製造のた
めの道具として、金型製作だけを専業的に行う金型メーカーが存在し、こ
うした企業をまとめて一つの産業として捉える研究が行われてきた。代表
的なものとして、田口（2011）『産業技術競争力と金型産業』がある。田
口氏は日本の金型産業の歴史的形成過程と展開過程を分析することを通じ
て、当該産業の技術競争力の要因を明らかにし、その要因とは、情報技術
の進展とともに金型産業にもCAD（コンピューター設計）、CAM（コン
ピューター製造）、NC（数値制御）工作機械が導入されてきたことにある
と指摘している。他に金型産業における技術競争力に関する研究では、中
国ローカル企業が手掛ける金型品質について、進出した日系企業との取引
関係の中から評価している兼村（2013）がある。兼村氏は、金型製作に必
要な加工機械の精度や、田口氏と同様に設計時のデジタル技術について
3D-CADの普及が国家レベルの支援により進展し、品質向上に寄与してい
ることを明らかにした。藤川（2019）は金型産業に関わる国際比較研究が
個別の国を対象とする点に疑問を呈し、競争が激化する中での東アジア諸
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国の存在感に着目し、これら国々の金型産業における競争力についてその
優劣を技術革新から紐解いている。馬場（2016）は2000年代初頭より、
金型を中心とするツールサプライヤーの大量生産品向け部品の技術革新に
着目し、長年に渡り日本金型産業を金型の技術移転と国際比較の観点から
研究を続けている。
　既存研究に対し、本研究は金型産業の競争力に関わる共通項は存在する
ものの、主として国内での技術革新を目指す大型一体ダイカスト成形サプ
ライヤーとしての金型メーカーの参入経緯と新規顧客獲得へ向けたサプラ
イヤー動向を明らかにする。海外との比較研究の視点は、大型ダイカスト
マシンを導入するテスラ社と中国系EV車メーカーの事例を取り上げ、日
本の完成車メーカーと金型メーカーの参入時期について分析する。

2.3　国内大型一体ダイカスト成形と海外動向
　ここでは大型一体ダイカスト成形の研究開発責任者の解説を引用する。
新田（2024）はダイカストの説明と特徴について以下のように記述してい
る。

精密な金型の中に溶融金属を高速で圧入することにより、高精度で鋳
肌の優れた鋳物を短時間に大量生産する鋳造方式を言い、自動車部品
や電気機器など幅広く採用されている。─ 中略 ─ その生産量は、近
年では生産約100万トンで推移し、使用される材料はアルミニウム合
金が大半を占めている。アルミニウムダイカスト品はリサイクル性に
優れている。また融点が鉄の2/5程度であり、再融解時のCO2排出量
が0.3−CO2/tと低く、環境負荷の少ないことが特徴である。そのため、
近年では環境負荷低減やエンジン車から電動車への移行による車体重
量の抑制の要求により、鉄からアルミニウムへの材料置換が改めて注
目され、アルミニウムダイカスト適用が拡がりを見せている13

13	上掲。新田（2024）P.28より。
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　新田氏によれば、アルミダイカストの一体成形の優位性と必要性は、EV 
車の車体重量抑制に適している点や、アルミニウムの特質上、100％に近
いリサイクル性が達成できることが指摘されている。
　次にダイカスト成形をより分かりやすく理解するために、溶融金属の代
わりに溶かした樹脂を使用するプラスチック用金型との比較について取り
上げ、その違いを明確にする。横田（2025）はこれら2つの違いについて、 
以下のように記述している。

プラスチック用金型は、溶かしたプラスチック材料を、射出成形機等
を使い、圧力をかけて流し込んで形状を成形する金型である。「金型」
と呼ばれている一般的なイメージは、このプラスチック用金型である。
ペットボトル等の食品容器は、あらかじめ成形された容器（ネックリ
ング）に特殊な装置を使って空気を吹き込んで成形（ブロー成形）す
る方式が採用されている。これに使われる金型もプラスチック用金型
に含まれる。ダイカスト用金型の基本的な成形原理は、プラスチック
用金型と同じである。高温の溶けたアルミニウム等の軽金属を、ダイ
カスト専用の成形機に高圧力をかけて流し込み、形状を成形する金型
である。プラスチック用金型と異なるのは、金型内に冷却装置を持つ
構造になっている点である。主としてアルミニウム材は、「軽くて丈
夫で錆びにくい」特徴を持っていることから、自動車や家電製品・台
所用品等に多く使われている。さらに、パソコンやスマートフォン等
のケースにも使われるようになり、年々その用途は広がりつつある14

　横田氏による違いに関する解説のなかで、ダイカスト用金型の特徴とし
て指摘されている金型内の冷却装置を持つ構造は、ダイカストを専門とす
るメーカーの金型製作時の考え方の違いとして現れることがある。筆者が
2025年8月に実施したダイカストメーカー開発担当者への聞き取り調査で
は、「冷却装置としての配線ホースの設置場所や設置数が企業毎に異なる」

14	横田悦二郎（2025）『新説・日本の金型産業論』日刊工業新聞社、pp.17-18より引用。
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とのことであり、調査企業については「お客さんからは、配線の数が多い
と指摘される」といった言及もあった15。現状、ダイカスト用金型を扱う
他メーカーとの金型構造に関する比較は実施できていないが、ダイカスト
用金型の設計に対する考え方や集約ノウハウの捉え方の一部として、冷却
のための配線数や配線位置などが重要であると考えられる。こうした考え
は、R社の量産工場視察を通じ、アルミダイカスト品の量産時に、生産ま
でのスピードが、速いものでは30秒程で可能であることを目の当たりにし、
冷却装置がその速さを達成するための重要な要素であることが理解できた
からである。
　以下、表-1では、海外市場における大型一体ダイカスト成形技術の導
入動向を中心にまとめた。ダイカストマシンのサイズは、6000tf超の型締
め力マシンを導入した企業のみとした16。表中に記載のある中国系ダイカ
ストマシンメーカーのほとんどは、中国LK社のものであり、テスラ社の
大型一体ダイカスト成形を担うマシンもこのLKグループの傘下にあるイ
タリア老舗ダイカストマシンメーカーIDORA（イドラ）社が開発した型
締め力6000tf以上の巨大な鋳造機である。ここでIDORA社の親会社でも
あるLKグループについて、参考資料より以下に引用する。

LKグループは1979年に劉相尚氏が香港で設立し、2006年に香港の証
券取引所に上場した。2008年にIDORA社を買収し、同グループの完
全子会社とした。現在、同グループは世界各国に14カ所の生産拠点
と60以上の営業拠点およびサービス拠点をもつ。同グループで生産
する商品は100以上の業種で活用される。ダイカストマシン、射出成
形機および工作機械を含め、年間8000台以上の産業機械を生産する。

15	2025年8月4日、アルミダイカストメーカーとして国内最大手のR社（広島県府中市）
を訪問。ダイカスト企画開発本部研究開発部のN氏より、ダイカスト成形の特徴につ
いての解説を受けた。

16	「型締め力」と使用単位「tf」の解説は、表中で用いられた箇所にて、脚注説明を行う。 
資料や企業の表記によって、「f」を省き、「t」だけを記す場合もあるため、本稿で単
位が全て統一されていない場合はそうした理由によるものである。
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17	「型締め力」とは、製品を鋳造する際に金型を締め付ける力の大きさのことである。
RYOBI株式会社企業HPニュースリリース（2023年7月11日）「大型一体成形ニーズ
に応える「ギガキャスト」を始動」のなかで、日本初となる6000トンクラスのダイ
カストマシン導入について記載されており、このサイズマシンの補足として、型締め
力の説明がされている。単位に用いられている「tf」は「トンフォース」であり、1tf
は質量が1トンの物体に働く重量となる。

表-1　大型ダイカスト成形用マシンを導入した海外自動車メーカー
および国内自動車メーカーと金型メーカー

海外大型一体
ダイカスト成形

（＝ギガキャスト）導入
導入年度 ダイカスト

マシンメーカー 最大型締め力17

米テスラ 2020年 中国LK（伊IDRA） 9000tf

中国・上海蔚来汽車
（NIO） 2022年 不明 不明

中国Geely 2023年 中国LK 7200tf

中国・小鵬汽車
（Xpeng Motor） 2023年 中国LK 7000tf/

将来的に12000tf
中国・華為技術

（Huawei） 2024年 不明 9000tf

中国・小米
（Xiaomi） 2024年 中国・海天

（HAITIAN） 9500tf

スウェーデンVolvo
（Geelyグループ） 2026年 中国LK（伊IDRA）/

スイスBuhler 8400tf

リョービ（RYOBI） 2025年
稼働開始 UBEマシナリー 6500tf

ホンダ 2026年
以降順次 スイスBuhler 6000tf

トヨタ自動車 2027年半ば UBEマシナリー 9000tf

アイシン 2027年度までの
開発計画発表

既存設備を
活用し開発 不明

（出所：各社関連資料等を基に筆者作成）
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2019年に世界で初めて6000tの超大型ダイカストマシンを発売し、さ
らに2021年に9000t、2022年に12000tを発売した。いずれも世界初の
ギガプレスである18

　2020年に米国テスラ社によるダイカストマシン導入後、主な海外企業
の大型一体ダイカスト成形機の導入は、主として中国系企業を中心に行わ
れている。表中の下段には、国内企業のダイカストマシン導入年度も記載
した。導入年度に着目すると、2024年までの参入企業の大部分が中国系
企業であることがわかる。補足として、今回、EV車の世界販売でテスラ
社を追随する中国BYD社の大型ダイカスト成形に関する動向は、上掲の
表に含まれていない。BYD社は企業方針として内製を重視しており19、他
の中国完成車メーカーと異なり、大型一体ダイカスト成形に関する情報が
掴みにくい現状にあることが理由である20。
　中国自動車メーカーは、ダイカストマシンを導入後、既にEV車の生産
工程にも導入している21。日本の企業については、現状ダイカストマシン
の導入までは完了している。例えばトヨタ自動車の場合、2023年6月に高
級車「レクサス」を対象とする次世代EV車の生産に大型一体ダイカスト
成形部品を採用すると発表し、2027年半ばの市場投入に向けて現在も開
発が進められている22。自動車部品約1万5000品目をつくり、駆動系を中

18	林文勇「超大型ダイカストマシン：ギガプレス」『型技術』第38巻 第7号、2023年6
月号、pp.64-65.

19	「BYD、日本の「ガラ軽」攻略へ  電池など内製化  低コストで勝算」日本経済新聞 
（朝刊）17面、2025年4月23日。

20	BYD社のギガキャスト導入時期や導入サイズに関する詳細は確認できなかったが、
BYD社が導入しているダイカストマシンがLK社のものであると指摘する記載はあ
る。文春オンライン「170の部品を1つに」「トヨタでさえ中国勢の後塵」中国の“世
界最大”鋳造機メーカーに潜入した！《日本人ジャーナリスト初取材》掲載日2025
年 9 月 15 日（https://news.infoseek.co.jp/article/bunshun_81694/）最終アクセス：
2025年9月16日。

21	「どこまでいくか、ギガキャスト攻勢」『日経ものづくり』2025年4月号、P.35を参照。
22	前掲。P.36を参照。
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心に幅広に部品を取りそろえてきたアイシンは、アルミニウムで一体成形
した車体部品のギガキャストと電池を守る骨格部品を組み合わせた新製品
部品への参入を目指している23。

3．業界別国内大型一体ダイカスト成形の開発動向

　2020年9月にテスラ社がEV車のボディー部分に大型ダイカスト成形の
一体化部品を導入するまで、国内市場では大型一体ダイカスト成形の技術
開発はほぼ行われてこなかった。その後、中国系EV車メーカーがテスラ
社を追随しながら、より大型化を目指す設備開発と導入を、現在も積極的
に行っている。これら海外の動きに危機感を覚えた日本の完成車メーカー
やダイカストメーカーのなかから、国内での設備投資を行い大型一体ダイ
カストの成形に関与しようとする流れが2023年頃より出てきた。ここで 
は、その流れについて 1.完成車メーカーと、2.大型一体ダイカスト成形
用金型メーカーについて、業界ごとに参入の経緯までをまとめる。主対象
はこの2点となるが、近年、部品点数削減や軽量化の観点から、大型一体
成形の優位性を取り込もうと考えるようになってきたプレス金型業界や、
プラスチック等の樹脂成形が主体の射出成形機メーカーの大型化への動き
も無視できなくなってきた。よって 3.ダイカスト成形以外の成形機メー
カーの参入動向、と題し、これらの業界についても取り上げる。2.につい 
ては、対象となる金型メーカーの大型一体ダイカスト成形の開発に携わる
研究開発責任者への聞き取り調査も実施しており、そこから得られた結果
を中心にまとめる。

3.1　完成車メーカーの参入分析
　トヨタ自動車株式会社（以後、トヨタとする）、本田技研工業株式会社 

（以後、ホンダとする）は、大型一体ダイカスト成形技術は内製による自

23	「アイシン、車部品「全方位」挑む」日本経済新聞（朝刊）9面、2025年9月1日付を
参照。
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社開発により導入が進んでいる。トヨタは、製造コストが高いEV車を現
行の方法で造ると利幅が下がる点に危機感を覚え、2023年6月に、高級車

「レクサス」を対象とする次世代EV車の生産に大型一体ダイカスト成形
を採用すると発表した。その後、型締め力が9000tfのUBEマシナリー製
ギガプレスを導入したと見られている。トヨタはアンダーボディーを「フ
ロント」と「センター」と「リア」の3つのモジュールに分割し、これら
のうちフロントとリアを大型一体成形する。これにより、部品点数を80
から90点程度から1点に抑えることが可能となる。さらにコンベヤーレス
化や、工程の検討・改善を含む工場の設計にデジタル技術を導入し、次世
代EV車向け生産ラインを構築することにより、生産工程と開発費、工場
投資、生産準備期間の全てを2分の1に抑える目標を掲げる。市場投入は
2027年半ばを目標とし、開発が進められている24。
　ホンダは2026年から順次市場投入する次世代EV車製品群「0（ゼロ）
シリーズ」で実用化すべく一体ダイカスト成形の導入を急ぎ、2次電池 
パックに搭載するために開発が行われている。2次電池パックは、従来60
点以上あった部品点数を5点に減らし、コストを削減するとともに、一般
的なEV車の2次電池パックに対して約6％薄くする。型締め力が6000tf級
のスイスのBuhler（ビューラー）製大型プレス機を導入した。世界の自動 
車メーカーが、より大型の成形機導入を競うなかで、このクラスに抑えた
理由は、適切なサイズで賢く造ることを目指すからである。分割鋳造した
後に、溶接で組み上げることで、コスト低減を追求するという。大型一体
成形本体はもちろん、金型を含め設備投資も抑制することで、製造費を約
40％低減できると試算している25。
　これらの内容から、国内完成車メーカーによる参入は、いずれもEV車
を軸とする製品開発時に導入が進められていることが明らかとなった。製
造コストを下げる手段として、大型一体成形機の導入により、部品点数削

24	「自動車に広がるギガキャスト トヨタ導入でアルミ鋳造に勢い」『NIKKEI BUSINESS』 
2025年6月9日、pp.44-45を参照。

25	前掲。P.46を参照。
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減による使用金型の大幅な削減も可能となる。ただし、2社の動向からは、
自動車のアンダーボディーを3つに分割することや、自社にとっての適切
なサイズを考慮し、開発を進めながら最適解を目指そうとしていることが
読み取れる。よって一様に大型化、一体成形化、部品点数削減による使用
金型の削減とそれに伴うコスト低減だけを目的とせず、一体成形により生
じる可能性のあるデメリットとのバランスや対象としていく部分（＝部品）
に対する捉え方が、今後、各完成車メーカーの独自色として出てくること
が予想される。

3.2　大型一体ダイカスト成形用金型メーカーの参入分析
　先行事例を調査した結果、2025年8月時点で対象となる企業は、国内初
参入事例としての主対象企業R社、次いで設備導入まで到達している企業
2社となる。主対象企業のR社以外は、2社共に新潟県の三条市、柏崎市
の金型メーカーである。筆者は2016年度に、新潟県の建築金物市場にお
ける量産加工に関する調査活動を実施26したことがあり、その際、これら
2社の当時の経営者と面識があり、三条市の企業へはこの年に工場の視察
も行っている。国内中小企業の大型成形参入は偶然にも現時点でこの2社
だけである。

【国内最大手ダイカスト金型メーカーR社】
　最初に、国内ダイカストメーカーのなかでいち早く6000t超級となる大
型ダイカスト市場への参入を決断し、設備導入に至ったR社のダイカスト
企画開発本部研究開発部責任者N氏に対して実施した聞き取り調査の内容
をまとめる27。

26	新潟県内での調査は、2016年に採択されたLIXIL住生活財団研究助成の研究テーマ「建
築金物業界における金型専業メーカーおよび兼業メーカーの経営戦略について」を通
じて、現地金型メーカーと接点を持つに至った。三条市の金型メーカーは、国内にお
いて、樹脂成形の領域では風呂の浴槽などの大型成形品を取り扱うことが、当時の金
型工場視察時よりわかっていたことである。
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　R社が大型一体ダイカスト成形への参入を決定づけた理由（＝きっかけ）
については、以下の通り。R社では、まず大型一体成形に関し、OEMを
中心としたヒアリング調査を実施した。そこでわかったことは、①完成車
メーカーやサプライヤーを中心に各社ギガキャストへの関心が高く、その
評価、試作の機会があると判断したこと。また②ダイカストの成形性の良
さから、板金構造より剛性を高めやすいこと。③車重の大きい自動車で 
は、軽量化の要求が高いこと。④利益率が決して高くないEV車で、コス
ト低減要求が強いこと。⑤資源循環（CE：サーキュラーエコノミー）の
要求が高まることなど、大型ダイカスト（＝ギガキャスト）の採用動機が
多くあることが理由として挙げられる。その他、自動車の電動化に伴い、
新しい車づくりとして注目されているモジュラー生産方式（テスラ社でい
うアンボックス生産方式）とギガキャストの相性がよいことで、その採用
が期待されることも挙げられる。また、中国のダイカスターが、ギガキャ
ストの導入を急速に進め、技術力が向上していることに危機感を覚えたこ
と。さらに日本企業としては、中国の競合相手に対し、2年以上のブラン
クが開くと、大型一体ダイカスト成形の領域で挽回できない差が生じるこ
とをリスクと捉え、参入するなら今がギリギリのタイミングと判断したこ
とも理由として挙げられた。続けて表-1からもわかる通り、国内外の大
型一体ダイカスト成形は、現状EV車への採用のみである。この点につい
てN氏は「ダイカストのラインは、既存ラインとは全く異なることが大き
な理由だろう。既存のラインで導入するとなると、既存ラインを変えてい
かなければならない。それには大変な労力が必要となり、さらにそれを変
えることは最適とは言えない。そうなると、次世代車としてのEV車の製
造…、これを理由に新たなラインをつくることにして、対応することが最
適である、という流れが出てきたのではないだろうか」と指摘している。
　R社のギガキャスト工場の設置を本社工場のある広島県ではなく、2025
年3月に静岡県菊川市に開設した経緯については、大型の成形機を国内で

27	調査時期は、2025年8月4日にR社の本社および隣接工場のある広島県府中市の会議
室にて実施。
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導入し稼働させるためのハードルの高さが挙げられる。具体的な大型ダイ
カスト導入に関する課題について、N氏は、初期投資の増大、輸送負担の
増加、品質管理の難しさなどを挙げている。特に、大型鋳造機部品の陸送
には、インフラ課題も大きく、橋梁の補強なども必要となるといった指摘
もあり、日本においては技術的ブレークスルーへ向けた取り組み以外のイ
ンフラ対応への困難性が実際に6500t成形機を導入した企業により明らか
となった。また、その際、金型は90tにもなり、国内では型材料を提供で
きないため、R社においては中国に依存せざるを得ないことも課題である
ことがわかった。
　この開設工場は、当初より大型一体ダイカスト成形による量産品を目的
としたものでなく、試作ビジネス（顧客となる完成車メーカーのギガキャ
スト評価）と技術の手の内化（習得）が狙いであることもわかった。しか
しながら、今後、取引先より量産の要望があれば、将来的にその対応もあ
り得るとのことである。
　聞き取り調査の最後に、トヨタ、ホンダの両完成車メーカーが、大型一
体ダイカスト成形技術については内製することについて、金型サプライ
ヤー側からの意見も確認した。完成車メーカーのこうした内製動向につい
て、先行的に設備導入を行っているR社として、そうした流れに対する考
えは次の通りである。N氏曰く「基本はそうだろう（内製するだろう）と
思っていた。構内外注（あるいは構内請負とは、請負業務を発注される発
注者側企業の敷地内、工場内で行うことを言う。つまり請負側社員が発注
者側の会社あるいは工場内で、場所、設備、機器等を借りて製造工程の業
務を行うこと）づけにして、やるだろうと思っていた」ことより、完成車
メーカーとの関わりは、あくまで試作段階における取引の拡大が狙いであ
ることが明らかとなった。

【新潟県柏崎市と三条市の金型メーカー】
　国内金型メーカーの大型一体成形に関する最初の動向は、2023年4月に
東京ビッグサイトで日本金型工業会主催「インターモールド2023」の開
催地であった。そこで新潟県の金型メーカーである株式会社米谷製作所と



自動車産業向け大型一体ダイカスト成形における完成車メーカーと金型サプライヤーの参入分析

305

共和工業株式会社が共同でテーマブースを展開し、大型一体成形技術を共
同開発することが発表された。対応する金型の寸法やマシンについて、以
下、その詳細を『町工場総研』記事より引用する。

まず2024年に最初の金型を出荷する。この金型で成形するアルミ部
品は最大寸法1,200×1,000×700mm（成形時の型締力で4,000t相当）
まで対応し、次世代EVの車台部品やバッテリーケースを想定する。
最初の金型は共和工業が外側を加工、米谷製作所が部品の内部形状を
決める「入子」を最大2,100×1,700mmのサイズで加工する。今後、
さらに仲間を増やし、アルミやマグネシウム合金などの成形材料分野
や表面処理分野の企業が参加する予定で、将来的には型締力で8,000t
相当の超大型部品成形をゴールとして目指すという。メガキャストの
実用化には乗り越えるべき課題が多い。部品も金型も超大型であるこ
とから起こる温度変化による変形、成形時に空間が発生する「す」、
成形後の冷却時の歪み─といった問題をどうやって抑えるのか。両
社は材料射出時の金型内の真空度の向上などの対策を研究するととも
に、これまで蓄積してきた設計力や、温度・圧力・時間の加工条件の
ノウハウを応用していく。また、完成した金型は外寸が3,000×2,450 
mmで重量200tに達するため、どう分割し、どうやって顧客の工場へ
運ぶのかという物流の現実的な問題もある。両社は町工場らしい現場
に密着した技術・経験・フットワークと連携の力で課題を解決し、次
世代EVの製造技術確立を目指す28

　新潟県の金型メーカーが大型一体成形への参入へ名乗りを上げた2023年 
4月時点では、国内完成車メーカーのメガキャストに対する動向や表明な
どは皆無であった。大手自動車メーカーに先行して次世代技術への取り組

28	「テスラの「メガキャスト」に日本の町工場連合が挑む」『町工場総研』発表・掲載日
2023年4月12日（https://smallfactory.net/story003megacast.html）最終アクセス：
2025年9月4日。
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みを発表することは、金型メーカーのなかでは極めて珍しいことである。
両社がこうした先行優位を狙う目的は、「自動車メーカーが、やる、と言っ
た時にすぐに対応する」（米谷製作所の経営者）ことであり、「新潟の金型
産業が連携して技術や設備の力を高め、世界に示す」（共和工業の経営者）
ことにある 29、と言及されている。この2社が対応する型締め力は、現状
4000t相当までとされており、表-1への記載がない理由は、6000t超の大
型成形機を対象と設定したためだからである。
　重量が200t超えの完成金型を、いかに分割し、顧客工場へ運搬するか、
物流時のインフラ対応を含めた課題は、国土の狭い日本において、R社同
様に大型成形への参入企業に立ちはだかる共通の課題であることも明らか
となった。

3.3　ダイカスト成形以外の成形機メーカーの参入動向
　大型一体ダイカスト成形機を用いることで、自動車部品の大幅な削減と
それに伴う成形コストの削減が利点とされるなか、既存部品や主材料を供
給してきたプレス業界のサプライヤーや鉄鋼メーカー、さらにプラスチッ
ク用射出成型機を扱うメーカーのなかからも、EV車向けの大型部品需要
を開拓する動きが出てきた。上掲（脚注11）みずほ銀行産業調査部の報
告書では「日系プレスサプライヤーは、自動車ボディー部品がギガキャス
トに一部シフトしていく中で、スチール一体成型による自動車ボディー部
品を競合他社よりも早期に量産化し、大衆車向けのコスト削減提案を確立
することが求められる」とし、スチール一体成型をベースとした日系完成
車メーカーの設計、開発段階に入り込むことの重要性を強調している。日
系鉄鋼メーカーにとって、内需縮小と輸出困難化を受けた国内生産縮小と
いう課題に直面するなかで、日系完成車メーカーのギガキャスト採用が大
衆車の一部に拡大していくこととなれば、さらなる生産量の減少につなが
りかねないからである。
　株式会社日本製鋼所は、2025年7月に、大型部品向けに使うプラスチッ

29	前掲。「町工場が完成車メーカーの背中を押す」掲載記事より。
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ク射出成型機の需要開拓のため、電動による業界初で世界最大圧力の
「J4000F-22000H（型式を記載）」を市場投入した。プラスチック射出成型
機で主流の油圧に代えて電動サーボモーターを使った点が特徴であり、金
型で締め付ける「型締め力」は、電動式としては世界最大の4000tになる。
記事中の開発マネジャーの発言として、「大型の車体部品をアルミ鋳造で
一体成型する『ギガキャスト』と同様の需要が、プラスチック業界にも来
ている」と述べられており、軽量化が求められるEV車の市場についても、

「大きなバックドアやバッテリーのカバーなど金属やガラスに代わるより
大きな樹脂部品の需要」が出てきており、今回の新製品で対応するとされ
ている30。

4．分析結果

　先行事例の調査結果より、2025年8月時点で研究対象となる6000t超級
以上の大型ダイカスト成形機をすでに導入済みの企業は、完成車メーカー
を除き国内に1社あることが明らかとなった。さらに型締め力は4000t超
であるが、新潟県の金型メーカー2社が地の利を活かし大型一体ダイカス
ト成形に参入していることもわかった。広島県にある本対象企業にて現地
工場調査と開発を主導してきた担当者への聞き取り調査を実施できたこと
により、大型一体ダイカスト成形に参入した経緯については、ギガキャス
トへの関心の高さから、その評価、試作の機会があると判断したこと、板
金構造より剛性を高めやすいこと、軽量化の要求が高いこと、EV車での
コスト低減要求が強いこと、そしてアルミニウムを主材料とすることによ
る資源循環の要求の高まりがあることが具体的に明らかとなった。R社の
参入動機については、日本企業として、中国の競合相手に対し、2年以上
のブランクが開くと、大型一体ダイカスト成形の領域で挽回できない差が

30	「プラ射出成型機、電動化─日本製鋼所 EV用、世界最大圧力─」日本経済新聞（朝刊）
10面、2025年8月11日。記事内容を参照し、新製品に関する企業の概要をまとめた。
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生じることをリスクと捉え、参入するなら今がギリギリのタイミングと判
断したとの理由であった。
　新設備の導入にあたっては、島国である日本での大型設備の取り扱い時
に発生する課題についても指摘がなされた。それは、インフラ対応の側面
から、大型鋳造機部品の陸送の際に橋梁の補強を行わなければならなかっ
たことと、金型の重量化に対する運搬方法として、分割作業への対策の必
要性についてであった。国内導入企業各社の共通課題として、大型設備を
国内に導入する際の技術面の課題とは別のインフラへの対応が不可欠であ
る点が明らかとなった。
　国内完成車メーカーのなかで、ホンダは2026年以降順次、トヨタは2027 
年後半に大型一体ダイカスト成形への本格導入が進むことが、現時点で公
表されている内容であり、具体的にトヨタはアンダーボディーを3つのモ
ジュールに分割し、うちフロントとリアを大型一体成形することにより、
部品点数を80から90点程度から1点に抑えることを目指していることが
明らかとなった。またそれに加え、コンベヤーレス化や工場設計にデジタ
ル技術を導入し、次世代EV車向け生産ラインを構築することにより、生
産工程と開発費、工場投資、生産準備期間の全てを2分の1に抑える目標
を掲げていることから、今後はこうしたトヨタの動きにサプライヤー側か
らの対応も不可欠となることが予想される。これはサプライヤーとしての
仕事量の削減に繋がるということであり、厳しい状況への早期対策が求め
られるだろう。

5．おわりに

　本研究では自動車産業向け大型一体ダイカスト成形において、テスラ社
や中国系EV車メーカーによる導入実績に後れを取らないためのギリギリ
のタイミングで、日本を代表するダイカストメーカー1社が、試作対応に
徹する、としながらも参入を果たしたことが理解できた。さらに金型メー
カー2社の協力体制により、大型一体ダイカスト成形への参入を果たした
中小企業の存在も明らかとなり、今後は引き続き、対象企業の定点観測を
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実施していくこととする。
　最後に中国系企業が先行する大型一体ダイカスト成形のメリットとデメ
リットについて述べ、まとめとする。製造技法におけるメリットとして 
は、一体成形の技術進化に伴い、自動車ボディーの製作が今以上に容易に
行えるようになる。部品点数の大幅な削減が可能となることで、製造コス
トの削減だけでなく品質管理もより簡略化できることが考えられる。従来
のような数十点あるダイカストパーツの溶接後の寸法精度管理から、単品
パーツでの寸法管理となることにより品質管理は簡略化され、品質管理に
かかるコストも同時に大幅な削減が期待できる。デメリットについては、
設備と金型への投資が高く、技術面ではコーティングや熱処理が不要な高
強度鋳造用合金の開発が必要となる31。設備が巨大であるため、物流の面
からのインフラ対策が不可欠であり、運搬時のサイズによっては道路整備
にかかる負担まで考慮する必要が出てくることが考えられる。しかしなが
ら、日本のものづくり産業を主導する完成車メーカーが大型一体ダイカス
ト成形に足を踏み入れていることを鑑みれば、金型メーカーを含む自動車
向けサプライヤーがこうした動きに背を向けることは不可能である。

謝辞

　本研究にあたっては、技術見本市の会場ブースでの聞き取り調査および
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31	上掲、林文勇「超大型ダイカストマシン:ギガプレス」『型技術』pp.65-66を参照。
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1．研究プロジェクトの概要

　本研究プロジェクトは、電気自動車（EV）用バッテリー産業における競 
争優位の動態を、先行者優位（First-Mover Advantage: FMA）と後発者
優位（Late-Mover Advantage: LMA）の枠組みを用いて解明することを目 
的としている。特に、中国の代表的企業であるBYD（先行者）とCATL 

（後発者）の比較事例研究を通じて、資源確保、技術選択、垂直統合、政
策支援、国際提携といった要素が企業の競争力形成にいかなる影響を与え
るかを分析する点に特徴がある。本研究の学術的意義は、従来の供給網統
合や規模の経済の議論を超えて、産業構造変動期における企業戦略の持続
性と変容のメカニズムを明らかにする点にある。また、実務的にも、今後
の産業政策や企業戦略に資する知見を提供できる可能性を有している。

2．1年目の成果

　初年度は、既存の調査データと理論研究を組み合わせて、現在中国の
EVバッテリー産業で起こっている現象を説明することを試みた。その成
果として、2024年6月に開催されたEuroma国際学会にて、英語発表をす

共同研究報告

共同研究プロジェクト
中国市場におけるEVバッテリー産業の

競争力に関する研究
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徐　寧 教・王　中 奇・宋　元 旭
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ることができた。この発表では、BYDが早期にリチウム鉱山を確保し、
垂直統合型の供給網を構築したことを典型的なFMAの事例として提示し、
他方でCATLが市場不確実性と技術変化を逆手に取り、NCM電池技術の
導入を通じてLMAを獲得した事例を分析した。さらに近年、原材料価格
の高騰に伴い、再びFMAが強まる兆候が確認されることを指摘し、従来
理論を補強する新しい議論を展開した。この成果は、国際的学術コミュニ
ティに対して研究の独自性を示すだけでなく、今後の研究展開の方向性を
明確にする契機となった。

3．2年目の取り組みと成果

　2年目は、1年目の研究結果を深化させつつ、研究成果の発信を多様化
することを目指した。具体的には、日本語での学術発表を重視し、「EV 
バッテリー産業における先行者優位と後発者優位─BYDとCATLの比較
研究─」というタイトルで研究ノートとして執筆し、投稿中である。この
研究ノートでは、FMAとLMAはダイナミックな観点から議論すべきで
あるという点を強調している。今後の校正過程を経て、研究ノートを確実
に出版していきたい。
　さらに、2年目の春には中国での現地調査を実施する計画を立てており、
EVバッテリー企業関係者、そしてEVバッテリー原材料など供給網関係
者への聞き取り調査や一次資料の収集を通じて、既存の分析を補完する定
性的データを獲得する予定である。この調査は、中国のバッテリー企業の
戦略の形成過程を把握する貴重な機会であり、研究の信頼性と妥当性を高
める上で極めて重要である。

4．3年目の計画

　最終年度となる3年目は、これまでの研究成果を統合し、プロジェクト
の全体的な結論を導く段階となる。具体的には以下の方針を掲げている。
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◦現地調査データの統合分析：
	 2年目春に予定している調査で得られる定性・定量データを既存成果に

組み込み、BYDとCATLの競争優位のダイナミクスを立体的に再構築
する。

◦最終的な学術成果の発信：
	 英語論文と日本語研究ノートの成果を総合し、現地調査の知見を加える

ことで、3年間の研究プロジェクトを集大成する成果を発表する。

5．まとめ

　本研究プロジェクトは、1年目には、既存研究データと理論研究を合わ
せて、国際学会発表を通じて基盤を築き、2年目には日本語研究ノート投
稿と中国現地調査の準備を進めることで、研究の幅と厚みを大きく広げて
きた。3年目には、これらの成果を総合的に統合し、産業構造変動期にお
ける先行者優位と後発者優位の持続性と再編のメカニズムを明らかにする
ことを目指す。本プロジェクトは、EVバッテリー産業という実務的に極
めて重要な分野を対象に、理論的にも応用的にも価値ある成果を提供する
ものであり、学術的な理論貢献に加え、産業政策や企業戦略に具体的な示
唆を与えることが期待される。

以上
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『国際経営フォーラム』執筆要領

　「研究論文」については、下記要領に従って作成の上、原稿提出願います。
「研究ノート」「その他」については、対応する項目のみ下記要領を参考に
してください。

1 ．作成ソフトウエアと提出
　原稿は、Microsoft Word等の文書作成ソフトにて作成してください。
なお、提出は、（1）ワードファイル等、（2）PDFファイル、の2つのデー
タを、国際経営研究所事務局までメールで送信して下さい。

2 ．全体構成
論文タイトル
氏名
本文
注
参考文献

　上記の順で構成します。注は、脚注とすることも可とします。

3 ．段組み
　横書きで1段組を基本とします。

4 ．フォントサイズ
　フォントサイズは、タイトル15pt、著者名12pt、本文10.5pt、参考文献
9pt（段落間隔を詰める）を目安とします。

5 ．本文と注および参考文献
　邦文の場合は全角文字、英文の場合は半角文字としてください。
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6 ．見出し
　本文を章や節に分ける場合は、見出しは、以下の表記方法に従ってくだ
さい。
1
1.1
1.1.1
　ただし、1.1.1よりも深い見出しは基本的に使用しないこととします。

7 ．図表
　図表は見やすく整理し、必要最小限に絞ってください。原則として本文
中に記載しますが、それが数ページに及ぶ場合には、末尾にまとめて記載
してください。
　タイトルには、「図1」「表1」のように通し番号をつけます。他者の図
版を使用する場合は著作権者の了解を得て、出典を明示してください。

8 ．参考文献
　参考文献は、基本的に、引用した文献のみを掲載します。また、日本語
文献（姓のあいうえお順）、外国語文献（Family NameのABC順）の順
に掲載します。なお、参考文献の記載方法については、統一されていれば、
自由形式とします。例示は、以下の通りです。
例：日本語文献の場合

経営太郎（2014），「投資意思決定に関する一考察」，『経営ジャーナル』，
11，15-25．

経営花子（2018），『経営財務入門』，経営財務出版社
経営太郎「意思決定に関する一考察」『経営ジャーナル』11号，15-25

ページ，2014年．
経営花子『経営財務入門』経営財務出版社，2018年。
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例：外国語文献の場合
単行書 : 著者・編者名 (刊行年), 著作名, 発行所 (訳書)
論文 : 著者名 (発行年), “論文名 ,” 雑誌・収録書名, 巻, 号, 頁 (訳書)
Gerber, H. U., W. Neuhaus and S. H. Cox (1997), Life insurance 

mathematics , Spring-Verlag, 3rd Edition.
Merton, R.C. (1974), “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk 

Structure of Interest Rates,” Journal of Finance, 29 (2), pp. 449-
470.

9 ．編集方針
　提出された原稿の論文の形式や体裁について、上記の執筆要領に適合し
ていない場合、全体との整合性をとるために、編集委員会で、提出後ある
いは校正時に修正の依頼をお願い、あるいは編集委員会での修正をするこ
とがあります。

10．その他
　本国際経営フォーラムに掲載の投稿原稿および査読論文等の著作権は、
執筆者に帰属するものとします。また、著作に関する全責任は各執筆者が
負うものとします。校正は筆者校正ですので、慎重かつ綿密な校正に努め
てください。

以上

2015. 4 . 1 発行
2019. 4 . 1 改訂
2020. 7 .31改訂
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編集後記　─「インターナショナル」を再定義する時代に ─

　本年度の『国際経営フォーラム』は、「インターナショナル」というテー
マのもとで、多様な分野からの投稿を迎えることができた。経営学、社会
学、文化研究、倫理学といった諸領域を横断しながら、各論文と報告書が
それぞれの立場から“国際性とは何か”を問い直している。もはや「国 
際」は国境を越えた経済活動や企業進出の枠内にとどまらない。技術、文
化、制度、そして人の移動をめぐるあらゆる場面で、「国際的であること」
の意味が再構成されつつある。
　本号の投稿論文と報告書を俯瞰すると、経営学的アプローチと社会・文
化的アプローチが見事に並立している。前者では、企業統治、環境経営、
デジタル戦略、EV産業の競争構造、さらには一体ダイカスト技術の国際
比較など、グローバル産業の変化を分析する実証的研究が目立つ。これら
は、国際経営の基盤を支える「企業の行動」を冷静に見つめ直す貴重な成
果である。一方、後者の社会・文化系の論考では、「国際の拡張性と外部 
性」といった哲学的省察、外国人雇用史や雇用制度の比較、さらには金次
郎像の史的研究など、社会の象徴や倫理の側面から“国際”を読み解く試
みがみられる。これらの研究は、経営学がしばしば見落としがちな「人 
間・文化の次元」を補完し、フォーラムとしての射程を広げている。
　私自身、国際経営の分野を研究する立場から見ても、かつて当然とされ
た企業間の技術移転や現地調査の自由は、いまや慎重な政治的判断を要す
る領域へと変わりつつある。国際経営のダイナミズムは、単なる経済合理
性ではなく、制度的・地政学的な力学の中で再定義されつつあると実感し
ている。近年、国際経営研究における最大の課題は、「グローバル化の前 
提」が揺らいでいることである。トランプ政権以降、技術移転や国際共同
研究は安全保障の文脈に組み込まれ、自由な国際調査や学術交流が制約を
受ける兆しもある。かつてインターナショナルや自由化を象徴したグロー
バル社会は、分断と排除のリスクを生じる新しい局面に入っている。だか
らこそ、私たちは改めて“国際”の本質を問わなければならない。経済的
な国際化だけでなく、知の往還、人の理解、文化の共創という、より多層
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的な「国際性の倫理」が求められているのではないだろうか。
　こうした状況下で、日本の学術界・産業界は、世界に対してどのような
役割を果たすべきか。日本は、技術・人材・価値観の三つの面で、国際社
会に独自の橋を架ける潜在力を持っている。単に“追随する国”ではな 
く、“対話を創る国”としての立場を確立することが、これからのインター 
ナショナル研究にとって重要な使命であると感じる。経営学の世界におい
ても、国際比較研究や現地調査の意義を守り抜くために、研究者一人一人
の発信力と実行力が問われている。
　本号を編纂しながら、改めて感じたのは「インターナショナル」とは制
度でも地理でもなく、人と人との間に生まれる“繋がり”だということで
ある。国際とは、遠くにある他者と向き合うことではなく、日常の中で多
様性を引き受ける「受け皿」そのものである。教室での学生との対話、オ
ンラインで交わされる研究協働、現場での企業調査─それらのすべて 
が、今日的な意味でのインターナショナルを体現している。
　最後に、本号の刊行に際してご尽力くださった執筆者、査読者、国際経
営研究所の先生各位、そして本フォーラムを支えてくださったすべての関
係者に心より感謝申し上げたい。国際経営研究所の研究が、理論と実践の
双方で「開かれた知の場」として発展し続けることを願う。

編集委員長　王　中奇
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